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一

は
じ
め
に

　

平
成
二
四
年（
二
〇
一
二
年
）一
月
二
二
日
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
が「
原
子
力
災
害
対
策
本
部
」

等
で
議
事
録
が
作
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
報
じ
た
。
東
日
本
大
震
災
発
生

か
ら
約
一
〇
ヵ
月
後
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
一
年
七
月
一

日
法
律
第
六
六
号
、
以
下
、「
公
文
書
管
理
法
」
と
略
記
）
の
施
行
か
ら
、
約
九
カ

月
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
議
事
録
未
作
成
の
事
実
は
、
平
成
二
三
年
五

月
一
一
日
の
段
階
で
、
当
時
の
枝
野
幸
男
官
房
長
官
が
記
者
会
見
で
話
し（

１
）、

報
道

自
体
も
、
そ
の
年
の
一
二
月
一
七
日
に
毎
日
新
聞
が
伝
え
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な

な
か
、
公
文
書
管
理
委
員
会
が
行
政
文
書
の
作
成
を
義
務
付
け
た
第
四
条
に
反
す

る
可
能
性
が
あ
る
本
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
報
道
後
の
平
成
二
四
年

二
月
三
日
、
第
一
二
回
公
文
書
管
理
委
員
会
の
こ
と
で
あ
っ
た（

２
）。

　

公
文
書
管
理
委
員
会
は
、「
議
事
録
未
作
成
問
題
」
の
よ
う
な
緊
急
事
態
に
お

け
る
公
文
書
管
理
に
つ
い
て
、
政
府
の
意
思
決
定
過
程
を
記
録
と
す
べ
く
、「
行

政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
平
成
二
四
年
六
月
二
九
日
、
一
部

改
正
さ
せ
た
。
そ
の
際
、
東
日
本
大
震
災
お
よ
び
福
島
第
一
原
発
事
故
の
よ
う
な

緊
急
事
態
の
公
文
書
管
理
を
、「
歴
史
的
緊
急
事
態
」
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
規

定
し
た
。

　

〈
歴
史
的
緊
急
事
態
に
対
応
す
る
会
議
等
に
お
け
る
記
録
の
作
成
の
確
保
〉

　

○�

国
家
・
社
会
と
し
て
記
録
を
共
有
す
べ
き
歴
史
的
に
重
要
な
政
策
事
項
で

あ
っ
て
、
社
会
的
な
影
響
が
大
き
く
政
府
全
体
と
し
て
対
応
し
、
そ
の
教
訓

が
将
来
に
生
か
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
の
う
ち
、
国
民
の
生
命
、
身
体
、
財
産

に
大
規
模
か
つ
重
大
な
被
害
が
生
じ
、
又
は
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
緊
急
事

態
（
以
下
「
歴
史
的
緊
急
事
態
」
と
い
う
。）
に
政
府
全
体
と
し
て
対
応
す

る
会
議
そ
の
他
の
会
合
（
第
３
及
び
第
８
の
留
意
事
項
に
お
い
て
「
会
議
等
」

と
い
う
。）
に
つ
い
て
は
、
将
来
の
教
訓
と
し
て
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
以

下
の
と
お
り
、
会
議
等
の
性
格
に
応
じ
て
記
録
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　

�　

な
お
、
個
別
の
事
態
が
歴
史
的
緊
急
事
態
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て

は
、
公
文
書
管
理
を
担
当
す
る
大
臣
が
閣
議
等
の
場
で
了
解
を
得
て
判
断
す

る（
３
）。

　

確
か
に
、
東
日
本
大
震
災
の
よ
う
な
緊
急
事
態
に
対
処
す
べ
く
開
催
さ
れ
た
政

府
会
議
等
の
記
録
が
残
さ
れ
る
こ
と
は
、
後
世
の
検
証
・
歴
史
学
に
寄
与
す
る
こ
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と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
本
問
題
の
本
質
は
、
第
一
に
政
府
の
危
機
管

理
能
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
必
要
か
つ
重
要
な
公
文
書
が
作
ら
れ
な
か
っ
た
と

い
う
点
に
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
歴
史
的
緊
急
事
態
」
な
る
造
語
の
「
歴
史
的
」
に
は
、一
般
的
に
「
す

で
に
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
」
と
の
意
味
が
あ
り（

４
）、

東
日
本
大
震
災
、

福
島
第
一
原
発
事
故
の
傷
跡
も
癒
え
て
い
な
い
現
在
、
当
事
者
の
方
々
の
眼
に
は

ど
の
よ
う
に
映
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
個
別
の
事
態
が
歴
史
的
緊
急
事
態
に

該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
公
文
書
管
理
を
担
当
す
る
大
臣
が
閣
議
等
の
場

で
了
解
を
得
て
判
断
す
る
」
な
ど
は
煩
瑣
で
あ
り
、
緊
急
事
態
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
、
そ
の
余
裕
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る（

５
）。

緊
急
事
態
に
あ
っ
て
、
文
書
の
作
成
は
、

あ
え
て
閣
議
了
解
を
と
る
ま
で
も
な
い
こ
と
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

官
邸
に
よ
る
緊
急
事
態
宣
言
（
国
家
安
全
保
障
を
含
む
）、
激
甚
災
害
に
対
処
す

る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
激
甚
災
害
法
）
に
基
づ
く
激
甚

災
害
及
び
特
定
非
常
災
害
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
特
定
非
常
災
害
等
が
指
定
さ
れ

た
場
合
、
自
動
的
に
対
象
事
態
に
関
し
て
設
置
さ
れ
た
す
べ
て
の
会
議
に
つ
い
て

議
事
録
お
よ
び
全
て
の
文
書
を
基
本
的
に
作
成
・
保
存
す
る
こ
と
と
す
れ
ば
よ
い

だ
ろ
う（
た
だ
し
、本
件
に
つ
い
て
は
閣
議
決
定
し
て
置
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
）。

　

本
稿
は
、
公
文
書
管
理
法
の
第
一
の
意
義
が
、
現
用
・
非
現
用
を
通
じ
た
統
一

的
な
文
書
管
理
の
推
進
に
あ
る
な
か
、
国
立
公
文
書
館
の
強
化
の
た
め
に
生
成
さ

れ
た
「
歴
史
公
文
書
」「
特
定
歴
史
公
文
書
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
前
稿
「
公
文

書
管
理
法
に
お
け
る
「
歴
史
公
文
書
」
と
「
特
定
歴
史
公
文
書
」―
そ
の
生
成
と

問
題
点
―
」
に
続
き（

６
）、

日
本
に
お
け
る
公
文
書
管
理
及
び
文
書
館
・
公
文
書
館
の

実
態
か
ら
、
日
本
に
お
け
る
公
文
書
管
理
を
再
構
築
す
べ
く
、
公
文
書
管
理
法
の

問
題
点
を
指
摘
し
、
そ
の
改
正
試
案
と
、
今
後
の
公
文
書
管
理
体
制
と
国
立
公
文

書
館
等
の
在
り
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
稿
に
関
し
て
は
、
以
下
、
八
点
の
論
点
が
存
在
し
て
い
る
。
①
理
想
と
現
実
、

②
立
場
の
問
題
、
③
公
文
書
管
理
法
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
ど
ち
ら
に
問
題
が
あ
る

の
か
、
④
公
文
書
作
成
・
保
存
と
移
管
、
⑤
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
設
置
が
促
進
さ
れ

な
い
理
由
、
⑥
公
文
書
管
理
委
員
会
、
⑦
国
立
公
文
書
館
お
よ
び
国
立
公
文
書
館

等
、
⑧
公
文
書
管
理
組
織
の
問
題
等
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
、
①
の
論
点
で
は
、
前
稿
に
引
き
続
き
本
稿
で
も
、
米
国
国
立
公
文

書
館
・
記
録
管
理
庁（
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ａ
）を
理
想
と
し
て
、現
実
を
直
視
す
る
こ
と
な
く
、

理
想
と
の
偏
差
で
現
実
を
裁
断
す
る
よ
う
な
立
場
を
採
用
し
て
い
な
い
。
本
稿
で

は
、
あ
く
ま
で
も
現
実
・
実
態
か
ら
出
発
し
、
い
か
に
理
想
に
近
づ
け
る
か
、
と

い
う
点
か
ら
叙
述
し
て
い
る
。
②
は
、
利
用
者
と
、
作
成
者
の
立
場
が
想
定
さ
れ

よ
う
。
筆
者
は
、
歴
史
研
究
者
と
し
て
利
用
者
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
の
実
務
者
の
立
場
か
ら
叙
述
し
た
。
結
果
と
し
て
、現
在
の
利
用
者
、往
々

に
し
て
ハ
ー
ド
ユ
ー
ザ
ー
で
あ
る
研
究
者
の
立
場
を
代
弁
し
て
い
な
い
。
後
述
す

る
行
政
利
用
の
よ
う
に
直
接
的
な
利
用
者
で
な
く
と
も
、
間
接
的
に
一
般
国
民
・

市
民
に
還
元
で
き
る
こ
と
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
叙
述
し
た
。
③
で
は
、
公
文
書

管
理
法
の
基
本
精
神
を
尊
重
し
、
発
展
さ
せ
、
実
態
に
そ
っ
た
形
と
す
る
た
め
に
、

改
正
試
案
を
作
成
し
た
。
こ
の
た
め
、
改
め
て
公
文
書
管
理
法
と
と
も
に
、
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
も
問
題
点
を
指
摘
し
、
改
正
案
を
作
成
し
て
い
る
。
④
に
つ

い
て
は
、
往
々
に
し
て
利
用
者
か
ら
は
、
文
書
の
未
作
成
が
問
題
と
さ
れ
る
。
確

か
に
、
前
述
の
よ
う
に
、
議
事
録
未
作
成
問
題
が
存
在
し
て
い
る
（
そ
の
責
任
は
、

果
た
し
て
官
僚
組
織
の
み
が
負
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
疑
問
が
あ
る
）。
し
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か
し
、
文
書
の
作
成
は
、
公
文
書
管
理
法
に
あ
る
ご
と
く
、
義
務
で
あ
り
、
行
政

組
織
で
は
、
基
本
的
に
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
問
題
は
、
作
成
さ
れ
た
文
書

が
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
編
纂
さ
れ
、
保
存
さ
れ
な
が
ら
移
管
さ
れ
て
い
な
い
事

実
な
の
で
あ
る
。
移
管
さ
れ
ず
、
現
用
記
録
と
さ
れ
て
い
る
実
態
か
ら
本
稿
で
は

分
析
し
て
い
る
。
⑤
は
、
実
態
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で
も
明

ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
稿
で
は
、
む
し
ろ
、
促
進
さ
れ
な
い
実
態
か
ら

分
析
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
種
別
に
も
か
か
わ
る
問
題
で

あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
公
文
書
管
理
法
下
に
あ
り
な
が
ら
、「
大
学
史
」
の
み

で
運
用
さ
れ
る
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
も
、
問
題
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
⑥
に

つ
い
て
は
、「
①
」「
②
」
を
中
心
に
問
題
が
存
在
し
て
い
る
。
審
議
会
議
事
録
の

「
読
み
方
」
と
い
う
点
も
含
め
て
、
第
一
章
で
分
析
し
た
。
以
上
の
諸
点
の
集
約

点
と
し
て
、
⑦
⑧
の
問
題
が
存
在
し
、
そ
の
解
決
策
に
つ
い
て
提
起
し
て
い
る
。

　

以
下
で
は
、
ま
ず
、
第
一
章
で
公
文
書
管
理
委
員
会
等
に
お
け
る
議
論
か
ら
、

問
題
点
と
そ
の
解
決
方
法
に
つ
い
て
分
析
し
た
。
さ
ら
に
、
第
二
章
で
は
、
内
閣

府
大
臣
官
房
公
文
書
管
理
課
「
平
成
二
三
年
度
に
お
け
る
公
文
書
等
の
管
理
等
の

状
況
に
つ
い
て
」（
平
成
二
五
年
二
月
）
の
分
析
を
通
じ
て
、
公
文
書
管
理
法
等

の
問
題
点
を
抽
出
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
第
三
章
で
、
国
立
公
文
書
館
等
を
含
む

公
文
書
管
理
体
制
に
つ
い
て
試
論
を
展
開
し
た
。
以
下
の
所
論
の
う
え
で
、
公
文

書
管
理
法
お
よ
び
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
修
正
案
を
添
付
し
た
。

１
．
公
文
書
管
理
委
員
会
等
に
み
る
公
文
書
管
理
法
の
問
題
点

　

公
文
書
管
理
法
で
は
、
公
文
書
管
理
に
関
す
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
確
保
す

る
た
め
の
仕
組
み
と
し
て
法
第
二
八
条
で
公
文
書
管
理
委
員
会
の
設
置
が
規
定
さ

れ
た
。

　

こ
の
公
文
書
管
理
委
員
会
の
第
一
回
会
議
で
、蓮
舫
公
文
書
管
理
担
当
大
臣（
当

時
）�

は
、�「
公
文
書
と
い
う
の
は
政
策
決
定
の
ま
さ
に
記
録
」�

で
あ
り
、�

公
文
書
管

理
法
と
は�

「
取
り
扱
う
方
々
、�

職
員
の
意
識
を
向
上
さ
せ
る
、�

こ
れ
ま
で
と
は
考
え

方
を
一
変
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
と
、�

今
の
国
民
の
み
な
ら
ず
、�

将
来

の
国
民
に
対
し
て
も
き
っ
ち
り
と
説
明
責
任
を
果
た
す
ん
だ
と
い
う
意
識
を
持
っ

て
働
い
て
い
た
だ
き
た
い
。」と
述
べ
て
い
る（

７
）。

こ
の
発
言
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
に
、�

民
主
党
政
権
の
も
と
で
開
始
さ
れ
た
公
文
書
管
理
委
員
会
は
、�

公
務
員
制
度
改
革

の
一
環
と
し
て
、�

国
民
に
対
す
る
説
明
責
任
の
観
点
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
公
文
書
管
理
委
員
会
に
は
、
公
文
書
を
作
成
し
た
経
験
を
有
す
る
者

が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
現
業
と
の
連
関
性
が
薄
い
の
が
特
徴
で
あ

る
。
結
果
と
し
て
、
利
用
者
中
心
に
構
成
さ
れ
た
た
め
、
委
員
会
の
関
心
は
国
立

公
文
書
館
等
へ
の
移
管
と
公
開
に
偏
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
公
文
書
管
理
委
員
会
に
あ
っ
て
議
論
さ
れ
た
重
要
論
点
は
、
下
記

の
三
点
で
あ
っ
た
。

（
１
）
閣
議
・
閣
僚
懇
談
会
等
、
国
家
意
思
決
定
文
書
問
題

　

最
大
の
問
題
と
な
っ
た
の
は
、「
議
事
録
未
作
成
問
題
」
に
代
表
さ
れ
る
国
家

意
思
決
定
に
関
す
る
文
書
を
如
何
に
残
し
、公
開
す
る
か
、と
い
う
点
で
あ
っ
た
。

　

具
体
的
に
は
、
議
事
録
作
成
に
あ
た
っ
て
発
言
者
名
の
明
記
を
加
藤
陽
子
委
員

（
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
教
授
）
が
、
明
治
憲
法
案
審
議
や
枢
密

院
会
議
議
事
筆
記
録
、
終
戦
時
の
次
官
会
議
記
録
等
に
例
を
求
め
、
発
言
者
の
責
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任
と
、
公
開
に
よ
る
説
明
責
任
、
野
口
貴
公
美
委
員
（
中
央
大
学
法
学
部
教
授
）

も
指
摘
し
て
い
た
制
度
面
で
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
た（

８
）。

ま
た
、
三
宅
弘
委
員

（
弁
護
士
）
も
「
あ
る
程
度
、
事
前
に
重
要
な
会
議
の
中
の
発
言
者
名
ま
で
ち
ゃ

ん
と
残
し
て
い
く
と
い
う
ル
ー
ル
を
つ
く
っ
て
お
く
こ
と
が
、
や
は
り
歴
史
を
後

世
の
歴
史
家
が
見
る
と
き
の
準
備
を
、
今
の
我
々
が
し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い
部
分
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
な
」
と
述
べ
て
い
た（

９
）。

こ
の
点
、
文
書
管
理
担
当

の
岡
田
克
也
副
総
理
（
当
時
）
も
理
解
し
て
お
り
、「
公
文
書
管
理
法
の
運
用
そ

の
も
の
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
」「
公
文
書
管
理
法
の
適
用
範
囲
」

の
二
つ
の
問
題
点
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
文
書
の
作
成
に
つ
い
て
記
し
た
公
文

書
管
理
法
第
四
条
の
解
釈
・
書
き
方
を
問
題
と
し
た

）
10
（

。

　

そ
し
て
、
公
文
書
管
理
委
員
会
で
は
、「
議
事
録
未
作
成
問
題
」
の
原
因
分
析

を
通
じ
て
、
国
家
意
思
決
定
の
実
態
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
委
員

自
身
が
学
ん
で
い
く
過
程
と
な
っ
た

）
11
（

。
こ
の
原
因
分
析
を
通
じ
て
公
文
書
管
理
法

の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
た
が
、
根
本
と
な
る
「
歴
史
的
な
緊
急
事

態
」
と
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
三
輪
眞
木
子
委
員
長
代
理
（
放
送
大
学
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活

用
・
遠
隔
教
育
セ
ン
タ
ー
教
授
）
か
ら
「
一
番
最
初
に
新
た
に
会
議
を
作
っ
た
と

き
に
、
今
、
直
面
し
て
い
る
事
態
が
歴
史
的
緊
急
事
態
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を

判
断
す
る
基
準
と
い
う
の
は
、
誰
が
決
め
る
の
で
し
ょ
う
か
。」
の
疑
問
が
だ
さ

れ
た

）
12
（

。
こ
れ
に
対
し
て
事
務
方
・
小
林
公
文
書
管
理
課
長
の
回
答
は
「
端
的
に
申

し
上
げ
ま
す
と
、
大
規
模
な
災
害
と
い
う
こ
と
で
す
。
災
害
の
中
で
一
番
典
型
的

な
の
は
自
然
災
害
と
い
う
こ
と
で
、
風
水
害
、
地
震
な
ど
と
い
う
こ
と
で
、
更
に

踏
み
込
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
と
、
国
民
の
多
く
が
不
安
に
思
う
よ
う
な
状
況
を
指

し
て
い
る
と
観
念
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。」「
更
に
申
し
上
げ
れ
ば
、

災
害
の
中
に
は
自
然
災
害
の
ほ
か
に
も
、
例
え
ば
人
為
的
な
事
故
も
ご
ざ
い
ま
し

て
、
そ
れ
に
起
因
す
る
事
案
、
災
害
に
対
応
す
る
た
め
、
国
民
の
生
命
、
身
体
、

財
産
を
防
護
す
る
た
め
に
取
ら
れ
る
諸
措
置
な
ど
も
場
合
に
よ
っ
て
は
含
ま
れ
得

る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
基
本
的
に
は
今
般
の
東
日
本
大
震
災

な
ど
の
よ
う
な
自
然
災
害
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま

す
。」
な
ど
と
曖
昧
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
指
定
も
「
観
念
」
と
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
た

）
1（
（

。
結
局
、「
歴
史
的
緊
急
事
態
」
に
つ
い
て
は
、「
公
文
書
管
理
担
当
大
臣

が
閣
議
等
の
場
で
了
解
を
得
て
判
断
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
明
確
に
い
た
し
ま

し
た
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た

）
14
（

。

　

基
本
的
に
公
文
書
管
理
委
員
会
は
、
重
要
会
議
に
つ
い
て
例
外
を
設
け
る
こ
と

な
く
、
議
事
録
を
残
す
方
向
性
を
指
向
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
重
要
な
会
議
と
は

何
か
、
と
い
う
文
書
管
理
の
基
本
を
公
文
書
管
理
委
員
会
が
把
握
し
て
い
く
こ
と

で
も
あ
っ
た

）
1（
（

。

　

結
果
と
し
て
、
平
成
二
四
年
六
月
二
〇
日
の
公
文
書
管
理
委
員
会
委
員
懇
談
会

に
お
い
て
、
原
案
に
あ
っ
た
議
事
録
を
作
成
す
る
会
議
と
作
成
し
な
い
会
議
に
つ

い
て
、
意
思
決
定
型
と
事
務
事
業
型
と
い
う
類
別
が
な
さ
れ
て
い
た
原
案
を
、
政

策
の
決
定
又
は
了
解
を
行
う
会
議
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
で
類
別
し
、
行
政
文
書

の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
文
書
作
成
の
義
務
等
に
加
え
る
こ
と
で
委
員

全
員
の
了
解
を
受
け
、
同
年
六
月
二
九
日
、
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
は
改
正
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

同
時
に
、
こ
の
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
「
議
事
録
未
作
成
問
題
」
は
、
閣
議

及
び
閣
僚
懇
談
会
等
重
要
会
議
で
議
事
録
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
問
題
へ
と
発
展

し
た
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
公
文
書
管
理
委
員
会
で
の
論
点
整
理
を
へ
て
、
平
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成
二
四
年
七
月
六
日
、「
閣
議
議
事
録
等
作
成
・
公
開
制
度
検
討
チ
ー
ム
」（
内
閣

総
理
大
臣
決
裁
。
座
長
は
、
共
同
と
し
て
岡
田
副
総
理
と
藤
村
修
官
房
長
官
（
当

時
））
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
平
成
二
四
年
一
〇
月
二
四
日
に
報
告
書
「
閣

議
等
議
事
録
作
成
・
公
開
制
度
の
方
向
性
に
つ
い
て
」
が

）
1（
（

、
平
成
二
四
年
一
一
月

二
九
日
に
は
、「
閣
僚
会
議
等
の
議
事
録
等
の
作
成
・
公
開
に
つ
い
て
」
が
作
成
・

決
定
さ
れ
て
い
る

）
1（
（

。「
閣
議
等
議
事
録
作
成
・
公
開
制
度
の
方
向
性
に
つ
い
て
」

お
よ
び
「
閣
僚
会
議
等
の
議
事
録
等
の
作
成
・
公
開
に
つ
い
て
」
の
最
大
ポ
イ
ン

ト
は
、
閣
議
議
事
録
等
の
作
成
・
保
存
と
、
公
開
と
を
分
け
た
点
に
あ
る
。
そ
し

て
、前
者
に
つ
い
て
は
、「
閣
議
等
議
事
録
作
成
・
公
開
制
度
の
方
向
性
に
つ
い
て
」

の
「
１
．
議
事
録
の
作
成
義
務
」
で
次
の
よ
う
に
書
か
れ
た
。

　
　

�（
前
略
）
意
思
決
定
に
至
る
過
程
の
記
録
と
し
て
の
議
事
録
は
、
各
種
政
策

判
断
に
当
た
っ
て
の
参
考
資
料
と
し
て「
行
政
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
運
営
」

に
資
す
る
と
と
も
に
、
現
在
の
国
民
へ
の
説
明
の
た
め
の
バ
ッ
ク
・
デ
ー
タ

と
し
て
、
ま
た
、
後
世
の
国
民
が
政
策
を
検
証
す
る
た
め
の
歴
史
資
料
と
し

て
「
現
在
及
び
将
来
の
国
民
に
説
明
す
る
責
務
」
を
全
う
す
る
こ
と
に
資
す

る
と
考
え
ら
れ
る

）
1（
（

。（
後
略
）

　

閣
議
議
事
録
が
第
一
に「
各
種
政
策
判
断
に
当
た
っ
て
の
参
考
資
料
と
し
て「
行

政
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
運
営
」
に
資
す
る
」
う
え
で
重
要
で
あ
り
、「
現
在
の

国
民
へ
の
説
明
の
た
め
の
バ
ッ
ク
・
デ
ー
タ
」
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
う
え

で
、
次
に
「
後
世
の
国
民
が
政
策
を
検
証
す
る
た
め
の
歴
史
資
料
」
と
す
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
た
。
国
立
公
文
書
館
に
と
っ
て
は
、
そ
の
う
え
で
、「
作
成
か
ら
法

律
で
定
め
る
一
定
期
間
を
経
過
し
た
時
点
で
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
を
義
務
付

け
」
ら
れ
、「
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
後
は
、
公
文
書
管
理
法
に
基
づ
き
、
一

般
の
利
用
に
供
し
、
利
用
の
促
進
を
図
る
」
こ
と
と
さ
れ
た

）
1（
（

。
こ
れ
ま
で
、
国
立

公
文
書
館
の
機
能
強
化
と
し
て
は
「
公
開
」
と
「
利
用
の
促
進
」
に
重
点
が
置
か

れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
閣
議
が
俎
上
に
の
ぼ
っ
た
こ
と
で
、“
作
成
・
保
存
”
と
、

“
移
管
・
公
開
”
の
問
題
に
分
け
て
再
整
理
さ
れ
、
修
正
さ
れ
た
。
何
よ
り
も
、

閣
議
に
お
い
て
議
事
録
を
作
成
し
て
い
な
い
「
実
態
」「
現
実
」
を
基
盤
と
し
て

分
析
さ
れ
た
こ
と
が
最
も
評
価
で
き
る
点
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
閣
僚
会
議
等

の
議
事
録
等
の
作
成
・
公
開
に
つ
い
て
」
で
は
、「
閣
僚
会
議
、
省
議
な
ど
の
閣

僚
を
構
成
員
と
し
て
開
催
さ
れ
る
政
府
の
会
議（
以
下「
閣
僚
会
議
等
」と
い
う
。）

は
、
閣
議
及
び
閣
僚
懇
談
会
（
以
下
「
閣
議
等
」
と
い
う
。）
と
同
様
に
、
政
府

に
お
け
る
意
思
決
定
に
至
る
過
程
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
公
文
書
管
理
制
度
の
目

的
に
照
ら
し
、
議
事
録
等
を
作
成
し
、
保
存
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら
れ

る
。」
と
、
よ
り
「
政
府
に
お
け
る
意
思
決
定
に
至
る
過
程
」
と
し
て
の
部
分
が

強
調
さ
れ
た

）
20
（

。
そ
し
て
、「
閣
僚
会
議
等
は
、
法
律
上
の
設
置
根
拠
を
有
し
な
い

も
の
も
多
く
、
ま
た
、
閣
議
等
と
異
な
り
、
会
議
や
そ
の
議
事
録
を
全
て
公
開
し

て
開
催
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
な
ど
運
営
方
法
も
多
様
で
あ
る
た
め
、
閣
議
等
と
同

様
の
議
事
録
作
成
・
公
開
に
係
る
法
的
措
置
を
一
律
に
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。」
と
し
て

）
21
（

、
法
的
措
置
を
講
じ
る
会
議
（「
閣
議
」
及
び
会
議
の
構
成
員
、
性

格
、
運
営
等
に
照
ら
し
て
閣
議
に
準
ず
る
会
議
で
あ
る
「
閣
僚
懇
談
会
」）
と
講

じ
な
い
会
議
（
副
大
臣
会
議
、
国
の
安
全
に
か
か
わ
る
会
議
）
に
分
け
ら
れ
た
。

　

な
お
、
公
開
に
あ
た
っ
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
公
開
す

る
な
ど
に
よ
り
利
用
の
促
進
を
図
る
」
と
さ
れ
た

）
22
（

。
そ
し
て
、
国
立
公
文
書
館
へ

の
移
管
は
、「
閣
僚
会
議
等
の
議
事
録
等
の
作
成
・
公
開
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、

「
公
文
書
管
理
法
施
行
令
に
お
い
て
閣
僚
会
議
や
省
議
に
係
る
文
書
の
保
存
期
間
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が
一
〇
年
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
閣
僚
会
議
等
の

議
事
録
・
議
事
概
要
は
原
則
と
し
て
作
成
か
ら
一
〇
年
後
に
国
立
公
文
書
館
等
に

移
管
し
、
移
管
後
は
公
文
書
管
理
法
に
基
づ
い
て
一
般
の
利
用
に
供
し
、
利
用
の

促
進
を
図
る
こ
と
と
す
る
」
と
、
公
開
期
限
に
つ
い
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る

）
2（
（

。

　

し
か
し
、「
閣
僚
会
議
等
の
議
事
録
等
の
作
成
・
公
開
に
つ
い
て
」
は
、
野
田

佳
彦
内
閣
（
当
時
）
に
お
い
て
閣
議
決
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、

政
権
交
代
し
た
安
倍
晋
三
自
民
党
内
閣
で
は
、「
今
の
内
閣
の
や
り
方
の
一
つ
と

し
て
、
事
前
に
関
係
閣
僚
会
合
と
い
う
の
を
や
っ
て
い
ま
し
て
、
そ
う
し
た
中
で
、

話
を
あ
る
程
度
詰
め
た
上
で
、
最
終
的
に
閣
議
決
定
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
方
向

で
今
私
ど
も
は
物
事
を
前
に
進
め
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
う
し
た
こ
と
も
踏
ま
え

て
、
こ
れ
は
ぜ
ひ
検
討
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。」
と
さ
れ
て
お
り
、

棚
上
げ
の
状
態
と
な
っ
て
い
る

）
24
（

。

（
２
）
日
本
の
公
文
書
管
理
制
度
に
つ
い
て

　

当
初
よ
り
、
日
本
の
公
文
書
制
度
に
つ
い
て
公
文
書
管
理
委
員
会
で
中
心
的
に

発
言
し
て
い
た
の
は
、石
原
一
則
委
員
（
神
奈
川
県
公
文
書
館
課
長
）
で
あ
っ
た
。

石
原
委
員
は
、
三
〇
年
の
原
則
を
こ
え
た
保
存
年
限
の
設
定
を
提
議
し
、
国
立
公

文
書
館
に
廃
棄
文
書
の
評
価
・
選
別
権
を
付
与
す
る
こ
と
を
求
め
た

）
2（
（

。
し
か
し
、

岡
本
公
文
書
管
理
課
参
事
官
の
回
答
は
、「
実
務
面
で
も
検
討
す
る
必
要
が
」あ
る
、

評
価
・
選
別
に
つ
い
て
も
「
年
度
の
行
政
文
書
管
理
フ
ァ
イ
ル
簿
の
チ
ェ
ッ
ク
も

で
き
ま
す
の
で
、
そ
の
際
に
国
立
公
文
書
館
も
き
っ
ち
り
見
ま
し
て
、
共
通
ル
ー

ル
に
則
し
た
形
で
き
ち
ん
と
付
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
チ
ェ
ッ
ク

を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
」
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

）
2（
（

。

　

石
原
委
員
が
改
め
て
、�

公
文
書
管
理
法
の
問
題
点
と
し
て
日
本
の
公
文
書
管
理
制

度
に
つ
い
て
発
言
し
た
の
は
、
第
一
五
回
公
文
書
管
理
委
員
会�

（
平
成
二
四
年
三
月

一
九
日
）�

で�

「
議
事
録
未
作
成
問
題
」�

審
議
の
過
程
で
あ
っ
た
。
石
原
委
員
は
、�「
今

度
は
時
間
が
か
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
専
門
機
関
、�

記
録
管
理
に
関
す
る
専
門
機

関
を
政
府
内
に
設
け
、�

権
限
を
与
え
、�

さ
ら
に
ス
タ
ッ
フ
を
増
や
す
。
こ
う
い
う
ス

タ
ッ
フ
が
各
会
議
あ
る
い
は
省
庁
別
に
何
人
か
い
て
、�

常
駐
し
て
そ
こ
の
作
成
さ
れ

る
記
録
に
つ
い
て
、�

あ
る
権
限
を
持
っ
て
指
導
監
督
を
す
る
と
い
う
制
度
が
必
要
に

な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
公
文
書
管
理
法
で
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
制
度
で

す
」�

と
、�

述
べ
て
い
る

）
2（
（

。
さ
ら
に
、�

第
一
七
回
公
文
書
管
理
委
員
会�

（
平
成
二
四
年

四
月
一
〇
日
）�

で
石
原
委
員
は
、�

専
門
職
と
し
て
の
レ
コ
ー
ド
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
ア
ー

キ
ビ
ス
ト
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
た
だ
、�「
こ
れ
は
時
間
が
か
か
る
こ
と
か
も

し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、�

組
織
や
人
の
こ
と
に
つ
い
て
も
き
ち
ん
と
含
め
て
考
え
る

と
い
う
体
制
を
整
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。」�

と
述
べ
て
い
た

）
2（
（

。
ま
た
、�

「
私
は
長
期
的
な
視
点
で
こ
の
問
題
を
今
後
の
課
題
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え

て
お
る
の
で
す
が
、�

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
皆
さ
ん
御
承
知
の
よ
う
に
、�

国
の
文
書

を
公
文
書
管
理
課
だ
け
で
全
て
把
握
す
る
の
は
、�

と
て
も
難
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ａ
の
よ
う
な
組
織
を
つ
く
っ
て
、�

一
つ
の
省
庁
で

文
書
管
理
と
歴
史
公
文
書
管
理
を
合
体
さ
せ
て
行
う
と
い
う
プ
ラ
ン
を
考
え
て
み

て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
と
い
う
話
で
す

）
2（
（

。」�

と
も
話
し
て
い
た
。

　

三
宅
委
員
も
「
石
原
委
員
が
お
話
し
に
な
っ
た
方
が
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、�
退
職
公
務
員
な
ど
、�

専
門
的
な
知
見
を
有
す
る
者
の
活
用
な
ど
も
検
討
す
べ

き
と
い
う
こ
と
が
最
後
に
入
っ
て
い
ま
し
て
、�

こ
れ
は
私
も
付
け
加
え
で
言
っ
た

よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、�

ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
か
レ
コ
ー
ド
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
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を
育
て
て
い
く
と
い
う
観
点
と
、�

天
下
り
で
は
な
く
て
、�

省
内
に
と
ど
ま
っ
て
い

た
だ
い
て
、�

そ
の
中
で
か
つ
て
や
っ
た
仕
事
を
整
理
し
て
退
職
し
て
い
た
だ
く
と

い
う
、�
そ
う
い
う
公
務
員
制
度
に
も
関
わ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、�

是
非
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
」�

と
実
態
に
即
し
た
発
言
を
し
て
い
た

）
（0
（

。

　

専
門
職
と
し
て
の
レ
コ
ー
ド
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
は
、
必
要
で
あ
る

が
、
現
実
に
適
応
す
る
人
材
も
、
そ
の
人
材
を
育
成
す
る
シ
ス
テ
ム
も
な
い
な
か
、

三
宅
委
員
の
意
見
は
、
実
現
可
能
な
方
法
の
一
つ
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
過
程
は
、「
議
事
録
未
作
成
問
題
」
を
通
じ
て
、
こ
れ
ま
で
有
識

者
会
議
等
を
通
じ
て
、
米
国
国
立
公
文
書
館
・
記
録
管
理
庁
（
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ａ
）
と
同

様
の
シ
ス
テ
ム
導
入
が
理
想
と
さ
れ
た
て
き
た
。
し
か
し
、
国
立
公
文
書
館
の
現

状
お
よ
び
そ
の
能
力
、
日
本
の
公
文
書
の
作
成
か
ら
保
存
に
至
る
ま
で
の
過
程
も

含
め
た
実
態
を
基
盤
に
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
石
原
・
三
宅

両
委
員
の
発
言
は
、
理
想
を
現
実
に
合
わ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

本
問
題
は
、
公
文
書
管
理
の
主
管
で
あ
る
内
閣
府
が
監
督
官
庁
で
も
あ
る
他
の
省

庁
と
違
う
調
整
官
庁
で
あ
る
た
め
か
、
原
案
作
成
の
段
階
か
ら
、
実
態
調
査
に
つ

い
て
軽
視
し
て
き
た
こ
と
に
も
問
題
が
あ
る
が

）
（1
（

、
少
な
く
と
も
「
議
事
録
未
作
成

問
題
」
を
通
じ
て
、
公
文
書
管
理
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
が
、
実
態
を
基
盤
に
し
つ

つ
あ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
３
）「
時
の
経
過
」

　
「
議
事
録
未
作
成
問
題
」�

が
、�

閣
議
議
事
録
等
の
作
成
・
公
開
問
題
に
発
展
す
る

過
程
で
作
ら
れ
た
作
業
チ
ー
ム�

（
閣
議
議
事
録
等
作
成
・
公
開
制
度
検
討
チ
ー
ム���

作
業
チ
ー
ム
）�

で
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
受
け
た
国
立
公
文
書
館
は
、「
時
の
経
過
」

論
を
展
開
し
た
。

　

国
立
公
文
書
館
高
山
正
也
館
長
（
当
時
）
が
説
明
し
た
要
点
は
、
以
下
の
五
点

で
あ
る
。

　

国
立
公
文
書
館
に
お
け
る
利
用
審
査
の
基
本
方
針

　
　

１
．
利
用
制
限
情
報
の
該
当
性
は
、
利
用
決
定
時
に
判
断

　
　

２
．
時
の
経
過
を
考
慮

　
　
　

�

個
人
や
法
人
の
権
利
利
益
、公
共
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
の
蓋
然
性
は
、

時
の
経
過
や
そ
れ
に
伴
う
社
会
情
勢
の
変
化
に
よ
り
低
下

　
　

３
．
三
〇
年
原
則
（
時
の
経
過
）
を
踏
ま
え
た
公
開

　
　

４
．
利
用
制
限
す
る
べ
き
情
報
は
必
要
最
小
限

　
　

５
．
移
管
元
機
関
の
意
見
を
参
酌

　
　
　

当
該
機
関
の
意
見
を
尊
重
す
る
が
、
国
立
公
文
書
館
長
が
最
終
判
断

）
（2
（

。

　

そ
の
う
え
で
、
高
山
館
長
は
、「
当
初
の
要
審
査
で
あ
る
と
か
、
非
開
示
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
変
更
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
わ
け

で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
「
時
の
経
過
」
に
伴
う
と
こ
ろ
の
文
書
の
取
扱
い
の
変

更
と
い
う
こ
と
に
絡
む
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
お
手
元
の
資
料
に
書
か
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
個
人
や
法
人
の
権
利
、
利
益
あ
る
い
は
公
共
の
利
益
を

害
す
る
お
そ
れ
の
蓋
然
性
と
い
う
も
の
が
、「
時
の
経
過
」
に
伴
っ
て
変
化
す
る

ん
だ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
と
き
の
変
化
、
そ
れ
に
伴
う
と
こ
ろ
の
社
会
情
勢
の
変

化
に
よ
っ
て
具
体
的
に
は
低
下
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て

い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
、
判
断
基
準
と
し
て
の
三
〇
年
原
則
を
説
明
し
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た
の
で
あ
っ
た

）
（（
（

。

　

こ
の
三
〇
年
原
則
は
、
閣
議
議
事
録
作
成
・
公
開
制
度
検
討
チ
ー
ム
の
第
一
回

会
議
で
「
一
二
七
年
の
伝
統
を
覆
し
て
、議
事
録
を
作
る
か
ど
う
か
と
い
う
の
は
、

大
変
な
問
題
で
あ
る
」
な
か

）
（4
（

、
三
〇
年
を
一
つ
の
区
切
り
に
し
つ
つ
も
、「
三
〇

年
経
つ
と
一
〇
〇
％
開
示
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
多
分
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す

の
で
、
そ
こ
の
時
点
で
開
示
さ
れ
る
も
の
と
開
示
さ
れ
な
い
も
の
の
振
り
分
け
を

ど
う
考
え
る
の
か
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
」
と
の
こ
と
が

問
題
と
な
っ
た

）
（（
（

。
す
な
わ
ち
、
当
初
よ
り
、
原
則
と
し
て
の
三
〇
年
は
認
め
る
が
、

実
態
と
し
て
の
「
運
用
」
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
作
業
チ
ー

ム
に
お
け
る
第
二
回
会
議
以
降
の
主
要
論
点
の
一
つ
は
、事
務
方
が
提
出
し
た「
閣

議
等
議
事
録
の
作
成
・
公
開
制
度
の
方
向
性
に
つ
い
て
（
案
）」
を
も
と
に
し
た

行
政
機
関
情
報
公
開
法
の
適
用
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
っ
た

）
（（
（

。
行
政
機
関
情
報
公
開

法
と
の
関
係
で
は
、
同
法
第
六
条
（
部
分
開
示
）
と
第
七
条
（
公
益
裁
量
開
示
）

の
規
定
を
適
用
す
る
か
（
Ａ
案
）、
あ
る
い
は
、
同
法
の
適
用
除
外
と
す
る
か
（
Ｂ

案
）
で
あ
っ
た
が
、
結
局
、
後
者
の
Ｂ
案
が
適
用
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、
閣
議
議
事
録
等
作
成
・
公
開
制
度
検
討
チ
ー
ム
、
第
二
回
会
議
（
平

成
二
四
年
一
〇
月
二
四
日
）
で
の
修
正
を
へ
て
、
第
三
回
会
議
（
平
成
二
四
年

一
一
月
二
九
日
）
で
決
定
と
な
っ
た
「
閣
僚
会
議
等
の
議
事
録
等
の
作
成
・
公
開

に
つ
い
て
」
は
、
閣
議
決
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
と
も
な

う
情
報
公
開
法
の
改
正
案
も
審
議
入
り
す
る
こ
と
も
な
く
廃
案
と
な
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
は
、
現
行
制
度
を
維
持
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
国
立
公
文
書

館
の
「
時
の
経
過
」
が
説
得
力
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

以
上
、
公
文
書
管
理
委
員
会
で
の
議
論
を
整
理
し
た
。
公
文
書
管
理
委
員
会
に

至
る
諸
委
員
会
は
、
国
立
公
文
書
館
の�「
唯
一
性
」�「
絶
対
性
」�

を
確
立
し
、
Ｎ
Ａ

Ｒ
Ａ
を
理
想
と
し
て
、
そ
れ
へ
近
づ
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、

こ
の
こ
と
は
、
現
業
と
の
連
関
性
を
欠
き
、
移
管
・
公
開
と
い
う
機
関
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
の
業
務
に
お
い
て
公
開
に
偏
し
、
国
立
公
文
書
館
を
筆
頭
に
日
本
の
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
の
実
態
、
そ
の
所
蔵
公
文
書
の
特
質
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、
特
定
利
用
者

の
意
見
を
念
頭
に�

「
夢
を
語
」�

っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い

）
（（
（

。
そ
れ
が
、
対
応
が
遅
れ

た
と
は
い
え
、「
議
事
録
未
作
成
問
題
」
を
通
じ
て
実
態
に
触
れ
、
国
家
意
思
決

定
プ
ロ
セ
ス
を
「
学
」
ん
で
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、座
学
で
は
な
く
、「
実

践
知
」
が
支
配
す
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
観
点
を
取
り
入
れ
る
過
程
で
も
あ
っ
た
。

公
文
書
管
理
委
員
会
の
成
果
と
し
て
は
、
国
家
意
思
決
定
文
書
保
存
の
道
筋
を
つ

け
、
行
政
文
書
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
改
正
さ
せ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
以
上
に
、�

公
文
書
管
理
の
問
題
が�

「
作
成
・
保
存
」�

と�

「
移
管
・
公
開
」�

と
に

分
け
ら
れ
た
こ
と
に
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
同
時
に
、
日
本
に
と
っ
て
の
公
文
書
管

理
制
度
に
つ
い
て
は
、
現
業
と
の
関
係
か
ら
再
構
築
す
る
必
要
が
あ
り
、�

保
存
年
限

を
越
え
て
も
存
在
す
る�

「
現
用
記
録
」�

の
実
態
か
ら�

「
三
〇
年
原
則
」�

に
つ
い
て
の

新
た
な
運
用
方
法
が
必
要
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
が
、�

収
穫
で
あ
っ
た
。

２
．�「
平
成
二
三
年
度
に
お
け
る
公
文
書
等
の
管
理
等
の
状
況
に
つ
い
て
」

に
見
る
公
文
書
管
理

　

本
章
で
は
、
内
閣
府
大
臣
官
房
公
文
書
管
理
課
「
平
成
二
三
年
度
に
お
け
る
公

文
書
等
の
管
理
等
の
状
況
に
つ
い
て

）
（（
（

」
を
事
例
と
し
て
、
公
文
書
管
理
の
実
態
を

分
析
す
る
。
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（
１
）
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
の
内
訳

　

ま
ず
、着
目
す
べ
き
は
（
表
１
）
に
あ
る
よ
う
に
、行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
数
は
、

本
省
庁
が
九
・
一
％
、
地
方
支
分
部
局
が
六
八
・
九
％
と
い
う
こ
と
で
全
体
の
約
七

割
の
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
が
地
方
支
分

部
局
に
所
在
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
公
文
書
管
理
委
員
会
で
主
に
議
論

さ
れ
て
き
た
各
省
庁
を
国
家
意
思
決
定
に

お
け
る
企
画
・
立
案
組
織
と
し
て
狭
義
に

解
釈
し
た
も
の
の

）
（（
（

、
各
行
政
機
関
の
行
政

文
書
フ
ァ
イ
ル
は
、
監
督
・
指
導
官
庁
と

し
て
地
方
支
分
部
局
に
全
体
の
七
割
も
の

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
が
保
有
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
公
共
事
業
の
多

く
を
所
管
す
る
国
土
交
通
省
が
最
も
多
く

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
を
保
有
し
て
い
る

こ
と
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国

土
交
通
省
所
管
の
公
共
事
業
の
多
く
は
、

県
や
市
等
地
方
公
共
団
体
と
の
共
同
事
業

で
あ
り
、
地
方
支
分
部
局
の
あ
る
地
域
・

市
民
に
と
っ
て
密
接
に
関
係
す
る
重
要
な

公
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
ら
地
方
に
存
在
す

る
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
の
多
く
は
、
行

政
の
執
行
過
程
に
関
す
る
重
要
な
記
録
で

あ
る
が
、
国
家
意
思
決
定
に
の
み
関
心
を
集
中
さ
せ
て
い
る
現
段
階
で
は
、
国
立

公
文
書
館
等
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
な
く
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。地
域
に
と
っ
て
重
要
な
公
文
書
で
あ
る
地
方
支
分
部
局
の
行
政
文
書
フ
ァ

イ
ル
等
は
、�

輸
送
コ
ス
ト
、�

ま
た
、�

保
存
コ
ス
ト
、�

地
域
と
の
関
係
性
か
ら
東
京
の

国
立
公
文
書
館
に
移
管
す
る
の
で
は
な
く�

、
地
方
支
分
部
局
の
あ
る
国
立
公
文
書

館
等
に
施
設
及
び
人
員
を
予
算
化
し
て
管
理
さ
せ
る
か
、
地
域
の
公
文
書
館�

（
県
、

市
等
）�

へ
機
関
委
任
業
務
と
し
て
予
算
化
し
て
移
管
す
る
か
、�

あ
る
い
は
、
国
立
公

文
書
館
分
館
を
設
置
し
、
現
地
に
て
移
管
・
保
存
し
、
公
開
す
べ
き
で
あ
る
。

（
２
）
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
の
設
定
状
況
か
ら

　
（
表
２
）「
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
の
設
定
状
況
」
に
あ
る
よ
う
に
、

各
行
政
機
関
が
保
有
す
る
全
て
の
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
一
四
、六
七
二
、七
五
七

フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
（
移
管
又
は
廃
棄
）

の
設
定
状
況
を
み
る
と
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
を
設
定
済
み
と
し

て
い
る
も
の
が
八
、七
五
〇
、三
〇
五
フ
ァ
イ
ル
（
五
九
・
六
％
）、
未
設
定
と
し
て

い
る
も
の
が
五
、九
二
二
、四
五
二
フ
ァ
イ
ル
（
四
〇
・
四
％
）
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
う
ち
、
平
成
二
三
年
度
に
新
規
に
作
成
又
は
取
得
さ
れ
た�

二
、一
五
九
、四
四
六
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
み
る
と
、
既
に
保
存
期
間
が
満
了
し
た

と
き
の
措
置
を
設
定
済
み
と
し
て
い
る
も
の
は
一
、九
二
九
、〇
二
二
フ
ァ
イ
ル

（
八
九
・
三
％
）
と
な
っ
て
い
る

）
41
（

。

　

基
本
的
に
、
現
業
レ
ベ
ル
で
保
存
・
廃
棄
が
作
成
段
階
か
ら
あ
る
程
度
決
め
ら

れ
て
い
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
各
現
業
に
お
い
て
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等

の
重
要
度
が
設
定
さ
れ
始
め
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

行政文書ファイル等数
本 省 庁 施設等機関 特別の機関 地方支分部局

総　　計 14,672,757 1,339,572 676,974 2,556,460 10,099,751
（100.0） （9.1） （4.6） （17.4） （68.9）

うち新規 2,159,446 149,638 121,594 655,481 1,232,733
（100.0） （6.9） （5.6） （30.4） （57.1）

表１　行政文書ファイル等の保有数
（単位：ファイル，％）

（注）１　表下段は，平成23年度中に新規に作成又は取得された行政文書ファイル等で，内数を表す。
　　２　（��）内は，行政文書ファイル等数に占める割合を表す（40）。
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各
行
政
機
関
が
設
定
し
た
重
要
度

に
は
、
当
然
、「
歴
史
的
」�

と
の
価
値

判
断
か
ら
な
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く

い
。
そ
も
そ
も
、「
歴
史
的
」�

と
の
価

値
判
断
が
、
公
文
書
管
理
委
員
会
に

お
い
て
農
林
水
産
省
に
対
す
る
「
一

番
最
後
に
お
話
の
あ
っ
た
食
品
の
安

全
性
は
、
非
常
に
重
要
な
問
題
だ
と

思
う
の
で
、
原
則
移
管
と
い
う
方
針

で
こ
れ
か
ら
も
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

と
強
く
お
願
い
し
た
い
と
い
う
こ
と

と
同
時
に
、
も
し
よ
ろ
し
け
れ
ば
、

例
え
ば
、
食
品
の
安
全
性
と
言
っ
て

も
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
う
の
で
、
公

文
書
館
と
相
談
し
た
結
果
を
何
か
、
こ
う
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
特
に
注
意
を
要

す
る
と
い
う
よ
う
な
内
部
的
な
指
示
と
か
通
達
み
た
い
な
も
の
は
あ
る
ん
で
し
ょ

う
か
」
と
の
発
言
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
項
目
的
で
、
か
つ
思
い
付
き
的
な
も
の

で
あ
っ
て
は
困
る
の
で
あ
る

）
42
（

。

　

ま
た
、（
表
３
）「
保
存
期
間
が
満
了
し
た
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
の
移
管
・
廃

棄
等
の
状
況
」
に
あ
る
よ
う
に
、
各
行
政
機
関
に
お
い
て
、
平
成
二
三
年
度
に
保

存
期
間
が
満
了
し
た
（
当
初
満
了
予
定
で
あ
っ
た
が
保
存
期
間
を
延
長
し
た
も
の

を
含
む
。）
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
は
二
、三
三
九
、九
〇
一
フ
ァ
イ
ル
と
し
て�

お
り
、
そ
の
移
管
・
廃
棄
等
の
状
況
を
み
る
と
、
表
３
の
と
お
り
、「
移
管
」
と
し

て
い
る
も
の
が
一
七
、一
四
〇
フ
ァ
イ
ル
（
〇
・
七
％
）、「
廃
棄
」
と
し
て
い
る
も

の
が
二
、一
六
四
、〇
四
八
フ
ァ
イ
ル�

（
九
二
・
五
％
）、
保
存
期
間
を
「
延
長
」
と

し
て
い
る
も
の
が
一
五
八
、七
一
三
フ
ァ
イ
ル
（
六
・
八
％
）
と
な
っ
て
い
る

）
44
（

。

　

移
管
実
績
も
（
表
４
）�「
国
立
公
文
書
館
等

に
お
け
る
移
管
受
入
フ
ァ
イ
ル
等
数
」
の
よ
う

に
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
お
い
て
、
国
立
公

文
書
館
は
、
全
体
の
五
七
・
八
％
（
六
、〇
八
七

フ
ァ
イ
ル
）
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に

対
し
、
外
交
史
料
館
（
四
、一
三
八
フ
ァ
イ
ル
）

と
宮
内
公
文
書
館
（
三
〇
四
フ
ァ
イ
ル
）
の
合

計
は
、全
体
の
四
二
・
二
％
に
も
上
っ
て
い
る
。

対
象
範
囲
か
ら
考
え
れ
ば
、
国
立
公
文
書
館
の

移
管
率
は
著
し
く
低
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
外
交
史
料
館
お
よ
び
、
宮
内
公
文
書
館
の

移
管
率
は
高
く
（
特
に
、
外
交
史
料
館
）、
機

関
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
と
し
の
機
能
性
が
高
い
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
理
由
は
、
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

と
し
て
文
書
の
作
成
か
ら
保
存
、
移
管
・
公
開
ま
で
を
一
貫
し
て
行
え
る
か
ら
で

あ
り
、
保
存
・
廃
棄
、
評
価
・
選
別
に
あ
た
っ
て
の
専
門
性
が
高
い
た
め
で
も
あ

ろ
う
。

　

反
面
、
国
立
公
文
書
館
に
あ
っ
て
は
、（
表
５
）「
廃
棄
に
係
る
協
議
の
状
況
」�

に
あ
る
よ
う
に
廃
棄
に
係
る
全
体
の
七
六
・
一
％
も
の
フ
ァ
イ
ル
が
協
議
中
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、�

何
よ
り
も
人
員
が
不
足
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
同
時

平成23年度に保存期間が満了した行政文書ファイル等数
移　管 廃　棄 延　長

2,339,901
（100.0）

17,140
（0.7）

2,164,048
（92.5）

158,713
（6.8）

表３　�保存期間が満了した行政文書ファイル等の
移管・廃棄等の状況

（単位：ファイル，％）

（注）　�（��）内は，平成23年度に保存期間が満了した行政文書ファ
イル等数に占める割合を表す（45）。

行政文書ファイル等数（再掲）
設定済みと

しているもの
未設定と

しているもの
総　　計 14,672,757 8,750,305 5,922,452

（100.0） （59.6） （40.4）
うち新規 2,159,446 1,929,022 230,424

（100.0） （89.3） （10.7）

表２　保存期間が満了したときの措置の設定状況
（単位：ファイル，％）

（注）１　�表下段は，平成23年度中に新規に作成又は取得された行
政文書ファイル等で，内数を表す。

　　２　（��）内は，行政文書ファイル等数に占める割合を表す（43）。
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に
、�

各
省
庁
の
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
重
要
度
に
関
す
る
知
識
の
不
足
を
示
し
て

い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
（
一
五
九
、七
一
三
フ
ァ
イ
ル
）
の
九
七
・
〇
％

（
一
五
三
、九
五
四
フ
ァ
イ
ル
）
の
保
存
期
間
延
長
理
由
は
、
公
文
書
管
理
法
施
行

令
第
九
条
第
二
項
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
現
用
」
と
し
て
重

要
で
あ
る
こ
と
が
理
由
で
あ
り
、
保
存
期
間
を
三
〇
年
以
上
延
長
し
た
も
の
が�

四
、三
一
六
フ
ァ
イ
ル
、�

ま
た
、�
通
算
の
保
存
期
間
が
六
〇
年
以
上
と
な
る
も
の
も

七
、一
七
三
フ
ァ
イ
ル
あ
り
、�
な
か
に
は
、
通
算
の
保
存
期
間
が
一
〇
〇
年
を
超
え

る
も
の
も
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、�
日
本
の
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
が
「
時
の

経
過
」�

だ
け
を
理
由

に
し
て
は
、�

移
管
し

に
く
い
も
の
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る�

（（
表
６
）�「
保
存
期

間
の
延
長
理
由
」）。

　

上
記
の
他
、
報
告

書
に
は
、
研
修
、
点

検
、
監
査
の
実
施
状

況
報
告
お
よ
び
紛
失

等
と
こ
れ
に
と
も
な

う
処
分
に
つ
い
て
の

状
況
報
告
が
増
さ
れ

て
い
る
。

（
３
）
法
人
文
書
の
管
理
状
況
に
つ
い
て

　

次
に
法
人
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
に
つ
い
て

見
る
な
ら
ば
、（
表
７
）「
法
人
文
書
フ
ァ
イ

ル
等
の
保
有
数
及
び
媒
体
の
種
別
数
」
に
あ

る
よ
う
に
、
そ
の
総
数
は
、
行
政
文
書
フ
ァ

イ
ル
数
の
半
数
に
も
上
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
ら
各
独
立
行
政
法
人
等
に

お
け
る
保
存
期
間
が
満
了
し
た
法
人
文
書

フ
ァ
イ
ル
等
の
移
管
・
廃
棄
等
の
状
況
は
、

（
表
８
）「
保
存
期
間
が
満
了
し
た
法
人
文
書

フ
ァ
イ
ル
等
の
移
管
・
廃
棄
等
の
状
況
」
に

あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
移
管
は
、
全
体

の
〇
・
七
％
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
う
ち
、
国

立
公
文
書
館
へ
の
移
管
は
、
わ
ず
か
四
法
人

（
一
八
八
法
人
中
）、
九
フ
ァ
イ
ル
に
す
ぎ
な

い
。
結
局
、
各
独
立
行
政
法
人
等
で
は
、
保

存
期
限
が
満
了
し
た
法
人
文
書
フ
ァ
イ
ル

の
約
二
三
・
四
％
を
延
長
し
て
保
有
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
延
長
し
た
法
人
文
書
フ
ァ
イ

ル
の
九
九
％
が
、
公
文
書
管
理
法
施
行
令
第

九
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
現
用
記
録
と
し
て

延
長
さ
れ
て
い
る
（（
表
９
）
保
存
期
間
の

延
長
理
由
）。
つ
ま
り
、
各
独
立
行
政
法
人

廃棄に係る協議数（平成24年３月31日現在）
同　意 不同意 協議中

2,125,146 507,823 243 1,617,080
（100.0） （23.9） （0.01） （76.1）

表４　国立公文書館等における移管受入ファイル等数

（注）　�本表は，各行政機関から国立公文書館等に提出された送付目
録に基づき作成した（46）。

延長ファイル等数（再掲）
公文書管理法施行令第９条第１項に基づく延長 公文書管理法施行

令第９条第２項に
基づく延長第１号

（監査・検査）
第２号

（係属する訴訟）
第３号

（不服申立て）
第４号

（開示請求）
158,713 4,759 3,691 230 307 531 153,954

（100.0） （3.0） （2.3） （0.2） （0.2） （0.3） （97.0）

国立公文書館 宮内公文書館 外交史料館 合　　計
6,087 304 4,138 10,529

（単位：ファイル）

表５　廃棄に係る協議の状況

（注）１　�会計検査院は，協議対象ではないことから，本表の数値に
は含まれていない。

　　２　（��）内は，廃棄に係る協議数に占める割合を表す（47）。

（単位：ファイル，％）

表６　保存期間の延長理由
（単位：ファイル，％）

（注）　（��）内は，延長ファイル等数に占める割合を表す（48）。
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等
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
持
っ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
保
存
期
間
を
満
了
し
た
法

人
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
を
国
立
公
文
書
館
に
移
管
す
る
こ
と
な
く
、
現
用
記
録
と
し

て
保
管
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
法
人
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
策
定
さ
れ
ず
、
内

閣
府
は
、
法
人
文
書
そ
の
も
の
を
「
歴
史
公
文
書
」
と
み
な
さ
ず
、
常
用
文
書
、

無
期
限
保
存
文
書
と
し
て
「
現
用
文
書
」
と
し
て
保
存
す
る
よ
う
指
導
し
て
い

る
）
（0
（

。
行
政
文
書
に
準
じ
た
扱
い
と
称
し
て
い
る
が
、
国
家
意
思
決
定
に
の
み
関
心

を
集
中
さ
せ
て
い
る
か
ぎ
り
、
各
独
立
行
政
法
人
等
が
有
す
る
法
人
文
書
は
、
国

民
に
と
っ
て
重
要
な
記
録
・
文
書
を
含
む
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
保
存
し
て
い
く
こ
と
も
困

難
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
堀
田
慎
一

郎
氏
が
「
こ
の
よ
う
な
状
況
は
そ
も
そ
も
公

文
書
管
理
法
の
趣
旨
に
合
致
す
る
も
の
と
は

い
え
ず
、
歴
史
資
料
の
保
存
や
公
開
の
環
境

を
、
法
施
行
前
よ
り
も
悪
化
さ
せ
る
可
能
性

が
き
わ
め
て
高
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、

同
感
で
あ
る

）
（1
（

。
今
後
、
各
独
立
行
政
法
人
に

国
立
公
文
書
館
等
と
な
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を

設
置
し
て
保
管
等
を
行
う
か
、
法
人
文
書
を

対
象
と
す
る
国
立
公
文
書
館
分
館
を
設
置
す

る
か
、
国
立
公
文
書
館
の
シ
ス
テ
ム
を
変
更

し
、
国
立
国
会
図
書
館
の
よ
う
に
各
省
に
分

館
を
設
置
し
、
独
立
行
政
法
人
の
法
人
文
書

に
つ
い
て
は
各
独
立
行
政
法
人
の
設
定
し
た

重
要
度
に
即
し
て
所
管
官
庁
の
分
館
に
移
管

さ
せ
る
等
の
施
策
が
必
要
で
あ
ろ
う

）
（2
（

。

平成23年度に保存期間が満了した法人文書ファイル等数
移　管 廃　棄 延　長

969,678 6,252 736,246 227,180
（100.0） （0.7） （75.9） （23.4）

法人文書ファイル等数
紙媒体 電子媒体 その他の媒体

7,059,354 6,504,018 483,409 71,927
（100.0） （92.1） （6.9） （1.0）

表７　法人文書ファイル等の保有数及び媒体の種別数
（単位：ファイル，％）

（注）１　�「電子媒体」は，CD，DVD，個別業務システム等で管理さ
れる法人文書ファイル等を表す。

　　２　�「その他の媒体」は，フィルム，ビデオテープ等で管理され
る法人文書ファイル等を表す。

　　３　�表下段の（��）内は，法人文書ファイル等数に占める割合を
表す（49）。

表８　�保存期間が満了した法人文書ファイル等の移
管・廃棄等の状況

（単位：ファイル，％）

（注）　�（��）内は，平成23年度に保存期間が満了した法人文書ファイル
等数に占める割合を表す（53）。

延長ファイル等数（再掲）
公文書管理法施行令第９条第１項に基づく延長 公文書管理法施行

令第９条第２項に
基づく延長

第１号
（監査・検査）

第２号
（係属する訴訟）

第３号
（不服申立て）

第４号
（開示請求）

227,180 2,300 2,033 211 0 56 224,880
（100.0） （1.0） （0.9） （0.1） （

-

） （0.0） （99.0）

表９　保存期間の延長理由
（単位：ファイル，％）

（注）　（��）内は，延長ファイル等数に占める割合を表す（54）。
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（
４
）
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
保
存
及
び
利
用
の
状
況

　

国
立
公
文
書
館
等
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る�

「
特
定
歴
史
公
文
書
等
」
は
、�（
表
10
）

「
所
蔵
件
数
」
に
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
国
立
公
文
書
館
を
除
く
他
の
九
館
、

平
成
二
五
年
度
か
ら
は
、
大
阪
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
加
え
る
と
一
〇
館
は
、
全

て
基
本
的
に
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
公
文
書
管
理
法
下
に
あ
る
。
問
題
点
を

あ
げ
る
な
ら
ば
、
平
成
二
三
年
度
に
移
管
受
け
入
れ
し
た
点
数
よ
り
、
目
録
未
記

載
の
件
数
が
上
回
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
公
文
書
管
理
法
が

予
算
化
を
伴
わ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
報
告
事
項
を
含
め
、
各
館
の
負
担

が
国
立
公
文
書
館
等
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
増
加
し
た
こ
と
に
あ
る
。
特
に
、
国

立
大
学
法
人
で
は
、
専
任
教
職
員
を
含
め
、
人
件
費
を
含
む
予
算
が
所
属
組
織
に

お
い
て
削
減
を
求
め
ら
れ
て
お
り
、
館
に
よ
っ
て
は
増
加
す
る
業
務
量
に
対
応
で

き
な
い
た
め
で
あ
る
。

　

目
録
未
記
載
件
数
と
と
も
に
、
各
館
の
業
務
量
を
増
大
さ
せ
た
理
由
が
、�

（
表
11
）「
利
用
制
限
区
分
の
状
況
」
で
も
理
解
で
き
る
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、

目
録
作
成
に
あ
た
っ
て
、「「
利
用
制
限
」
に
つ
い
て
は
、
事
前
審
査
等
の
結
果
も

踏
ま
え
、「
全
部
利
用
」「
一
部
利
用
」「
利
用
不
可
」「
要
審
査
」
の
い
ず
れ
か
を

記
載
し
、
必
要
に
応
じ
、
原
本
の
閲
覧
の
可
否
（
Ｃ

－

６
（
２
）
を
参
照
）
に
つ

い
て
も
記
載
す
る
。
ま
た
、
事
前
審
査
や
利
用
請
求
が
な
さ
れ
た
場
合
に
利
用
制

限
事
由
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
審

査
に
資
す
る
よ
う
、審
査
日
も
明
記
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
し
て
い
る

）
（（
（

。

　

具
体
的
に
は
、
運
用
上
、
利
用
頻
度
が
高
い
も
の
に
つ
い
て
、「
事
前
に
利
用

制
限
事
由
の
該
当
性
の
有
無
を
審
査
し
、
速
や
か
に
利
用
に
供
せ
る
よ
う
に
し
て

お
く
事
前
審
査
を
済
ま
せ
て
お
く
必
要
が
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の

）
（（
（

、
こ
の

施　設　名

特定歴史公文書等の総所蔵件数

目録に記載された件数 目録未記載の件数

媒　体　の　種　別 うち平成23年
度に移管受入文書又は図画 電磁的記録 そ の 他

国 立 公 文 書 館 1,293,632 1,292,628 1,290,956 1,489 183 1,004 1,004

宮 内 公 文 書 館 80,640 80,640 80,640 0 0 0 0

外 交 史 料 館 74,888 74,888 74,888 0 0 0 0

東 北 大 学 5,000 2,960 2,933 27 0 2,040 0

名 古 屋 大 学 24,586 14,632 14,481 97 54 9,954 6,285

京 都 大 学 29,663 23,556 23,556 0 0 6,107 6,107

神 戸 大 学 18,531 17,131 17,034 37 60 1,400 932

広 島 大 学 14,227 14,227 14,138 89 0 0 0

九 州 大 学 6,200 3,159 3,159 0 0 3,041 213

日 銀 ア ー カ イ ブ 77,784 74,486 74,450 42 0 3,298 48

合　計 1,625,151 1,598,307 1,596,235 1,781 297 26,844 14,589

総所蔵件数に占める割合 100.0％ 98.3％ - - - 1.7％ 0.9％

目録記載件数に占める割合 - 100.0％ 99.9％ 0.1％ 0.0％ - -

表10　所蔵件数
（単位：件）

（注）１　「電磁的記録」は，CD，DVD，ビデオテープ，フロッピーディスク等である。
　　２　「その他」は，布，木簡，記念碑，勲章等である（55）。
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作
業
は
、
担
当
者
が
記
録
フ
ァ
イ
ル
等
を
閲
覧
し
、
個
人
情
報
等
の
有
無
に
つ
い

て
判
断
し
、
一
部
利
用
と
い
う
場
合
に
は
、
マ
ス
キ
ン
グ
や
袋
か
げ
を
必
要
と
す

る
大
変
な
作
業
量
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
業
務
が
予
算
と
人
員
が
厳
し
い
国
立
公

文
書
館
以
外
の
館
で
は
重
荷
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
年
間
で
、
こ
の
よ
う

な
作
業
を
行
う
に
は
、
他
の
業
務
も
あ
り
、
一
人
あ
た
り
一
、五
〇
〇
件
程
度
が

限
界
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
国
立
公
文
書
館
等
で
は
、
多
く
の
文
書
フ
ァ
イ
ル
等

の
利
用
制
限
区
分
を
「
要
審
査
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
目
録
未
記
載
や
「
要
審
査
」
が
多
く
な
っ
て
い
る
さ
ら
な
る
背

景
に
は
、（
表
12
）「
移
管
等
受
入
件
数
」
に
あ
る
よ
う
に
、
国
立
公
文
書
館
等
に

移
管
さ
れ
た
資
料
移
管
元
の
内
訳
に
も
原
因
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
立
公
文

書
館
お
よ
び
名
古
屋
大
学
大
学
文
書
資
料
室
、
京
都
大
学
大
学
文
書
館
、
神
戸
大

学
附
属
図
書
館
大
学
文
書
史
料
室
で
は
、
民
間
そ
の
他
の
団
体
か
ら
資
料
の
移
管

（
寄
贈
等
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
も
理
由
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

　

大
学
文
書
館
の
場
合
は
、
そ
の
性
格
上
、
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
あ
る
と
と
も

に
、
収
集
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
も
あ
る
、
所
謂
、
複
合
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
中
心
で
あ

る
。
そ
れ
故
、
収
集
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
個
人
文
書
お
よ
び
団

体
文
書
を
収
集
し
、
整
理
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
原
秩
序
に
も

と
づ
き
、
一
文
書
ご
と
に
袋
詰
め
を
す
る
な
ど
フ
ァ
イ
ル
（
簿
冊
）
形
態
を
と
る

行
政
文
書
・
法
人
文
書
等
と
違
い
膨
大
な
整
理
作
業
量
を
必
要
と
す
る
。
こ
れ
ら

の
文
書
を
「
特
定
歴
史
公
文
書
」
と
し
て
一
年
以
内
で
配
架
す
る
と
な
る
と
、
個

人
文
書
の
な
か
に
は
、
一
万
点
を
超
え
る
も
の
も
あ
り
、
寄
贈
か
ら
一
年
内
で
の

配
架
は
基
本
的
に
無
理
で
あ
る
。
こ
の
様
に
個
人
文
書
等
を「
特
定
歴
史
公
文
書
」

と
し
た
こ
と
が
、（
表
10
）
に
お
け
る
目
録
未
記
載
件
数
が
増
え
る
理
由
と
な
っ

表11　利用制限区分の状況

施　設　名

目録に記載された件数（再掲）

利用制限区分の別

審　査　済　み
要審査

全部利用 一部利用 全部利用制限

国 立 公 文 書 館 1,292,628 798,254 3,912 82,945 407,517

宮 内 公 文 書 館 80,640 2,202 246 0 78,192

外 交 史 料 館 74,888 49,356 569 0 24,963

東 北 大 学 2,960 1,600 4 1 1,355

名 古 屋 大 学 14,632 196 3 0 14,433

京 都 大 学 23,556 1,019 0 0 22,537

神 戸 大 学 17,131 8,279 362 391 8,099

広 島 大 学 14,227 1,024 250 0 12,953

九 州 大 学 3,159 337 8 0 2,814

日 銀 ア ー カ イ ブ 74,486 0 0 0 74,486

合　計 1,598,307 862,267 5,354 83,337 647,349
（割　合） 100.0％ 54.0％ 0.3％ 5.2％ 40.5％

（単位：件）

（注）　「割合」は，目録に記載された件数に占める割合を表す（58）。
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て
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
民
間
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
同
様
で
あ
る
。

全
生
涯
を
対
象
と
す
る
個
人
文
書
に
お
い
て
、
国
務
大
臣
期
は
、
ほ
ん
の
一
瞬
に

す
ぎ
な
い
。
そ
の
意
味
で
す
べ
て
の
時
期
を
対
象
と
す
る
国
立
国
会
図
書
館
憲
政

資
料
室
や
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
な
ど
が
対
応
す
る
ほ
う
が
適
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
「
二
」
に
つ
い
て
は
、
全
く
曖
昧
な
規
定
で
あ
る
。
梅
原
康
嗣
氏
は
「
現
在
当

館
が
所
蔵
し
て
い
る
約
一
二
四
万
冊
の
文
書
の
う
ち
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、

元
々
は
公
文
書
と
し
て
作
成
・
取
得
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
現
存
す
る
資
料
群
の
欠

落
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
資
料
を
想
定
し
て
い
る
。
個
人
や
法
人

が
保
有
し
て
い
る
文
書
の
中
に
公
文
書
に
類
す
る
資
料
等
が
あ
れ
ば
、
こ
の
類
型

に
該
当
す
る
と
考
え
て
い
る
」
と
し
て
い
る
が

）
（2
（

、
個
人
が
自
ら
の
手
許
に
こ
の
よ

う
な
資
料
の
み
を
所
蔵
し
て
い
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
梅
原
氏
の
言
う
と
こ
ろ
の

「
二
」
の
み
を
受
贈
す
る
と
す
れ
ば
、
結
果
、
個
人
文
書
が
作
成
段
階
で
の
「
公

文
書
」
と
「
私
文
書
」
に
分
か
れ
て
所
蔵
さ
れ
、
な
い
し
は
残
さ
れ
た
片
方
が
散

逸
し
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
る
。

　

国
立
公
文
書
館
で
は
、
こ
れ
ま
で
敗
戦
直
後
に
焼
却
処
分
さ
れ
た
行
政
文
書
を

補
完
す
る
こ
と
を
中
心
に
、官
僚
の
手
許
資
料
の
寄
贈
を
受
け
て
い
た
。
実
際
に
、

佐
藤
達
夫
関
係
文
書
の
よ
う
に
、
国
立
国
会
図
書
館
と
別
れ
て
所
蔵
さ
れ
て
し

ま
っ
た
例
も
あ
る
。
個
人
文
書
の
収
集
に
つ
い
て
は
、
他
機
関
に
任
せ
る
べ
き
で

あ
る
。
法
人
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
移
管
を
事
実
上
、拒
否
し
て
い
る
よ
う
な
現
状
で
、

「
一
」
の
よ
う
な
資
料
を
あ
え
て
「
歴
史
公
文
書
等
」
と
い
う
曖
昧
な
定
義
の
も

と
に
収
集
す
る
理
由
は
全
く
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い

）
（（
（

。

　

さ
ら
に
、
利
用
請
求
件
数
に
対
す
る
移
管
元
行
政
機
関
等
に
よ
る
利
用
は
、
国

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
広
島
大
学
文
書
館
お
よ
び
東
北
大
学
学
術

資
源
研
究
公
開
セ
ン
タ
ー
史
料
館
公
文
書
室
お
よ
び
大
阪
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で

は
、こ
れ
ら
個
人
文
書
・
団
体
文
書
に
つ
い
て
「
特
定
歴
史
公
文
書
」
と
し
な
か
っ

た
の
で
あ
る

）
（（
（

。

　

し
か
し
、
国
立
公
文
書
館
は
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
を
所
蔵
・
公
開
す
る
純

粋
な
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
館
が
個
人
文
書
等
の
寄

贈
等
を
う
け
る
こ
と
自
体
が
問
題
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。国
立
公
文
書
館
で
は
、

寄
贈
・
寄
託
に
つ
い
て
「
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
寄
贈
・
寄
託
文
書
受
入

要
綱
」（
平
成
二
三
年
四
月
一
日
館
長
決
定
）
を
も
っ
て
行
っ
て
い
る

）
（0
（

。
こ
の
第

二
条
（
受
入
基
準
）
で
寄
贈
・
寄
託
の
申
し
出
が
あ
り
、
歴
史
公
文
書
等
と
し
て

受
け
入
れ
る
も
の
と
し
て
次
の
三
項
を
あ
げ
て
い
る
。

　

一　

�

国
の
重
要
な
意
思
決
定
に
か
か
わ
っ
た
国
務
大
臣
等
の
理
念
や
行
動
を
跡

付
け
る
こ
と
が
で
き
る
重
要
な
情
報
が
記
録
さ
れ
た
も
の

　

二　

�

館
が
現
に
保
存
す
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
記
録
さ
れ
た
情
報
を
補
完
す

る
こ
と
が
で
き
る
重
要
な
情
報
が
記
録
さ
れ
た
も
の�

　

三　

�

国
の
機
関
の
統
合
、
廃
止
又
は
民
営
化
等
に
よ
っ
て
歴
史
公
文
書
等
が
継

承
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
散
逸
す
る
恐
れ
が
極
め
て
高
い
も
の

）
（1
（

　

こ
の
う
ち
、「
三
」
に
つ
い
て
は
、
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
必
要
性
を
認

め
る
が
、
問
題
と
な
る
の
は
、「
一
」
と
「
二
」
で
あ
る
。

　
「
一
」
に
つ
い
て
は
、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
・
憲
政
記
念
館
や
大
学

文
書
館
等
の
収
集
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
存
在
し
て
お
り
、
国
立
公
文
書
館
が
国
務
大

臣
の
資
料
の
寄
贈
を
う
け
る
必
要
性
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。
国
務
大
臣
の
多
く

は
、
政
治
家
で
あ
り
、
そ
の
経
歴
の
中
心
は
、
多
く
は
国
会
議
員
・
政
治
家
と
し
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立
公
文
書
館
約
六
％
に
対
し
て
、
宮
内
公
文
書
館
約
七
六
％
、
広
島
大
学
文
書
館

約
六
四
％
、
外
交
史
料
館
約
二
二
％
、
日
銀
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
い
た
っ
て
は
約

七
六
二
％
に
も
の
ぼ
っ
て
い
る
。
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ

れ
ら
の
諸
館
で
は
、�

「
非
現
用
」�

と
さ
れ
た

記
録
フ
ァ
イ
ル
で
も
、�

重
要
な
公
文
書
と
し
て

利
用
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
点
、
国
立

公
文
書
館
が
僅
か
約

六
％
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
こ
と
は
、�

多
く
の
行

政
文
書
フ
ァ
イ
ル
が�

「
現
用
」�

と
し
て
延
長

さ
れ
た
原
局
・
原
課
で

保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と

と
あ
い
ま
っ
て
、
国
立

公
文
書
館
が
行
政
機
関

に
と
っ
て
真
に
不
必
要

と
な
っ
た
記
録
（
＝「
非

現
用
」）�
フ
ァ
イ
ル
の

み
が
移
管
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
表
し
て
い
る
。

施　設　名
利用請求件数 （参考）�移管元行政機関等による

利用の特例の件数うち本人からの利用
国 立 公 文 書 館 3,826 8 229
宮 内 公 文 書 館 2,464 0 1,872
外 交 史 料 館 357 0 79
東 北 大 学 179 0 1
名 古 屋 大 学 8 0 7
京 都 大 学 904 0 9
神 戸 大 学 242 0 0
広 島 大 学 256 0 165
九 州 大 学 281 0 35
日 銀 ア ー カ イ ブ 112 0 853

合　計 8,629 8 3,250

表13　利用請求件数
（単位：件）

（65）

施　設　名

移管等受入件数

移管元機関の別

行政機関 独立行政法人等 司法機関 地方公共団体 民間その他の団体

国 立 公 文 書 館 52,089 49,039 1,708 1,232 0 110

宮 内 公 文 書 館 1,814 1,814 0 0

外 交 史 料 館 3,493 3,493 0 0

東 北 大 学 117 117 0 0

名 古 屋 大 学 7,203 2,915 0 3,288

京 都 大 学 6,107 1,736 0 4,371

神 戸 大 学 1,451 1,187 0 264

広 島 大 学 1,742 1,742 0 0

九 州 大 学 426 426 0 0

日 銀 ア ー カ イ ブ 2,155 2,155 0 0

合　計 76,597 54,346 11,986 1,232 0 8,033
（割　合） 100.0％ 71.0％ 15.6％ 1.6％ 0％ 10.5％

表12　移管等受入件数
（単位：件）

（注）１　「割合」は，移管等受入件数に占める割合を表す。
　　２　斜線部分は，制度上，当該移管元機関からの移管等が想定されない場合を表す。
　　３　立法機関については，移管の定めが未締結のため移管受入はない（64）。
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さ
ら
に
、
こ
の
「
平
成
二
三
年
度
に
お
け
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
保
存
及
び

利
用
の
状
況
に
つ
い
て
」
で
は
、
利
用
に
あ
た
っ
て
の
各
種
調
査
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、「
利
用
決
定
の
状
況
に
あ
た
っ
て
の
事
由
」、
そ
れ
も
一
件
ご
と

に
具
体
的
に
報
告
を
求
め
た
り
、
利
用
決
定
ま
で
期
間
の
長
さ
を
報
告
さ
せ
た
り

す
る
こ
と
は
、
館
の
業
務
量
を
増
大
さ
せ
る
だ
け
の
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
利
用

状
況
報
告
に
あ
た
り
、
利
用
方
法
を
報
告
さ
せ
る
必
要
性
は
あ
え
て
必
要
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
利
用
促
進
の
た
め
と
す
る
簡
便
な
方
法
、
複
製
物
の
作
成
、
原
本
の

特
別
利
用
、
展
示
会
・
見
学
会
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
貸
出
な
ど
に
つ
い
て
も
、

各
館
の
自
由
裁
量
権
の
範
囲
で
あ
り
、
あ
え
て
報
告
義
務
が
あ
る
こ
と
な
の
か
疑

問
で
あ
る
。
展
示
会
・
見
学
会
な
ど
は
、
確
か
に
、
利
用
促
進
の
た
め
の
広
報
的

意
味
合
い
を
有
し
て
い
る
が
、
国
立
公
文
書
館
等
の
業
務
、
特
に
機
関
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
に
と
っ
て
の
本
務
で
は
な
い
。
せ
め
て
、
報
告
の
簡
素
化
が
必
要
で
あ
る
。

３
．
公
文
書
管
理
法
等
改
正
の
要
点

　

上
記
「
１
．」「
２
．」
で
の
考
察
を
基
に
、
公
文
書
管
理
法
等
の
改
正
案
を
作

成
し
た
（
後
掲
）。
そ
の
際
、
改
正
に
あ
た
る
要
点
は
、
下
記
の
五
点
で
あ
る
。

（
１
）「
重
要
公
文
書
」
概
念
の
導
入

　

国
立
公
文
書
館
が
使
用
し
て
い
る
「
歴
史
公
文
書
」
は
、
公
文
書
管
理
法
第
二

条
第
六
項
で
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
そ
の
他
の
文
書
を
い
う
」
と
さ

れ
て
い
る
。
同
時
に
、「
歴
史
公
文
書
」
と
の
造
語
は
、「
現
用
記
録
」
の
な
か
で
、

「
重
要
」
な
文
書
を
抽
出
し
、
そ
の
な
か
で
「
歴
史
的
」
価
値
の
あ
る
も
の
を
保

存
す
る
、
と
い
う
流
れ
を
意
味
し
て
い
る
。
公
文
書
管
理
法
の
下
で
「
歴
史
公
文

書
」
の
「
歴
史
」
に
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
内
閣
府
公
文
書
管
理
課
に
よ
る
一

次
選
別
と
国
立
公
文
書
館
の
二
次
選
別
を
想
定
し
た
う
え
で
の
後
者
の
存
在
に
あ

る
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
選
別
作
業
に
つ
い
て
も
、
実
際
に
は
、
行
政
組
織
に
お
い
て
記

録
・
文
書
の
重
要
度
は
、
そ
の
機
密
性
（
機
密
度
）、
法
令
化
等
の
有
無
、
同
時

代
的
な
問
題
性
等
か
ら
、
作
成
段
階
か
ら
意
識
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
業
務
上
、

新
規
立
案
さ
れ
る
も
の
が
中
心
で
あ
る
こ
と
も
、
そ
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
し

か
し
、「
歴
史
」
と
な
る
と
、
そ
の
解
釈
が
多
様
で
あ
る
こ
と
は
、
日
中
関
係
に

お
け
る
歴
史
認
識
問
題
に
代
表
さ
れ
る
ご
と
く
、「
認
識
」
が
問
題
と
な
り
多
義

的
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
も
そ
も
、「
歴
史
」
は
、
新
た
な
事
実
に
よ
り
、
常
に

更
新
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
文
書
を
作
成
し
、
保
管
す
る
者
に
と
っ
て

も
、「
歴
史
」
的
意
義
は
、
保
存
す
る
う
え
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
は
な
い
。

公
文
書
が
隠
匿
・
廃
棄
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、「
歴
史
的
」
意
義
と
は
無

関
係
に
、保
有
し
て
い
る
こ
と
が
現
実
に
お
い
て
都
合
が
悪
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、「
重
要
な
」
公
文
書
に
つ
い
て
は
、
共
通
理
解
が
可
能
だ
が
、「
歴
史
」

公
文
書
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
と
国
立
公
文
書
館
と
の
間
で
共
通
の
理
解
を
持

ち
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
日
本
の
公
文
書
管
理
に
お
け
る
現
状
で
は
、

何
よ
り
も
、
公
文
書
管
理
法
に
お
け
る
作
成
・
保
存
、
移
管
・
公
開
の
統
一
的
管

理
を
実
現
す
る
う
え
で
、
共
通
理
解
が
可
能
な
行
政
的
価
値
に
基
づ
く
選
別
基
準

に
よ
っ
て
行
政
文
書
・
法
人
文
書
等
公
文
書
の
移
管
を
、
ま
ず
、
促
進
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

）
（（
（

。

　

こ
の
こ
と
は
、
国
立
公
文
書
館
等
に
よ
る
二
次
選
別
を
放
棄
す
る
こ
と
を
意
味
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し
て
い
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
国
立
公
文
書
館
が
展
開
し
た
「
時
の
経
過
」

概
念
は
、
国
立
公
文
書
館
へ
着
実
に
公
文
書
を
移
管
さ
せ
る
う
え
で
重
要
で
、

三
〇
年
が
原
則
化
し
て
い
る
こ
と
も
周
知
さ
れ
た
。
し
か
し
、「
時
の
経
過
」が「
現

用
」
記
録
・
文
書
に
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、「
歴
史
」
に
拡
散
し
、
近
世
文

書
の
収
集
に
熱
心
と
な
っ
て
い
る
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
も
存
在
し
て
い
る
の
が
現

状
な
の
で
あ
る

）
（（
（

。

　

一
方
で
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
論
の
導
入
に
よ
り
、「
現
用
」
と
「
非
現
用
」
と

い
う
概
念
が
導
入
さ
れ
た
。「
非
現
用
」
と
な
り
、「
歴
史
的
」
に
「
重
要
な
文
書
」

が
、
評
価
・
選
別
さ
れ
て
国
立
公
文
書
館
等
に
移
管
さ
れ
、
公
開
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
結
果
、
国
立
公
文
書
館
等
に
て
所
蔵
さ
れ
、
公
開
さ
れ
る
公

文
書
は
、「
非
現
用
」
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
の
官
僚

制
は
、
宮
内
庁
に
お
け
る
有
職
故
実
の
例
を
ひ
く
ま
で
も
な
く
、
前
例
踏
襲
主
義

に
代
表
さ
れ
る
増
分
主
義
的
決
定
を
行
う
こ
と
が
多
い
。
結
果
、
行
政
文
書
・
法

人
文
書
は
、「
時
の
経
過
」
に
よ
っ
て
「
非
現
用
」
と
な
ら
な
い
場
合
が
多
く
あ

る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、「
現
用
」「
非
現
用
」
と
い
う
区
別
を
用
い
て
管
轄
権
を

二
分
化
す
る
の
で
は
な
く
、こ
の
区
別
を「
重
要
公
文
書
」（「
重
要
行
政
文
書
」「
重

要
法
人
文
書
」）
と
い
う
概
念
で
統
一
し
、
文
書
の
作
成
か
ら
保
存
・
公
開
ま
で

を
一
貫
的
に
と
ら
え
、
国
立
公
文
書
館
な
ど
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
、
機
関
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
る
こ
と
こ
そ
が
、
公
文
書
管
理
法
成
立
の
最
大

の
意
義
で
あ
る
統
一
的
管
理
を
具
現
化
す
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

）
（（
（

。

　

こ
の
た
め
、
国
立
公
文
書
館
で
も
、
実
際
、「
現
用
」「
非
現
用
」
と
い
う
概
念

だ
け
で
は
、
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
た
め
「
半
現
用
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
、
中

間
書
庫
を
設
置
し
て
い
る

）
（（
（

。
し
か
し
、
そ
の
実
態
は
、
内
閣
府
の
み
が
国
立
公
文

書
館
の
中
間
書
庫
に
文
書
を
移
管
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
中
央
各
省
庁
の
な
か

に
は
、
独
自
に
中
間
書
庫
を
設
置
し
、
運
用
し
て
い
る
場
合
も
存
在
し
て
い
る

）
（0
（

。

「
時
を
経
過
」
し
た
と
し
て
も
前
例
と
し
て
必
要
な
文
書
が
置
か
れ
る
中
間
書
庫

の
存
在
は
、
結
果
と
し
て
前
例
と
し
て
必
要
と
さ
れ
な
い
…
…
す
な
わ
ち
「
非
現

用
」
と
な
っ
た
公
文
書
の
み
を
国
立
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
て
い

る
。
国
立
公
文
書
館
は
行
政
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
結
果
と
し
て
、「
人
間
」

を
敵
と
す
る
倉
庫
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

）
（1
（

。

　

こ
の
よ
う
な
現
状
を
打
開
し
、
真
に
利
用
促
進
を
図
る
た
め
に
は
、
国
立
公
文

書
館
を
行
政
利
用
が
可
能
な
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
す
る
と
と
も
に
、「
歴
史
」

を
払
拭
し
、
行
政
的
価
値
を
中
心
と
し
た
文
書
概
念
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
が
、
札
幌
市
公
文
書
管
理
審
議
会
で
提
示
さ
れ
た
「
重
要
公
文
書
」
と
い
う

概
念
で
あ
る
。

　
「
札
幌
市
公
文
書
管
理
条
例
」（
平
成
二
四
年
六
月
一
三
日
、
条
例
第
三
一
号
）

の
第
二
条
で
は
、「
重
要
公
文
書
」「
特
定
重
要
公
文
書
」
を
次
の
よ
う
に
規
定
し

て
い
る
。

　
　
（
４
）�

重
要
公
文
書�

公
文
書
の
う
ち
、
市
政
の
重
要
事
項
に
関
わ
り
、
将
来

に
わ
た
っ
て
市
の
活
動
又
は
歴
史
を
検
証
す
る
上
で
重
要
な
資
料
と

な
る
も
の
を
い
う
。

　
　
（
５
）
特
定
重
要
公
文
書�

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

　
　
　

ア　

�

重
要
公
文
書
の
う
ち
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
長
が
引
き

続
き
保
存
の
措
置
を
採
っ
た
も
の
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

市
長
に
移
管
さ
れ
た
も
の

　
　
　

イ　

�
重
要
公
文
書
の
う
ち
、
第
一
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
市
長
に
移
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管
さ
れ
た
も
の

　
　
　

ウ　
�

法
人
そ
の
他
の
団
体
（
実
施
機
関
を
除
く
。）
又
は
個
人
か
ら
市
長

に
対
し
寄
贈
又
は
寄
託
の
申
出
が
あ
っ
た
文
書
で
、
市
政
の
重
要
事

項
に
関
わ
り
、
将
来
に
わ
た
っ
て
市
の
活
動
又
は
歴
史
を
検
証
す
る

上
で
重
要
な
資
料
と
な
る
と
市
長
が
認
め
、
寄
贈
又
は
寄
託
を
受
け

た
文
書

）
（2
（

　

札
幌
市
の
場
合
、
重
要
公
文
書
に
該
当
し
、
保
存
す
る
こ
と
で
「
特
定
重
要
公

文
書
」
と
な
る
文
書
を
、
具
体
的
に
「
①
本
市
の
制
度
、
計
画
、
事
業
な
ど
の
成

り
立
ち
や
変
遷
が
記
録
さ
れ
た
公
文
書
、
②
札
幌
市
行
政
の
過
去
の
貴
重
な
例
証

が
記
録
さ
れ
た
文
書
、
③
札
幌
市
の
歴
史
や
特
性
に
係
る
情
報
が
記
録
さ
れ
た
文

書
」
と
し
て
い
る

）
（（
（

。
そ
し
て
、
一
般
的
に
行
政
に
お
け
る
現
用
記
録
保
存
が
一
〇

年
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
示
し
、
一
〇
年
を
越
え
て
保
存
す
べ
き
資
料
を
二
点

に
類
別
（
市
及
び
市
民
の
権
利
・
義
務
に
関
わ
る
証
拠
と
な
る
記
録
資
料
と
、
業

務
遂
行
に
お
い
て
参
考
と
な
り
得
る
価
値
（
行
政
的
価
値
）
が
あ
る
と
み
な
さ
れ

る
も
の
）、
そ
の
う
え
で
、
市
政
を
後
世
に
お
い
て
検
証
す
る
上
で
価
値
（
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
的
価
値
）
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
記
録
資
料
を
加
え
た
。
以
上
を
踏
ま

え
て
「
一
〇
年
を
超
え
る
保
存
期
間
（
三
〇
年
保
存
）
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
公

文
書
の
類
型
」
の
類
型
化
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る

）
（4
（

。

　

公
文
書
管
理
法
に
お
け
る
公
文
書
管
理
を
一
元
化
し
、
何
よ
り
も
第
一
義
的
に

行
政
的
価
値
の
あ
る
文
書
の
移
管
を
促
進
し
、
公
開
す
る
た
め
に
は
、「
重
要
公

文
書
」（「
重
要
行
政
文
書
」「
重
要
法
人
文
書
」）
概
念
の
導
入
が
必
要
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。

（
２
）
公
文
書
管
理
法
の
一
般
化

　

消
え
た
年
金
問
題
等
が
社
会
問
題
化
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
公
文
書
管
理
の
重

要
性
は
行
政
機
関
等
に
一
定
程
度
、
浸
透
し
た
。
し
か
し
、
公
文
書
管
理
の
必
要

性
は
理
解
さ
れ
た
も
の
の
、
情
報
公
開
法
の
時
と
異
な
り
、
公
文
書
管
理
条
例
は

な
く
と
も
問
題
は
な
い
と
の
ス
タ
ン
ス
を
と
り
、
公
文
書
管
理
条
例
を
施
行
せ
ず

情
報
公
開
法
の
範
囲
内
で
行
う
熊
本
県
の
よ
う
な
例
も
存
在
し
て
い
る

）
（（
（

。
ま
た
、

行
政
機
関
の
地
方
支
分
部
局
、
独
立
行
政
法
人
等
で
は
、「
現
在
及
び
将
来
の
国

民
に
説
明
す
る
責
務
が
全
う
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
」（
公
文
書
管
理
法
第
一
条
）

が
担
保
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、こ
の
公
文
書
管
理
法
は
、

地
方
公
共
団
体
を
含
む
全
て
の
公
的
機
関
が
行
う
べ
き
目
的
を
も
っ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
全
て
を
網
羅
す
る
よ
う
に
は
作
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
背
景
に
は
、
予
算
措
置
を
伴
わ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
立
公
文

書
館
の
よ
う
な
厳
密
な
温
湿
度
管
理
を
為
し
、
高
価
な
消
化
施
設
を
も
っ
た
「
倉

庫
」
を
基
準
と
し
、
煩
瑣
な
報
告
を
課
し
た
こ
と
に
も
原
因
が
あ
る
。
結
果
、「
現

用
記
録
」
と
の
連
動
す
る
こ
と
の
な
い
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
、
財
政
難
に
あ
え
ぐ
地

方
自
治
体
等
が
予
算
と
人
員
を
か
け
る
こ
と
が
困
難
な
の
は
当
然
の
こ
と
と
も
言

え
る
だ
ろ
う

）
（（
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
前
記
（
一
）
で
明
ら
か
に
し
た
重
要
公
文
書
概
念
を

導
入
す
る
こ
と
で
、「
現
用
」「
非
現
用
」
と
い
う
区
別
を
越
え
て
、
一
貫
的
な
公

文
書
管
理
を
行
う
こ
と
で
機
関
利
用
に
力
を
注
ぎ
、
地
方
公
共
団
体
を
も
含
め
た

公
的
機
関
全
般
を
対
象
と
す
る
法
の
一
般
化
と
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
設
置
を
促
進

で
き
る
よ
う
に
規
制
を
緩
和
す
る
必
要
性
が
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
国
立
公
文
書
館
の
「
唯
一
性
」「
絶
対
性
」
の
た
め
と
称

し
て
設
置
基
準
を
厳
し
く
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
そ
の
設
置
基
準
を
積
極
的
に
見
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直
す
こ
と
で
公
文
書
管
理
の
一
貫
性
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
設
置
と
い
う
底
辺
を
拡
大

す
る
方
向
性
に
転
換
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
３
）
行
政
管
理
機
能
と
公
文
書
管
理

　

現
在
、
各
行
政
機
関
か
ら
提
出
さ
れ
る
廃
棄
簿
に
掲
載
さ
れ
る
行
政
文
書
フ
ァ

イ
ル
等
の
量
は
膨
大
で
あ
る
。
そ
の
な
か
か
ら
、実
物
を
吟
味
す
る
の
で
は
な
く
、

保
存
期
間
満
了
前
に
廃
棄
簿
を
基
に
、
保
存
期
間
と
フ
ァ
イ
ル
名
で
判
断
し
、
選

別
し
て
い
る
。
そ
の
業
務
の
中
心
に
あ
る
の
が
内
閣
府
公
文
書
管
理
課
で
あ
る
。

し
か
し
、
公
文
書
管
理
課
は
、「
課
」
で
あ
る
た
め
業
務
量
に
比
し
て
少
人
数
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
、
公
文
書
管
理
と
は
、
行
政
監
査
の
意
味
も
有
し
て
い
る
。
ま

た
、
法
的
に
は
、
情
報
公
開
法
・
個
人
情
報
保
護
法
と
連
動
す
る
た
め
、
公
文
書

管
理
課
の
中
核
を
担
う
人
員
は
総
務
省
か
ら
の
出
向
事
務
官
達
で
あ
る
。
今
後
、

行
政
機
関
に
お
い
て
公
文
書
管
理
法
を
よ
り
有
効
に
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
、
後

述
の
組
織
的
充
実
も
不
可
避
で
あ
る
が
、
同
時
に
人
員
面
で
も
以
下
五
点
の
施
策

が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

①
公
文
書
管
理
法
に
も
と
づ
く
監
査
機
能
の
付
与
（
罰
則
規
定
を
含
む
）。

　

②�

同
時
に
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
の
評
価
・
選
別
機
能
を
強
化
す
る
た
め
、

各
行
政
機
関
よ
り
、
現
業
の
公
文
書
管
理
担
当
者
等
を
出
向
さ
せ
た
評
価
選

別
体
制
の
整
備
。

　

③�「
②
」
の
担
当
官
は
、各
行
政
機
関
の
政
策
に
精
通
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
担
当
官
を
し
て
国
立
公
文
書
館
の
専
門
官
を
兼
務
さ
せ
る
。

　

④�

国
立
公
文
書
館
の
現
行
専
門
職
員
は
、
ア
ー
キ
ビ
イ
ス
ト
と
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ス
ト
に
分
類
し
た
う
え
で
、
そ
の
専
門
職
制
内
容
を
明
確
に
す
る
。
こ
の

う
ち
ア
ー
キ
ビ
イ
ス
ト
に
つ
い
て
は
現
業
か
ら
の
担
当
官
と
と
も
に
評
価
・

選
別
業
務
を
担
当
さ
せ
る

）
（（
（

。

　

⑤�「
③
」「
④
」
の
国
立
公
文
書
館
専
門
官
を
も
っ
て
、
国
立
公
文
書
館
に
考
査

機
能
を
持
た
せ
る

）
（（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
人
員
拡
充
の
結
果
、
現
在
の
内
閣
府
公
文
書
管
理
課
も
組
織
的
に

拡
大
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
と
も
な
い
以
下
の
局
へ
の
昇
格
を
前
提
と
し
た

五
案
と
独
立
機
関
化
す
る
案
を
勘
案
し
て
組
織
整
備
を
行
う
。

　

イ
．
内
閣
府
公
文
書
管
理
課
を
内
閣
府
公
文
書
管
理
局
と
す
る
。

　

ロ
．�

公
文
書
管
理
が
監
査
機
能
を
有
す
る
た
め
、
総
務
省
に
移
管
し
、
総
務
省

公
文
書
管
理
局
と
す
る
。

　

ハ
．�

総
務
省
行
政
管
理
局
内
の
情
報
公
開
審
査
室
等
の
担
当
課
室
を
併
せ
、
総

務
省
情
報
公
開
・
公
文
書
管
理
局
と
す
る
。

　

ニ
．
上
記
「
ハ
」
を
、
内
閣
府
情
報
公
開
・
公
文
書
管
理
局
と
す
る
。

　

ホ
．�

総
務
省
の
行
政
管
理
機
能
の
全
て
を
内
閣
府
に
移
管
し
、
内
閣
府
行
政
管

理
庁
と
す
る
。
公
文
書
管
理
局
は
、
そ
の
一
局
と
な
す
。

　

ヘ
．�

立
法
文
書
（
衆
議
院
・
参
議
院
事
務
局
）、
司
法
文
書
（
裁
判
所
等
）
を

も
一
括
的
に
管
理
す
る
会
計
検
査
院
の
様
な
独
立
機
関（
公
文
書
管
理
院
）

と
す
る
。

　

こ
の
様
な
機
構
改
革
は
、�

高
度
な
政
治
判
断
を
必
要
と
す
る
。
公
文
書
管
理
の
業

務
、�
予
算
面
か
ら
す
れ
ば
、�

調
整
官
庁
で
あ
る
内
閣
府
よ
り
、�

総
務
省
に
附
属
す
る

こ
と
の
方
が
良
い
。
し
か
し
、�

公
文
書
管
理
法
が
政
令
に
よ
り
運
営
さ
れ
る
点
か
ら

す
れ
ば
、�
内
閣
府
に
附
属
す
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
独
立
機
関
化
が
最
終
的
に
は

望
ま
し
い
が
、�
実
態
か
ら
す
れ
ば
将
来
的
な
目
標
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
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同
時
に
、
上
記
の
制
度
的
・
組
織
改
革
に
あ
た
り
、
公
文
書
管
理
委
員
会
に
つ

い
て
は
、
外
部
有
識
者
・
専
門
家
に
つ
い
て
日
本
に
お
け
る
公
文
書
管
理
の
実
態

に
つ
い
て
精
通
し
た
も
の
を
入
れ
る
こ
と
で
、
提
言
・
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
強
化
さ

せ
る
（
不
服
審
査
の
分
科
会
機
能
は
そ
の
ま
ま
に
）。
実
質
的
な
公
文
書
管
理
全

体
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
公
文
書
管
理
会
議
を
付
設
し
、
そ
の
連
絡
・
調
整
、

全
体
像
の
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
行
わ
せ
る
。
こ
の
公
文
書
管
理
会
議
の
も
と
に
、
行

政
文
書
管
理
委
員
会
、
法
人
文
書
管
理
委
員
会
、
地
方
公
文
書
管
理
委
員
会
、
国

立
公
文
書
館
等
委
員
会
の
四
委
員
会
を
付
設
し
、
そ
の
代
表
者
（
行
政
文
書
管
理

委
員
会
二
名
、
法
人
文
書
管
理
委
員
会
一
名
、
地
方
公
文
書
管
理
委
員
会
二
名
、

国
立
公
文
書
館
等
委
員
会
二
名
、
と
有
識
者
・
専
門
家
若
干
名
）
を
も
っ
て
会
議

を
構
成
さ
せ
、諸
施
策
の
審
議
・
決
定
を
行
う
こ
と
も
重
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
４
）
国
立
公
文
書
館
分
館
制
度
の
導
入

　

国
立
国
会
図
書
館
で
は
、
各
省
図
書
館
を
分
館
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
分

館
シ
ス
テ
ム
を
公
文
書
管
理
に
お
い
て
も
導
入
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
以
下

で
は
、
中
央
に
お
け
る
分
館
シ
ス
テ
ム
（
行
政
文
書
と
法
人
文
書
）
と
地
方
に
お

け
る
分
館
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
述
べ
る
。

（1�
中
央
に
お
け
る
分
館
シ
ス
テ
ム
の
導
入

　

現
在
、
国
立
公
文
書
館
等
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
指
定
機
関
と
な
っ
て
い
る
宮

内
庁
宮
内
公
文
書
館
、
外
務
省
外
交
史
料
館
の
二
館
も
行
政
文
書
を
対
象
と
し
て

い
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
二
館
を
各
行
政
機
関
の
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
ま
ま
、
国

立
国
会
図
書
館
同
様
、
国
立
公
文
書
館
の
分
館
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
国
立
公

文
書
館
と
二
館
の
連
携
を
強
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
現
在
、
国
立
公
文
書
館
に
文
書
を
移
管
し
て
い
る
防
衛
省
で
あ
る
が
、

そ
の
実
態
は
調
達
関
係
（
防
衛
施
設
庁
）
の
資
料
が
中
心
で
あ
り
（
調
達
関
係
の

資
料
は
、
防
衛
省
保
有
の
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
の
約
〇
・
六
％
を
し
め
る
に
す

ぎ
な
い
）、
防
衛
省
が
保
有
す
る
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
数
は
、
国
土
交
通
省
に
次

い
で
二
番
目
に
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
防
関
係
の
書
類
は
、
防
衛
省
内
に
と

ど
め
置
か
れ
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
特
徴
は
、そ
の
九
四
％
が
「
特
別
の
機
関
」

に
保
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
国
防
関
係
は
、
国
家
機
密
も
多
く
、
宮
内
庁

及
び
外
務
省
同
様
に
、
独
自
の
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
持
つ
べ
き
だ
と
考
え
る
。

　

独
自
の
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
い
う
点
で
は
、
独
立
行
政
法
人
に
つ
い
て
も
機

関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
現
在
、
国
立
公
文
書
館
は
、
国
家
意
思
決

定
に
集
中
し
て
お
り
、
人
員
・
予
算
面
で
法
人
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
の
受
入
れ
を
事

実
上
、
凍
結
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
国
民
生
活
と
密
着
し
た
、
あ
る
い

は
、
日
本
の
科
学
技
術
・
文
化
等
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
独
立
行
政
法
人

の
法
人
文
書
が
廃
棄
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
独
立
行
政
法

人
に
お
い
て
独
自
に
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
設
置
す
る
か
、
独
立
行
政
法
人
の
法

人
文
書
フ
ァ
イ
ル
移
管
・
公
開
を
主
務
と
す
る
国
立
公
文
書
館
の
分
館
を
設
置
す

る
必
要
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
国
立
国
会
図
書
館
の
よ
う
に
、
各
省
に
分
館
を
設

置
し
、
独
立
法
人
の
法
人
文
書
を
所
管
省
庁
の
分
館
に
所
蔵
さ
せ
る
等
の
方
策
も

考
案
す
べ
き
で
あ
る
。

　

な
お
、
立
法
文
書
・
司
法
文
書
に
つ
い
て
も
、
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
が
進

ま
な
い
な
か
（
法
第
一
四
条
）、
独
自
の
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
設
置
し
、
国
立

公
文
書
館
の
分
館
と
す
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。
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（2�
地
方
に
お
け
る
分
館
シ
ス
テ
ム
の
導
入

　

ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
国
民
の
生
活
に
密
着
し
た
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等

は
地
方
支
分
部
局
で
保
有
さ
れ
て
い
る
。地
方
支
分
部
局
に
あ
る
都
市
に
お
い
て
、

国
立
公
文
書
館
の
分
館
を
設
置
し
、
地
方
・
地
域
に
と
っ
て
重
要
な
行
政
文
書

フ
ァ
イ
ル
の
散
逸
を
防
ぎ
、
活
用
す
る
。
現
実
的
に
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
東
京
に

運
ぶ
輸
送
費
用
及
び
国
立
公
文
書
館
の
拡
張
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
コ
ス
ト
削
減

が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
業
務
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
域
の
国
立
公
文
書
館
等
に

委
託
（
予
算
化
は
必
須
）
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
５
）
国
立
公
文
書
館
の
改
革

　

公
文
書
管
理
法
の
施
行
に
よ
り
、
移
管
文
書
は
増
加
し
た
も
の
の
、
国
立
公
文

書
館
の
権
限
は
、
相
対
的
に
小
さ
く
な
っ
た
と
い
え
る
。
行
政
文
書
の
評
価
・
選

別
権
は
二
次
的
で
あ
り
、
廃
棄
権
も
有
し
て
い
な
い
。
中
間
書
庫
の
存
在
は
、
国

立
公
文
書
館
を
し
て
行
政
利
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
非
現
用
」
文
書
フ
ァ
イ
ル

の
倉
庫
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
国
立
公
文
書
館
の
改

革
に
つ
い
て
、

（1�
戦
略
性
再
構
築
の
必
要
性
、

（2�
組
織
の
再
編
、

（3�
常
設
展
示
施

設
の
設
置
と
そ
の
運
用
、
に
つ
い
て
概
述
す
る
。

（1�
戦
略
性
再
構
築
の
必
要
性

　

国
立
公
文
書
館
を
め
ぐ
る
国
際
的
な
状
況
は
、
第
一
に
、
欧
米
先
進
諸
国
が
情

報
公
開
法
・
個
人
情
報
保
護
法
・
公
文
書
管
理
法
に
加
え
て
情
報
ア
ク
セ
ス
法
だ

け
で
な
く
情
報
保
護
法
制
を
整
備
し
、
公
文
書
館
を
国
家
の
情
報
機
関
と
て
し
て

機
能
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
欧
米
先
進
諸
国
で
は
、
公
文
書
館
が

所
蔵
す
る
個
人
記
録
に
検
索
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
付
加
価
値
を

与
え
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
会
社
等
の
企
業
と
提
携
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
採
算
化

さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

）
（（
（

。
同
時
に
、
国
際
的
標
準
（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
一
五
四
八
九
等
）

の
形
成
に
あ
た
っ
て
の
主
導
権
は
、欧
米
先
進
国
に
独
占
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、

東
ア
ジ
ア
に
目
を
転
じ
る
な
ら
ば
、�

平
成
二
七
年
に
国
際
歴
史
学
会
が
中
国
・
北
京

市
で
行
わ
れ
る
こ
と
お
よ
び
、�

第
一
八
回
Ｉ
Ｃ
Ａ
国
際
公
文
書
館
会
議
が
韓
国
・
ソ

ウ
ル
市
で
行
わ
れ
る
な
ど
、
公
文
書
と
そ
の
戦
略
的
使
用
を
中
国
・
韓
国
が
行
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
国
立
公
文
書
館
の
施
設
内
容
は
、�

中
国
・
韓
国
に
比

較
し
て
も
著
し
く
貧
弱
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、�

上
記
二
つ
の
状
況
は
、�

国
立
公

文
書
館
に
所
蔵
す
る�

「
特
定
歴
史
公
文
書
」�

を
情
報
資
産
と
し
て
保
持
す
る
だ
け
で

な
く
、�

戦
略
的
資
源
し
て
運
用
す
る
必
要
性
を
迫
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
、
公
文
書
管
理
法
の
も
と
、
国
立
公
文
書
館
が
国
民
共
有
の
知
的
資
源

と
な
る
特
定
歴
史
公
文
書
（
非
現
用
化
し
た
公
文
書
）
に
つ
い
て
、
自
由
に
複
製

可
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
国
立
公
文
書
館
の
対
応
は
、
情
報
資
産
の
資
源
化

を
自
ら
放
棄
し
て
い
る
も
同
然
で
あ
り
、
先
進
諸
国
と
は
真
逆
の
方
向
性
で
あ
る

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

情
報
の
戦
略
化
と
し
て
は
、
所
蔵
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
も
そ
の
一
環
で
あ
る
。

国
立
公
文
書
館
の
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
も
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
平
成
六

年
八
月
三
一
日
の
村
山
首
相
談
話
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
同
セ
ン
タ
ー
は
、「
日

本
と
ア
ジ
ア
近
隣
諸
国
等
と
の
間
の
近
現
代
史
に
関
す
る
資
料
及
び
資
料
情
報

を
、
幅
広
く
、
片
寄
り
な
く
収
集
し
、
こ
れ
を
内
外
の
研
究
者
を
は
じ
め
広
く
一

般
に
提
供
す
る
こ
と
」
を
基
本
的
な
目
的
と
し
、
ア
ン
タ
イ
ド
化
し
た
日
本
の
開

発
援
助
政
策
に
も
対
応
し
た
存
在
で
あ
る
。韓
国
と
の
間
で
の
従
軍
慰
安
婦
問
題
、
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中
国
と
の
間
で
の
南
京
大
虐
殺
問
題
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
日
韓
・
日
中
歴
史
問
題

を
前
提
に
「
歴
史
認
識
」
共
有
化
に
向
け
て
、
日
本
の
公
平
・
公
正
さ
を
明
ら
か

に
し
う
る
存
在
で
も
あ
る
。
結
果
と
し
て
「
歴
史
学
」「
歴
史
研
究
」
に
は
寄
与

し
た
も
の
の

）
（0
（

、「
歴
史
認
識
」
の
共
有
や
宥
和
と
い
う
点
で
は
、
機
能
し
て
い
な

い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
国
立
公
文
書
館
・
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ

ン
タ
ー
は
、
そ
の
組
織
及
び
戦
略
性
を
見
直
し
、
ア
ン
タ
イ
ド
化
だ
け
で
な
く
、

公
文
書
情
報
を
資
源
化
し
て
戦
略
的
に
運
用
す
る
方
向
性
も
合
わ
せ
て
有
す
べ
き

時
期
に
き
て
い
る
。

　

今
後
、
情
報
公
開
法
、
個
人
情
報
保
護
法
、
公
文
書
管
理
法
、
情
報
ア
ク
セ
ス

法
に
つ
い
て
は
、
一
応
整
備
さ
れ
た
も
の
の
、
未
だ
不
充
分
で
あ
り
、
さ
ら
な
る

情
報
保
護
法
制
の
整
備
が
必
要
と
な
っ
て
い
る

）
（1
（

。

　

同
時
に
、
情
報
の
資
源
化
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
公
文
書
管
理
法
に
よ
っ
て
国

民
の
財
産
と
な
っ
た
公
文
書
情
報
は
、
単
に
公
開
さ
れ
、
誰
に
で
も
ア
ク
セ
ス
自

由
な
存
在
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
と
と
と
も
に
、
戦
略
的
な
情
報

公
開
を
行
う
こ
と
で
信
頼
性
、
透
明
性
、
社
会
的
責
任
を
明
ら
か
に
す
る
重
要
な

情
報
財
産
で
あ
る
こ
と
を
政
府
・
行
政
機
関
も
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
現
在
の
公

開
方
式
に
つ
い
て
は
、
抜
本
的
に
改
正
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
情
報
は
、
付
加
価

値
が
つ
い
た
も
の
と
し
て
再
編
成
す
べ
き
で
あ
り
、
欧
米
な
み
に
国
家
の
情
報
機

関
と
し
て
国
立
公
文
書
館
を
位
置
づ
け
、
国
益
を
加
味
し
た
戦
略
性
を
有
す
る
べ

き
な
の
で
あ
る

）
（2
（

。

（2�
組
織
の
再
編

　

国
家
の
情
報
機
関
と
し
て
国
立
公
文
書
館
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
た
め
に
は
、
上

述
の
よ
う
に
、
国
益
と
機
密
保
持
と
い
う
点
も
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
公

開
と
利
用
に
偏
す
る
こ
と
な
く
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
上
述
し
た

よ
う
な
公
文
書
管
理
に
関
す
る
機
構
改
革
が
必
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
国
立
公
文

書
館
も
こ
れ
に
対
応
し
て
組
織
的
改
革
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

具
体
的
に
、
現
在
の
国
立
公
文
書
館
は
、
館
長
・
次
長
の
も
と
に
、
総
務
課
、

業
務
課
、
統
括
公
文
書
専
門
官
、
国
立
公
文
書
館
つ
く
ば
分
館
、
所
蔵
資
料
と
し

て
内
閣
文
庫
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
と
は
別
に
、
館
長
の
も
と
に
ア
ジ
ア
歴
史
資

料
セ
ン
タ
ー
が
存
在
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
な
か
、平
成
二
五
年
六
月
二
五
日
付
の
日
本
経
済
新
聞
に
お
い
て
、

国
立
公
文
書
館
が
公
文
書
管
理
法
施
行
後
の
移
管
増
加
に
と
も
な
い
、
満
杯
で
あ

る
と
の
報
道
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
竹
橋
に
あ
る
国
立
公
文
書
館
本
館
に
移
管
行

政
文
書
フ
ァ
イ
ル
が
集
中
し
た
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
立
公
文
書
館
の
業
務

か
ら
す
れ
ば
、
古
文
書
を
中
心
と
す
る
内
閣
文
庫
な
ど
は
、
行
政
利
用
さ
れ
る
こ

と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
存
在
で
あ
る
。
ま
た
、マ
イ
ク
ロ
化
し
た
「
歴
史
公
文
書
等
」

の
原
本
も
、
つ
く
ば
分
館
に
移
動
さ
せ
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
本
館
に
残
さ
れ
て
い

る
も
の
も
多
い
。
ま
ず
、
前
述
の
国
の
情
報
機
関
化
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
利

用
者
が
多
い
と
し
て
も
、
行
政
利
用
の
対
象
と
な
ら
な
い
内
閣
文
庫
は
、
つ
く
ば

分
館
に
移
動
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
マ
イ
ク
ロ
化
し
た
も
の
の
原
本
に
相
当
す

る
も
の
、
行
政
利
用
・
一
般
利
用
と
も
に
実
績
と
し
て
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
な
資

料
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
つ
く
ば
分
館
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
で
、
ま
ず
、
本
館

ス
ペ
ー
ス
の
確
保
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。「
現
用
」「
非
現
用
」「
半
現
用
」
で

は
な
く
、
本
館
は
、
重
要
公
文
書
と
し
て
行
政
機
関
で
運
用
可
能
な
記
録
・
文
書

を
中
心
と
し
て
運
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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同
時
に
、
東
京
一
極
集
中
を
さ
け
、
リ
ス
ク
分
散
と
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
も
考
え
、

前
述
し
た
地
方
分
館
制
度
の
導
入
を
至
急
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
テ
ン
ツ
を
国
立
公
文

書
館
に
移
管
し
て
運
用
。
組
織
は
、
後
述
の
常
設
展
示
施
設
に
再
編
す
る
必
要
が

あ
る
。

　

ま
た
、
高
い
技
術
力
を
有
す
る
国
立
公
文
書
館
修
復
部
門
に
つ
い
て
は
、
国
立

の
博
物
館
・
美
術
館
に
お
け
る
修
復
部
門
と
併
せ
、
教
育
機
関
化
も
考
え
る
べ
き

で
あ
る
。

（3�
常
設
展
示
室
の
設
置
と
そ
の
運
用

　

国
立
公
文
書
館
で
は
、
特
別
企
画
展
を
毎
年
開
催
し
て
い
る
が
、
常
設
展
示
施

設
を
有
し
て
い
な
い
。
ま
ず
、
公
文
書
管
理
の
重
要
性
と
と
も
に
、「
特
定
歴
史

公
文
書
等
」
を
用
い
て
、
福
岡
共
同
公
文
書
館
展
示
「
起
案
文
書
と
は
」
の
よ
う

な
も
の
を
整
備
し
て
、
行
政
職
員
研
修
に
利
用
す
る
。
同
時
に
、
学
生
・
生
徒
等

の
教
育
に
も
使
用
で
き
る
常
設
展
示
施
設
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
年
二
回
程
度

の
特
別
展
示
を
行
え
る
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
。
場
所
と
し
て
は
、
見
学
コ
ー
ス

化
し
て
い
る
国
会
議
事
堂
付
近
に
設
置
す
る
と
と
も
に
、展
示
室
員
に
つ
い
て
は
、

ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
の
人
員
枠
を
も
っ
て
対
応
す
る
。

　

そ
の
展
示
室
の
制
度
設
計
に
あ
た
っ
て
は
、
有
識
者
の
参
画
を
え
て
、
コ
ン
セ

プ
ト
を
形
成
す
る
と
と
も
に
、
情
報
戦
略
と
し
て
ネ
ッ
ト
で
の
公
開
等
を
行
う
も

の
と
す
る
。

お
わ
り
に

　

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
、
市
民
社
会
の
進
歩
を
反
映
す
る
存
在
で
あ
り
、
市
民
が
行

政
機
関
等
の
政
策
を
検
証
す
る
場
所
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
場
合
、
一
般
利

用
者
の
多
く
は
、
特
定
の
研
究
者
で
あ
る
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
る
。
よ
り
、
広

範
な
市
民
の
た
め
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
な
す
た
め
に
は
、
市
民
に
還
元
さ
れ
る
行

政
利
用
を
多
く
す
る
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

）
（（
（

。
そ
の
意
味
で
、
多
く
の

行
政
文
書
や
、
法
人
文
書
が
「
現
用
記
録
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
が
原
局
原
課
の
信
用
を
得
ら
れ
ず
、
ま
た
、
市
民
が
検
証
す
る
器
と
し
て
で

は
な
く
、声
多
き
特
定
利
用
者
に
だ
け
に
向
い
て
き
た
結
果
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
検
証
す
る
器
と
す
る
に
際
し
、「
検
証
」
を
国
家

意
思
決
定
に
の
み
集
中
し
て
き
た
こ
と
も
問
題
で
あ
っ
た
。
市
民
生
活
と
の
関
係

性
か
ら
す
れ
ば
、
行
政
機
関
で
も
地
域
や
住
民
と
の
密
着
度
の
高
い
地
方
支
分
部

局
保
有
文
書
の
重
要
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
行
政
機
関
に
お
け
る
意
思
決

定
に
つ
い
て
も
、
国
立
公
文
書
館
の
場
合
、
政
策
立
案
者
の
思
い
が
こ
も
り
、
そ

の
苦
闘
の
記
録
で
も
あ
る
担
当
者
が
編
纂
し
た
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
が
現
用
記

録
の
ま
ま
と
な
り
、
移
管
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
態
な
の
で
あ
る
。
国
家
意
思
決

定
と
い
っ
て
も
、�

予
定
調
和
的
な
閣
議
請
議�

（
原
議
）�

と
調
整
関
係
の
審
議
会
等
の

文
書
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
審
議
会
と
い
っ
て
も
多
様
で
あ
り
、�

事
務
局
が
原

案
を
提
出
し
、�

そ
の
審
議
過
程
、�

委
員
質
問
者
）�

と
説
明
者�

（
原
局
）�

と
の
間
で
シ

ナ
リ
オ
が
存
在
す
る
場
合
も
あ
る
。
そ
も
そ
も
、�

委
員
は
、�

事
務
局
が
選
定
す
る
の

で
あ
る
。
ま
た
、�

事
務
局
の
説
明
者
は
、�

立
案
者
と
同
一
で
あ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

な
い
。
立
案
者
の
意
図
が
正
確
に
伝
わ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
予
定
調
和
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的
な
原
議
に
至
る
過
程
で
作
成
さ
れ
た
各
種
の�

「
案
」、�

そ
の�

「
案
」�

の
変
遷
こ
そ

が
原
局
原
課
で
は
意
思
決
定
と
代
替
案
を
有
す
る
重
要
な
記
録
な
の
で
あ
る

）
（4
（

。

　

機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
携
わ
る
者
は
、
現
行
の
「
国
家
意
思
決
定
過
程
」
で
は

必
ず
し
も
表
出
し
な
い
意
図
を
保
存
し
、
そ
れ
を
紡
ぎ
だ
し
、
代
替
案
と
し
て
行

政
利
用
に
供
す
る
こ
と
で
、
よ
り
広
範
な
市
民
に
還
元
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
重
要

な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
行
政
機
関
の
政
策
過
程
を
も
「
学
ぶ
」
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
、「
学
ぶ
」
た
め
に
も
、
機
関
内
で
何
よ

り
も
信
頼
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
日
本
の
公
文
書
管
理
は
、「
公

文
書
管
理
行
政
」な
る
も
の
を
設
定
し
て
分
類
上
の
外
形
に
合
わ
せ
る
だ
け
の「
公

文
書
管
理
行
政
」
で
は
な
く

）
（（
（

、
こ
の
よ
う
な
信
頼
関
係
の
構
築
と
、
行
政
各
機
関

に
お
け
る
政
策
過
程
と
文
書
の
生
成
過
程
に
つ
い
て
実
態
調
査
を
行
い
、「
学
ぶ
」

段
階
な
の
で
あ
る
。

　

今
、
日
本
の
公
文
書
管
理
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
第
一
に
行
政
機
関
と

機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
公
文
書
管
理
の
統
一
的
運
用
に
よ
り
、
公
文
書
に
対
す
る

国
民
の
信
頼
を
回
復
し
、
公
文
書
管
理
を
通
じ
、
公
開
と
行
政
利
用
に
よ
っ
て
国

民
に
還
元
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
公
文
書
管
理
に
よ
り
行
政
の
合
理
化
を

推
進
し
、
こ
の
合
理
化
の
一
環
と
し
て
、
国
立
公
文
書
館
等
へ
の
移
管
・
公
開
を

行
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、前
記
一
と
二
を
行
う
た
め
に
、何
よ
り
も
現
業
（
原

局
・
原
課
）
か
ら
「
学
ぶ
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
三
点
を
通
じ
て
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

は
、
行
政
機
関
と
国
民
を
結
ぶ
結
節
点
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意

味
で
、日
本
の
公
文
書
管
理
に
は
、日
本
型
の
セ
オ
ド
ー
ル
・
Ｒ
・
シ
ェ
レ
ン
バ
ー

グ
と
、
明
確
な
戦
略
性
を
有
し
た
国
立
公
文
書
館
等
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

注（
１
）『
産
経
新
聞
』
平
成
二
四
年
五
月
一
二
日
付
。
公
文
書
管
理
法
の
施
行
日
、
平
成

二
三
年
四
月
一
日
に
は
、
蓮
舫
公
文
書
管
理
担
当
大
臣
か
ら
東
日
本
大
震
災
へ
の

対
応
で
多
忙
で
あ
る
が
関
係
省
庁
で
も
公
文
書
管
理
を
し
っ
か
り
行
う
よ
う
に
発

言
が
あ
っ
た
。

（
２
）
本
問
題
に
つ
い
て
は
、�

大
濱
徹
也�

「
識
者
評
論���

国
家
の
営
み
国
民
が
検
証
」�『
中
国

新
聞
』平
成
二
四
年
四
月
四
日
、及
び
、�

拙
稿「「
検
証
す
る
政
治
文
化
」培
お
う
」�『
中

国
新
聞
』�

平
成
二
四
年
五
月
九
日
、�

参
照
。
行
政
監
査
委
員
会
調
査
室
畠
基
晃�

「
議

事
録
未
作
成
問
題
の
経
緯
と
現
状
―
東
日
本
大
震
災
・
原
発
事
故
対
応
会
議
か
ら
閣

議
へ
と
発
展
―
」�『
立
法
と
調
査
』�

二
〇
一
二
年
一
〇
月
、�

第
三
三
三
号
、�

参
照
。

（
３
）
平
成
二
三
年
四
月
一
日
内
閣
総
理
大
臣
決
定
、
平
成
二
四
年
六
月
二
九
日
一
部
改

正
「
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」http://w

w
w
8.cao.go.jp/

chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf

、
八
頁
（
平
成
二
五
年
八
月
六
日
）。

（
４
）『
広
辞
苑
』
第
六
版
、平
成
二
〇
年
一
月
。
な
お
、他
に
は
、「
歴
史
に
関
す
る
さ
ま
」

「
歴
史
に
記
録
さ
れ
る
べ
き
さ
ま
」
と
の
意
味
が
あ
る
。
な
お
、
岡
本
信
一
・
植

草
泰
彦
著
『
改
訂
Ｑ
＆
Ａ
公
文
書
管
理
法
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
二
三
年
）、
宇

賀
克
也
著『
改
訂
版　

逐
条
解
説
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
』（
第
一
法
規
、

平
成
二
五
年
）
で
も
説
明
が
な
い
。

　
　

 　

な
お
、
本
稿
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
管
理
者
・
実
務
担
当
者
の
視
点
か
ら
の
考
察

で
あ
る
。
利
用
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
の
分
析
と
し
て
は
、
瀬
畑
源
著
『
公
文
書

を
つ
か
う
』（
青
弓
社
、
平
成
二
三
年
）
及
び
下
重
直
樹
「
公
文
書
管
理
制
度
と

近
現
代
史
学
」『
近
代
史
料
研
究
』
第
一
二
号
（
平
成
二
四
年
一
〇
月
）
が
あ
る
。

（
５
）
こ
こ
に
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
内
閣
に
「
公
文
書
管
理
担
当
」
大
臣
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小池聖一　　公文書管理法修正試案

を
置
き
続
け
こ
と
に
あ
る
。

（
６
）『
広
島
大
学
文
書
館
紀
要
』
第
一
三
号
、
平
成
二
二
年
三
月
。

（
７
）
第
一
回
公
文
書
管
理
委
員
会
議
事
録
、
平
成
二
二
年
七
月
一
五
日
、http://w

w
w
8.

cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/22/220715/220715gijiroku.pdf

、一
頁（
平

成
二
五
年
八
月
六
日
）。

（
8
）�

第
一
五
回
公
文
書
管
理
委
員
会
議
事
録
、�

平
成
二
四
年
三
月
一
九
日
、�http://

w
w
w
8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2011/20120319/20120319gijiroku.�

pdf

、�

四
頁
（
平
成
二
五
年
八
月
六
日
）。

（
９
）
同
前
注
、
一
二
頁
。

（
10
）�

第
一
七
回
公
文
書
管
理
委
員
会
議
事
録
、�http://w

w
w
8.cao.go.jp/koubuniinkai/

iinkaisai/2012/20120410/20120410gijiroku.pdf

、
一
頁
（
平
成
二
五
年
八

月
六
日
）。

（
11
）
加
藤
委
員
は�

「
我
々
の
元
に
現
用
文
書
の
パ
タ
ー
ン
で
、�
例
え
ば
省
議
の
い
い
例
と

関
係
行
政
機
関
の
長
で
構
成
さ
れ
る
会
議
な
ど
の
会
議
例
、�
各
省
の
協
議
案
が
き

れ
い
に
そ
ろ
っ
た
よ
う
な
、�

そ
う
い
う
も
の
を
一
つ
、�

二
つ
見
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
で
、�

我
々
が
学
ぶ
」�

と
述
べ
て
い
る
、
第
一
八
回
公
文
書
管
理
委
員
会
議
事
録
、

http://w
w
w
8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2012/20120425/20120425�

gijiroku.pdf

、
一
〇
頁
（
平
成
二
五
年
八
月
六
日
）。

（
12
）�

第
一
七
回
公
文
書
管
理
委
員
会
議
事
録
、
平
成
二
四
年
四
月
一
〇
日
、http://

w
w
w
8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2012/20120410/20120410gijiroku.�

pdf

、�

一
二
頁
（
平
成
二
五
年
八
月
六
日
）。

（
13
）
同
前
注
、
一
二
頁
。

（
14
）�

岡
田
副
総
理
、�

第
一
八
回
公
文
書
管
理
委
員
会
議
事
録
、�

平
成
二
四
年
四
月
二
五
日
、

http://w
w
w
8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2012/20120425/20120425

gijiroku.pdf

、
四
頁
（
平
成
二
五
年
八
月
六
日
）。

（
15
）
石
原
委
員
は
、�「
原
則
的
に
考
え
れ
ば
、
公
文
書
は
そ
も
そ
も
事
業
や
会
議
体
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
な
仕
事
、
役
所
の
仕
事
の
副
産
物
で
す
ね
。
そ
の
重
要
な
公
文
書
が
今
回

は
残
ら
な
か
っ
た
。
議
事
録
が
残
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
す
か
ら
、�

重

要
な
会
議
体
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
事
前
に
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。」

「
こ
れ
は
文
書
管
理
の
基
本
で
あ
り
ま
し
て
、�

公
文
書
は
仕
事
や
会
議
や
事
業
の
副

産
物
で
す
。
つ
ま
り
公
文
書
の
管
理
に
は
事
前
に
そ
う
い
っ
た
仕
事
や
会
議
を
き
ち

ん
と
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」と
述
べ
て
い
た
。（
同
前
注
、一
一
頁
）。

（
16
）�http://w

w
w
.cas.go.jp/jp/seisaku/gijiroku/kettei/241024houkou.pdf（

平

成
二
五
年
八
月
六
日
）。

（
17
）�http://w

w
w
.cas.go.jp/jp/seisaku/gijiroku/kettei/241129kettei.pdf

（
平

成
二
五
年
八
月
六
日
）。

（
18
）
同
前
注
（
16
）、
二
頁
。

（
19
）
同
前
注
、
三
頁
。

（
20
）�（
21
）
同
前
注
（
17
）、
一
頁
。

（
22
）
同
前
注
（
16
）、
三
～
四
頁
。

（
23
）
同
前
注
（
17
）、
四
～
五
頁
。

（
24
）�

衆
議
院
内
閣
委
員
会
一
一
号
、
平
成
二
五
年
五
月
一
〇
日
、
民
主
党
岡
田
克
也

議
員
の
質
問
に
対
す
る
、
菅
義
偉
官
房
長
官
答
弁
。http://kokkai.ndl.go.jp/

cgi-bin/K
E
N
SA

K
U
/sw

k_dispdoc.cgi?SE
SSIO

N
=
11439&

SA
V
E
D
_

R
ID

=
1&

PA
G
E
=
0&

PO
S=

0&
T
O
T
A
L=

0&
SR

V
_ID

=
10&

D
O
C
_ID

=
1

044&
D
PA

G
E
=
1&

D
T
O
T
A
L=

1&
D
PO

S=
1&

SO
R
T
_D

IR
=
1&

SO
R
T
_
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T
Y
PE=0&

M
O
D
E=1&

D
M

Y
=12559

（
平
成
二
五
年
八
月
六
日
）。

（
25
）
第
一
回
公
文
書
管
理
委
員
会
議
事
録
、
平
成
二
二
年
七
月
一
五
日
、http://

w
w
w
8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/22/220715/220715gijiroku.

pdf

、
二
三
頁
（
平
成
二
五
年
八
月
六
日
）。

（
26
）
同
前
注
、�
二
四
頁
。
な
お
、�

有
識
者
会
議
以
来
の
委
員
で
あ
る
加
藤
委
員
は
、�「
第

三
者
性
と
透
明
性
」
を
前
提
に
、�「
国
立
公
文
書
館
を
特
別
な
法
人
に
変
え
て
い
く

方
向
で
の
関
与
も
あ
り
得
る
の
か
な
と
考
え
ま
し
た
」�

と
、�

議
事
録
未
作
成
問
題
も

国
立
公
文
書
館
の
強
化
に
つ
な
げ
よ
う
と
の
姿
勢
を
示
し
、�

三
宅
委
員
も
、�

内
閣
府

公
文
書
管
理
課
で
は
な
く
、�

公
文
書
管
理
庁
の
設
置
、�

災
害
有
事
の
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ�

（
関
西
館
）�

を
主
張
し
て
い
た�

（
第
一
四
回
公
文
書
管
理
委
員
会
議
事
録
、�

平
成

二
四
年
二
月
二
九
日
、http://w

w
w
8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2011/�

20120229/20120229gijiroku.pdf

、
二
一
～
二
二
頁
（
平
成
二
五
年
八
月
六
日
））。

（
27
）
第
一
五
回
公
文
書
管
理
委
員
会
議
事
録
、
平
成
二
四
年
三
月
一
九
日
、http://

w
w
w
8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2011/20120319/20120319�

gijiroku.pdf

、
一
四
頁
（
平
成
二
五
年
八
月
六
日
）。

（
28
）
第
一
七
回
公
文
書
管
理
委
員
会
議
事
録
、
平
成
二
四
年
四
月
一
〇
日
、http://

w
w
w
8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2012/20120410/20120410gijir

oku.pdf

、
一
二
～
一
三
頁
（
平
成
二
五
年
八
月
六
日
）。

（
29
）
同
前
注
、
一
七
頁
。

（
30
）�

第
二
〇
回
公
文
書
管
理
委
員
会
議
事
録
、�

平
成
二
四
年
七
月
四
日
、�http://

w
w
w
8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2012/20120704/20120704�

gijiroku.pdf

、
二
頁
（
平
成
二
五
年
八
月
六
日
）。
た
だ
し
、
三
宅
委
員
は
、
外

交
青
書
の
作
る
過
程
を
高
く
評
価
し
て
い
る
が
（
第
一
八
回
公
文
書
管
理
委
員
会
議

事
録
、
平
成
二
四
年
四
月
二
五
日
、http://w

w
w
8.cao.go.jp/koubuniinkai/

iinkaisai/2012/20120425/20120425gijiroku.pdf

、
一
三
頁
（
平
成
二
五
年

八
月
六
日
））。
し
か
し
、
実
態
に
つ
い
て
は
、「
第
九
章　

外
務
省
記
録
・
文
書

と
外
交
文
書
編
纂　

２
外
務
省
文
書
と
外
交
文
書
編
纂　
（
２
）
戦
後
公
開
外

交
記
録
の
問
題
点
」
拙
著
『
近
代
日
本
文
書
学
研
究
序
説
』（
現
代
史
料
出
版
、

二
〇
〇
八
年
）
二
三
五
～
二
三
九
頁
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
31
）
国
立
公
文
書
館
等
の
認
定
に
あ
た
っ
て
の
実
地
調
査
は
、
公
文
書
管
理
委
員
会
で

の
報
告
後
、
公
文
書
管
理
法
施
行
直
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
32
）
閣
議
議
事
録
等
作
成
・
公
開
制
度
検
討
チ
ー
ム
作
業
チ
ー
ム
第
一
回
、「
資
料
９���

国
立
公
文
書
館
ヒ
ア
リ
ン
グ
資
料
（
国
立
公
文
書
館
に
お
け
る
「
時
の
経
過
」
の
運

用
に
つ
い
て
）」�

平
成
二
四
年
八
月
九
日
、�http://w

w
w
.cas.go.jp/jp/seisaku/

gijiroku/sagyou1/1siryou9.pdf

（
平
成
二
五
年
八
月
六
日
）。

（
33
）�

閣
議
議
事
録
等
作
成
・
公
開
制
度
検
討
チ
ー
ム
作
業
チ
ー
ム
第
一
回
議
事

録
、
平
成
二
四
年
八
月
九
日
、�http://w

w
w
.cas.go.jp/jp/seisaku/gijiroku/

sagyou1/1gijiroku.pdf

（
平
成
二
五
年
八
月
六
日
）。

（
34
）
小
早
川
光
郎
委
員
（
成
蹊
大
学
法
科
大
学
院
客
員
教
授
）、
閣
議
議
事
録
作
成
・

公
開
制
度
検
討
チ
ー
ム
第
一
回
議
事
録
、
平
成
二
四
年
七
月
三
〇
日
、http://

w
w
w
.cas.go.jp/jp/seisaku/gijiroku/dai1/1gijiroku.pdf

、
七
頁
（
平
成

二
五
年
八
月
六
日
）。

（
35
）�

長
谷
部
恭
男
委
員（
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
教
授
）、同
前
注
、八
頁
。

（
36
）�
閣
議
議
事
録
等
作
成
・
公
開
制
度
検
討
チ
ー
ム�

作
業
チ
ー
ム
第
二
回
議
事
録
、

資
料
四
、http://w

w
w
.cas.go.jp/jp/seisaku/gijiroku/sagyou2/2siryou4.

pdf

（
平
成
二
五
年
八
月
六
日
）。
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（
37
）
加
藤
委
員
発
言
、
第
一
回
公
文
書
管
理
委
員
会
議
事
録
、
平
成
二
二
年
七
月
一
五

日
、http://w

w
w
8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/22/220715/220715

gijiroku.pdf

、
二
頁
（
平
成
二
五
年
八
月
六
日
）。

（
38
）�

内
閣
府
大
臣
官
房
公
文
書
管
理
課
「
平
成
二
三
年
度
に
お
け
る
公
文
書
等
の
管
理

等
の
状
況
に
つ
い
て
」
平
成
二
五
年
二
月
、http://w

w
w
8.cao.go.jp/chosei/

koubun/houkoku/heisei23nendo_houkoku.pdf（
平
成
二
五
年
八
月
六
日
）。

（
39
）
加
藤
委
員
は
、�「
つ
い
忘
れ
て
い
た
」
そ
う
で
あ
る
が
、�「
外
と
本
省
と
の
連
携
」
に

つ
い
て
も
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、�

そ
れ
は
、�

本
省
意
思
決
定
を
最
優
先
し
、�

そ

れ
と
の
連
関
に
お
い
て
理
解
す
る
も
の
で
あ
り
、�

地
方
に
存
在
す
る
執
行
機
関
で

も
あ
る
、�

地
方
各
支
部
局
に
対
す
る
理
解
を
前
提
と
し
た
も
の
で
は
な
い
（
第
四

回
公
文
書
管
理
委
員
会
議
事
録
、�

平
成
二
二
年
一
一
月
三
〇
日
、�http://w

w
w
8.

cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/22/221130/221130gijiroku.pdf

、
二
〇

頁
（
平
成
二
五
年
八
月
六
日
））。

（
40
）
同
前
注
（
38
）、
五
頁

（
41
）
同
前
注
（
38
）、
八
頁
。

（
42
）
野
口
委
員
発
言
、
第
四
回
公
文
書
管
理
委
員
会
議
事
録
、
平
成
二
二
年
一
一
月

三
〇
日
、
三
九
頁
、http://w

w
w
8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/22/2

21130/221130gijiroku.pdf

（
平
成
二
五
年
八
月
六
日
）。

（
43
）（
44
）（
45
）
同
前
注
（
38
）、
九
頁
。

（
46
）
同
前
注
（
38
）、
一
〇
頁
。

（
47
）
同
前
注
（
38
）、
一
二
頁
。

（
48
）
同
前
注
（
38
）、
一
三
頁
。

（
49
）
同
前
注
（
38
）、
三
九
頁
。

（
50
）�

堀
田
慎
一
郎「
公
文
書
管
理
法
施
行
後
の
公
文
書
の
評
価
選
別
と
そ
の
諸
問
題
」『
名

古
屋
大
学
大
学
文
書
資
料
室
紀
要
』
第
二
一
号
、二
〇
一
三
年
三
月
、注
（
15
）「
公

文
書
管
理
に
関
す
る
独
立
行
政
法
人
等
連
絡
会
議
」（
二
〇
一
三
年
一
月
二
二
日
）

配
布
資
料
。

（
51
）
同
前
注
、
堀
田
論
文
一
八
頁
。

（
52
）
な
お
、
国
立
公
文
書
館
の
法
人
文
書
移
管
に
つ
い
て
は
、
安
藤
繁
「
法
人
文
書
の

移
管
等
に
つ
い
て
」『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
』
第
四
四
号
、
二
〇
一
一
年
六
月
、
参
照
。

（
53
）
同
前
注
（
38
）、
四
一
頁
。

（
54
）
同
前
注
（
38
）、
四
三
頁
。

（
55
）
同
前
注
（
38
）、
七
三
頁
。

（
56
）「
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
保
存
、�

利
用
及
び
廃
棄
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
一
部

を
改
正
す
る
決
定
」
平
成
二
三
年
四
月
一
日
内
閣
総
理
大
臣
決
定
、�

平
成
二
四
年

一
〇
月
一
日
一
部
改
正
、�

八
頁
、�http://w

w
w
8.cao.go.jp/chosei/koubun/

hourei/hozonriyou-gl.pdf

（
平
成
二
五
年
八
月
六
日
）。

（
57
）
同
前
注
（
38
）、
七
六
頁
。

（
58
）
同
前
注
（
38
）、
七
七
頁
。

（
59
）
広
島
大
学
文
書
館
で
は
、
大
学
史
資
料
室
及
び
特
殊
文
庫
（
森
戸
辰
男
記
念
文
庫
、

平
和
学
術
文
庫
、
梶
山
季
之
文
庫
）
を
通
じ
て
積
極
的
に
個
人
文
書
・
団
体
文
書
を

寄
贈
等
に
よ
り
、
公
文
書
管
理
法
第
二
条
第
五
項
第
四
項
に
基
づ
く
学
術
的
資
料
と

し
て
収
集
・
整
理
、
公
開
を
行
っ
て
い
る
。
教
育
・
研
究
機
関
と
し
て
の
大
学
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
に
と
っ
て
は
、
収
集
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
の
機
能
も
重
要
な
の
で
あ

る
。
な
お
、
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
つ
い
て
は
菅
真
城
著
『
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の

世
界
』（
大
阪
大
学
出
版
会
、
平
成
二
五
年
）
及
び
平
井
孝
典
著
『
公
文
書
管
理
と
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情
報
ア
ク
セ
ス
』（
世
界
思
想
社
、平
成
二
五
年
）、全
国
大
学
史
資
料
協
議
会
編
『
日

本
の
大
学
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
平
成
一
七
年
）
も
参
照
。

（
60
）http://w

w
w
.archives.go.jp/inform

ation/pdf/kizoubunsho_2011_00.pdf

（
平
成
二
五
年
八
月
六
日
）。

（
61
）
同
前
注
。

（
62
）
梅
原
康
嗣
「
歴
史
公
文
書
等
の
寄
贈
・
寄
託
の
受
入
れ
に
つ
い
て
」『
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
』
第
四
四
号
、
平
成
二
三
年
六
月
。

（
63
）
こ
れ
は
、
前
稿
で
も
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
個
人
文
書
に
つ
い
て
は
、

そ
の
文
書
の
性
格
か
ら
、機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
の
国
立
公
文
書
と
は
別
に
、

情
報
を
統
一
す
る
セ
ン
タ
ー
が
必
要
と
さ
れ
、
構
想
と
共
に
、
学
術
的
な
蓄
積
も

さ
れ
て
い
る
（
代
表
伊
藤
隆
『
日
本
近
代
史
料
に
関
す
る
情
報
機
関
に
つ
い
て
の

予
備
的
研
究
』（
基
盤
研
究
Ｂ
）
研
究
成
果
報
告
書
、
四
六
五
頁
、
平
成
一
一
年
。

代
表
伊
藤
隆
『
日
本
近
代
史
料
情
報
機
関
設
立
の
具
体
化
に
関
す
る
研
究
』（
基

盤
研
究
Ｂ
）
研
究
成
果
報
告
書
、
四
九
六
頁
、
平
成
一
三
年
。
代
表
伊
藤
隆
『
日

本
近
代
史
料
情
報
機
関
設
立
の
総
括
的
か
つ
細
目
に
関
す
る
研
究
』（
基
盤
研
究

Ｂ
）
研
究
成
果
報
告
書
、
五
〇
七
頁
、
平
成
一
五
年
。
代
表
伊
藤
隆
『
近
現
代
日

本
の
政
策
史
料
収
集
と
情
報
公
開
調
査
を
踏
ま
え
た
政
策
史
研
究
の
再
構
築
』（
基

盤
研
究
Ｂ
）
研
究
成
果
報
告
書
、
五
一
三
頁
、
平
成
一
七
年
）。

（
64
）
同
前
注
（
38
）、
七
八
頁
。

（
65
）
同
前
注
、
七
九
頁
。

（
66
）
大
濱
徹
也
委
員
長
発
言
「
札
幌
市
公
文
書
館
基
本
構
想
検
討
委
員
会
会
議
録
（
第
二

回
）」
平
成
二
〇
年
一
一
月
二
七
日
、
一
一
頁
。
基
本
的
に
、
重
要
公
文
書
の
概
念

形
成
に
つ
い
て
は
、
大
濱
徹
也
氏
の
発
言
、
札
幌
市
公
文
書
館
基
本
構
想
検
討
委
員

会
で
の
大
濱
徹
也
氏
の
意
見
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
ま
た
、
本
稿
に
お
け
る
基

本
的
枠
組
み
に
つ
い
て
も
、
大
濱
氏
の
意
見
と
は
認
識
の
点
で
共
通
す
る
部
分
が
多

い
（
大
濱
徹
也
「
札
幌
市
公
文
書
館
記
念
講
演
会
講
演
録　

札
幌
市
公
文
書
館
の
使

命
と
課
題
―
現
在
、
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
―
」
平
成
二
五
年
七
月
一
日
）。

　
　

 　

な
お
、
広
島
大
学
で
は
、
公
文
書
管
理
担
当
の
財
務
・
総
務
室
総
務
グ
ル
ー
プ

と
広
島
大
学
文
書
館
が
共
同
で
法
人
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
整
備
し
、
法
人
文

書
管
理
規
則
第
一
四
条
で
含
ま
れ
る
情
報
の
流
出
紛
失
、
改
ざ
ん
等
防
止
の
必
要

に
応
じ
て
重
要
度
を
類
型
化
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
文
書
館
長
に
基
本
的
に

廃
棄
権
が
あ
り
、
廃
棄
・
移
管
に
あ
た
っ
て
総
務
グ
ル
ー
プ
員
と
文
書
館
員
が
共

同
し
て
い
る
た
め
、
現
物
に
即
し
た
確
認
も
行
っ
て
い
る
（
岡
田
泰
司
「
公
文
書

管
理
法
施
行
後
の
法
人
文
書
管
理
及
び
法
人
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
運
用
に
つ
い

て
」『
広
島
大
学
文
書
館
紀
要
』
第
一
三
号
、
平
成
二
三
年
三
月
、
参
照
）。

（
67
）
こ
の
よ
う
な
館
員
の
な
か
に
は
、�

図
書
館
法
お
よ
び
文
化
財
保
護
法
・
博
物
館
法
に

も
と
づ
く
図
書
館
や
、
博
物
館
・
郷
土
資
料
館
等
と
、
公
文
書
管
理
法
に
基
づ
く
文

書
館
・
公
文
書
館�

（
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
）�

を
混
同
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、�

こ
の

よ
う
な
感
性
は
、�

利
用
者
と
し
て
の
利
便
性
、�「
研
究
情
報
」「
文
字
情
報
」�

と
し
て

の
公
文
書
に
の
み
集
中
し
て
き
た
こ
と
に
よ
り
助
長
さ
れ
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
、�

公
文
書
管
理
法
と
い
う
法
的
根
拠
を
え
て
自
立
す
る
時
期
に
も

か
か
わ
ら
ず
、そ
の
好
機
を
失
い
か
ね
な
い
と
い
う
危
機
感
を
筆
者
は
持
っ
て
い
る
。

（
68
）
そ
の
意
味
で
、
公
文
書
管
理
委
員
会
の
石
原
委
員
が
主
張
し
て
い
た
「
レ
コ
ー
ド

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
」
を
巡
る
「
後
方
の
前
方
進
出
」
論
が
あ
る
が
（
公
文
書
館
職
員

が
、
公
文
書
管
理
を
も
っ
て
行
政
職
員
の
現
場
に
か
か
わ
る
こ
と
）、
日
本
の
官

僚
シ
ス
テ
ム
で
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
、「
現
用
」「
非
現
用
」
の
「
非
現
用
」
の
み
を
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対
象
と
し
て
い
る
限
り
、
現
業
の
原
局
・
原
課
は
、
彼
等
を
信
用
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
ろ
う
。

（
69
）「
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
中
間
書
庫
業
務
要
綱
」�

平
成
二
三
年
三
月
一
五
日

館
長
決
定
、�http://w

w
w
.archives.go.jp/law

/pdf/chuukanshoko01.pdf

（
平�

成
二
五
年
八
月
六
日
）。
ま
た
、
依
田
健
「
国
の
行
政
機
関
に
お
け
る
中
間
書
庫

に
つ
い
て
」『
北
の
丸
』
第
四
〇
号
、
平
成
一
九
年
一
〇
月
。
公
文
書
等
の
中
間

段
階
に
お
け
る
集
中
管
理
の
仕
組
み
に
関
す
る
研
究
会
「
公
文
書
等
の
中
間
段
階

に
お
け
る
集
中
管
理
の
仕
組
み
に
関
す
る
報
告
」
平
成
一
八
年
四
月
、http://

w
w
w
.archives.go.jp/law

/pdf/cyukansyokenkyukai.pdf

（
平
成
二
五
年

八
月
六
日
）。

（
70
）
中
間
書
庫
は
、
移
管
促
進
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際

に
は
重
要
な
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
移
管
が
進
ん
で
い
な
い
状
況
下
で
は
、
存
在

意
味
は
な
い
。
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
全
て
の
文
書
を
「
非
現
用
」
と
す
る
こ
と

を
や
め
、
同
時
に
、
国
立
公
文
書
館
へ
の
保
管
期
限
満
了
前
移
管
を
認
め
れ
ば
よ

い
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

（
71
）
Ｎ
Ｈ
Ｋ
総
合�

「
探
検
バ
ク
モ
ン
」�「
紙
の
み
ぞ
知
る
ニ
ッ
ポ
ン�

（
前
編
）」�
平
成
二
五

年
五
月
八
日�

（
午
後
一
〇
時
五
五
分
～
一
一
時
二
〇
分
）�

に
お
い
て
、�

第
一
問
目

の
質
問�

「
公
文
書
に
と
っ
て
最
大
の
敵
と
は
？
」�

の
答
え
は
、�「
人
間
」�

で
あ
っ
た�

（
国
立
公
文
書
館
大
津
節
男
次
長
）。

（
72
）�http://w
w
w
.city.sapporo.jp/som

u/kobunsyo/docum
ents/kobunsho�

kanrijorei.pdf

（
平
成
二
五
年
八
月
六
日
）。

（
73
）�

高
井
俊
哉「
札
幌
市
の
文
書
管
理
の
取
組
に
つ
い
て
」『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
』第
四
九
号
、

平
成
二
五
年
三
月
、
一
四
頁
。
他
に
、
竹
内
啓
「
札
幌
市
に
お
け
る
公
文
書
館
開

設
準
備
状
況
に
つ
い
て
」『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
』
第
四
二
号
、
平
成
二
二
年
一
二
月
、

越
後
武
介
「
札
幌
市
公
文
書
管
理
条
例
の
制
定
及
び
施
行
に
つ
い
て
」『
札
幌
市

文
化
資
料
室
研
究
紀
要
』
第
五
号
、
平
成
二
五
年
三
月
、
参
照
。

（
74
）
札
幌
市
公
文
書
管
理
審
議
会
「
札
幌
市
公
文
書
管
理
審
議
会
答
申
書
」
平
成
二
四

年
一
一
月
、�http://w

w
w
.city.sapporo.jp/som

u/kobunsyo/docum
ents/

toushinsho-1.pdf

（
平
成
二
五
年
八
月
六
日
）。

（
75
）
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
設
置
し
な
い
熊
本
県
の
例
が
平
成
二
五
年
度
全
国
公
文
書
館
長

会
議
で
報
告
さ
れ
た
の
は
、皮
肉
な
こ
と
で
あ
っ
た
。平
成
二
五
年
六
月
一
一
日
。

（
76
）
平
成
二
四
年
段
階
で
、
地
方
自
治
体
の
公
文
書
館
数
は
六
〇
に
過
ぎ
ず
、
全
地

方
自
治
体
数
の
約
三
％
に
す
ぎ
な
い
（
富
田
健
司
「
地
方
自
治
体
の
公
文
書
管

理
法
を
め
ぐ
る
状
況
と
公
文
書
館
機
能
」『
自
治
体
法
務
研
究
』
第
二
九
号
、

二
〇
一
二
年
）。

（
77
）
国
立
公
文
書
館
で
も
、
移
管
各
省
庁
文
書
の
構
造
と
移
管
文
書
に
つ
い
て
の
分
析

も
さ
れ
つ
つ
あ
る
（
栃
木
智
子
「
経
済
産
業
省
（
通
商
産
業
省
）
文
書
の
構
造
と

移
管
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
本
村
慈
「
文
部
省
・
文
部
科
学
省
に
お
け
る
文
書
管

理
と
国
立
公
文
書
館
移
管
文
書
」『
北
の
丸
』
第
四
三
号
、
平
成
二
三
年
二
月
。

小
宮
山
敏
和
「
農
林
水
産
省
の
文
書
管
理
と
移
管
文
書
の
特
徴
」『
北
の
丸
』
第

四
四
号
、
平
成
二
四
年
一
月
。
水
野
京
子
「
内
閣
法
制
局
移
管
文
書
に
つ
い
て
」

『
北
の
丸
』
第
四
五
号
、
平
成
二
五
年
一
月
）。
こ
れ
ら
、
国
立
公
文
書
館
員
に
お

け
る
論
文
は
、
イ.

省
単
位
で
の
文
書
管
理
規
程
の
変
遷
と
文
書
類
型
毎
の
移
管

傾
向
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
（
栃
木
・
本
村
・
小
宮
山
論
文
）、
ロ.

法
令
審
査
審

議
録
・
特
に
担
当
官
に
着
目
し
た
も
の
（
水
野
論
文
、
本
論
は
労
作
で
あ
る
）
で

あ
る
。
問
題
は
、「
イ
」
の
場
合
、
文
書
の
作
成
か
ら
保
存
と
移
管
・
公
開
を
わ
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け
た
場
合
、
前
者
（
作
成
と
保
存
）
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
各
省
固
有
の
意
思
決
定
過
程
と
こ
れ
に
基
づ
く
、
各
省
固
有
の
文
書

フ
ァ
イ
ル
の
作
成
過
程
に
つ
い
て
考
察
が
及
ん
で
い
な
い
。
ま
た
、
他
に
、
国
立

公
文
書
館
員
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
太
田
由
紀
「
意
思
決
定
過
程
を
示
す
文

書
の
作
成
と
移
管
」（『
北
の
丸
』
第
四
四
号
、
平
成
二
四
年
一
月
）
が
あ
る
。
労

作
で
あ
り
、
移
管
さ
れ
て
い
な
い
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
内
容
を
も
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
ま
た
、
公
文
書
管
理
法
第
四
条
に
着
目
し
、
分
析
し
た
点
も
大
い
に
評
価
で

き
る
。
そ
れ
で
も
、
以
下
の
四
点
の
問
題
が
存
在
す
る
。

　

 　
ａ
．�

前
提
と
し
て
い
る
飯
尾
潤
氏
の
見
解
（「
公
文
書
管
理
と
行
政
の
転
換
」
総

合
研
究
開
発
機
構
・
高
橋
滋
編
『
政
策
提
言
―
公
文
書
管
理
の
法
整
備
に
向

け
て
』
商
事
法
務
、
平
成
一
九
年
）
は
、
決
裁
文
書
（
稟
議
書
）
と
政
策
決

定
過
程
と
の
誤
差
で
あ
り
、
企
画
立
案
を
行
う
諸
省
庁
等
か
ら
す
れ
ば
全
く

見
解
を
異
に
す
る
だ
ろ
う
。
稟
議
制
は
、
決
裁
文
書
の
決
裁
過
程
に
の
み
存

す
る
の
で
は
な
く
、決
裁
文
書
に
い
た
る
過
程
で
作
成
さ
れ
た
各
種
の
「
案
」

の
な
か
に
本
質
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

　

 　

ｂ
．�

機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
の
国
立
公
文
書
館
が
な
ぜ
、
保
存
期
間
を
延
長

さ
れ
て
「
現
用
記
録
」
と
し
て
保
持
さ
れ
て
い
る
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
移
管
を

受
け
て
い
な
い
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
が
な
い
。

　

 　
ｃ
．�「
イ
」
の
諸
論
文
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
文
書
管
理
規
則
だ
け
で
は

各
行
政
機
関
の
行
政
文
書
を
理
解
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
文
書
作
成
過
程
に

着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
に
は
、
執
務
提
要
等
の
分
析
が
必

要
で
あ
る
。

　

 　

ｄ
．�

国
民
と
の
関
係
か
ら
す
れ
ば
密
接
な
関
係
を
有
す
る
執
行
過
程
が
重
要
で
あ

る
が
、
考
察
が
保
留
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
執
行
過
程
を
踏
ま
え
た
政

策
過
程
全
般
と
し
て
の
考
察
が
重
要
な
の
で
あ
る
（
な
お
、
太
田
論
文
で
拙

稿
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
拙
稿
は
、
閣
議
が
最
高
意
思
決
定
機
関
で

な
か
っ
た
占
領
期
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
太
田
論
文
で
の
利
用
は
、

誤
読
で
あ
る
）。

　

 　
　

こ
れ
ら
の
問
題
点
が
あ
る
故
に
、
現
局
の
政
策
立
案
経
験
の
あ
る
者
と
の
共
同

が
必
要
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、�『
北
の
丸
』
に
は
、�

田
嶋
知
宏
に
よ
る
諸
論
文
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
（「
機
能
別
評
価
選
別
に
よ
る
行
政
文
書
の
評
価
と
選
別
」『
北
の

丸
』
第
四
〇
号
、�

平
成
一
九
年
一
〇
月
、�「
行
政
文
書
の
評
価
選
別
に
寄
与
す
る

日
本
版
機
能
別
評
価
選
別
マ
ニ
ュ
ア
ル�

（
素
案
）�

作
成
の
試
み
」『
北
の
丸
』
第

四
一
号
、
平
成
二
〇
年
一
二
月
、「
適
切
な
行
政
文
書
の
評
価
選
別
を
目
指
し

て
」『
北
の
丸
』
第
四
一
号
、
平
成
二
一
年
一
〇
月
）。
こ
の
機
能
評
価
に
そ
っ
て
、

上
記
論
文
は
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
機
能
的
評
価
選
別
は
有
効
だ
と
考
え
る

が
、
１
）
組
織
に
関
す
る
調
査
、�

２
）
業
務
分
析
、�

３
）
記
録
管
理
要
件
の
特
定
、�

４
）
行
政
文
書
の
評
価
選
別
、
の
各
階
梯
に
あ
っ
て
１
）、
２
）�

が
決
定
的
に
欠
如

し
て
い
る
。
ま
た
、
コ
ス
ト
面
で
は
、
相
当
の
時
間
が
必
要
で
あ
り
、
現
状
す
ぐ

に
導
入
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
現
局
の
協
力
・
共
同
は
必

須
で
あ
る
。何
よ
り
も
、評
価
選
別
に
は
、経
験
知
・
実
践
知
が
大
切
な
の
で
あ
る
。

　
 　

　

な
お
、
機
関
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
館
員
は
、
高
所
よ
り
検
証
を
行
い
、
資
料
を
使

う
だ
け
の
研
究
者
で
は
な
い
。
対
象
と
す
る
機
関
、
特
に
担
当
官
と
し
て
企
画
・

立
案
し
た
者
の
意
思
を
大
切
に
整
理
・
保
存
し
、
そ
れ
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
国
民
と
結
び
つ
け
る
の
が
本
務
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
深
く
理
解
し
て

も
ら
い
た
い
。
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（
78
）�

こ
の
点
は
、
将
来
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
独
立
機
関
と
な
っ
た
な
ら
ば
、
国
立
国

会
図
書
館
の
考
査
部
と
併
せ
た
調
査
機
関
と
し
て
設
置
す
る
こ
と
も
考
慮
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

（
79
）
日
本
で
は
、
家
族
史
や
自
ら
の
ル
ー
ツ
に
関
す
る
関
心
度
が
現
在
の
と
こ
ろ
高
く
な

い（
ま
た
、被
差
別
問
題
等
が
存
在
す
る
た
め
、こ
の
よ
う
な
運
用
は
困
難
で
あ
る
）。

こ
の
た
め
、
情
報
資
源
化
に
あ
た
っ
て
は
、
別
の
視
点
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

欧
米
先
進
諸
国
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
化
の
対
象
と
な
る
文
書
は
、
利
用
頻
度
の
高
い

も
の
、
す
な
わ
ち
市
民
の
ニ
ー
ズ
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
。

（
80
）�

平
野
健
一
郎「
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
歴
史
理
解
お
よ
び
歴
史
研
究
」『
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
』
第
四
八
号
、
平
成
二
四
年
一
一
月
。
利
便
性
と
コ
ン
テ
ン
ツ
の
拡
大

は
、
特
定
の
利
用
者
に
と
っ
て
は
大
変
有
意
義
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
運
用
は
、

戦
略
的
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
コ
ス
ト
は
膨
大
で
あ
り
、
利
用
も
歴
史

研
究
者
以
外
に
広
が
り
を
見
せ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
81
）
本
稿
は
、
平
成
二
五
年
九
月
末
に
脱
稿
し
た
の
だ
が
、
そ
の
後
、
安
倍
晋
三
内
閣

で
は
、
一
〇
月
二
五
日
、「
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
を
安
全
保
障
会

議
の
了
承
後
、
閣
議
決
定
し
、「
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
二
五

年
一
二
月
一
三
日
法
律
第
一
〇
八
号
）
と
し
て
、
第
一
八
五
回
国
会
で
一
二
月
六

日
成
立
、
同
月
一
三
日
に
公
布
さ
れ
た
。
な
お
、「
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る

法
律
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
三
年
八
月
八
日
付
秘
密
保
全
の
た
め
の
法
制
の
在

り
方
に
関
す
る
有
識
者
会
議「
秘
密
保
全
の
た
め
の
法
制
の
在
り
方
に
つ
い
て（
報

告
書
）」
が
あ
る
。

（
82
）
こ
の
様
に
言
う
と
歴
史
研
究
者
の
反
発
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
歴
史
研
究

者
自
体
、
同
時
代
に
規
定
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
べ
き
で
あ
る
（
事

例
と
し
て
は
、「「
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
」
理
解
の
変
遷
―
戦
後
日
本
近
現
代
史
の
史

学
史
的
一
考
察
―
」『
中
央
史
学
』
第
二
一
号
（
平
成
一
〇
年
三
月
）（
拙
著
『
満

洲
事
変
と
対
中
国
政
策
』（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
一
五
年
）
所
収
）
参
照
）。

（
83
）
行
政
利
用
係
数
は
、
行
政
利
用
一
回=

住
民
総
数
／
公
務
員
数
、
と
さ
れ
る
（
小

川
千
代
子
「
札
幌
市
公
文
書
館
に
期
待
す
る
こ
と
～
利
用
者
の
た
め
の
公
文
書
館

像
～
」『
札
幌
市
文
化
資
料
室
研
究
紀
要
』
第
三
号
、
平
成
二
三
年
三
月
）。

（
84
）�

そ
の「
案
」と
原
議
と
の
偏
差
、ま
た
、変
更
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、

国
家
意
思
決
定
過
程
も
よ
り
精
緻
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。「
意
思
決
定
型
記
録
」

と
「
調
査
審
議
型
記
録
」
と
い
う
よ
う
な
外
形
的
な
記
録
の
差
異
も
、
政
策
過
程

に
包
含
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

（
85
）「
公
文
書
管
理
行
政
」
は
、
公
文
書
管
理
法
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
、
こ

れ
ま
で
行
政
機
関
に
お
い
て
慣
習
的
に
行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。「
公
文
書

管
理
行
政
」
は
、
情
報
公
開
法
、
情
報
ア
ク
セ
ス
法
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁

止
等
に
関
す
る
法
律
）、
個
人
情
報
保
護
法
、
特
定
秘
密
保
護
法
等
と
連
携
し
た

も
の
と
し
て
改
め
て
構
築
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
本
稿
は
、
筆
者
の
個
人
的
意
見
で
あ
り
、
筆
者
の
所
属
す
る
機
関
を
代
表
す

る
も
の
で
は
な
い
。

（
こ
い
け　

せ
い
い
ち
・
広
島
大
学
文
書
館
）
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第Ｆ章　雑則 ○報告すべき事項として、具
体的に、以下のものが考えら
れる。

○報告すべき事項として、具
体的に、以下のものが考えら
れる。

報告事項は、できうる
限り簡素化し、事務量
を少なくすべきである。

・著作権の処理状況 削除
・審査の所要日数別内訳（即
日、30日以内、60日以内、そ
れ以上）

削除

・異議申立てから公文書管理
委員会への諮問の期間（即日、
30日以内、90日以内、それ以上。
90日を超えた場合にはその理
由も併せて報告）

削除

・訴訟件数、処理件数 削除・特記事項
・見学者受入総数 削除
・外部貸出しの実績 削除・特記事項
・レファレンスのための体制 削除
・実施規程各種 変更時のみ
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・行政機関、地方公共団体そ
の他の館が適当と認める団体
による開催であること
・防火・防犯のための設備又
は体制、温湿度管理、輸送に
当たっての安全確保等、適切
な利用のために館が定める要
件を満たすこと
・重要文化財については、必
要に応じ、文化財保護法第53
条第１項の規定に基づく許可
を得ること
・輸送に係る費用及び保険に
関する費用は主催する者の側
で負担すること
・概ね１ヶ月以内の貸出期間
であること

・行政機関、地方公共団体そ
の他の館が適当と認める団体
による開催であること
・防火・防犯のための設備又
は体制、温湿度管理、輸送に
当たっての安全確保等、適切
な利用のために館が定める要
件を満たすこと
・重要文化財については、必
要に応じ、文化財保護法第53
条第１項の規定に基づく許可
を得ること
・輸送に係る費用及び保険に
関する費用は主催する者の側
で負担すること
・概ね１ヶ月以内の貸出期間
であること

第３節　移管元行
政機関等の利用

利用促進を図るための
施策が必要である。

C-18 移管元行政機
関等の利用

（1）館は、特定歴史公文書等
を移管した行政機関の長又は
独立行政法人等（以下 C-18に
おいて「移管元行政機関等」
という。）が、法第24条に定め
る利用の特例の適用を求める
場合は、身分証の提示及び行
政機関等利用申込書の提出を
求めるものとする。

（2）移管元行政機関等に属す
る利用請求者が館の外での閲
覧を希望した場合、館は、C-９
の規定に関わらず、１ヶ月を
限度として、その閲覧を認め
ることができる。

（1）館は、特定重要公文書等
を移管した行政機関の長又は
独立行政法人等（以下 C-18に
おいて「移管元行政機関等」
という。）が、法第24条に定め
る利用の特例の適用を求める
場合は、身分証の提示及び行
政機関等利用申込書の提出を
求めるものとする。

（2）移管元行政機関等に属す
る利用請求者が館の外での閲
覧を希望した場合、館は、C-９
の規定に関わらず、１ヶ月を
限度として、その閲覧を認め
ることができる。

同上。

第４節　利用時間
及び休館日
C-19 館の開館

《留意事項》

○館の開館日については、行
政機関の営業日を基本として
考えればよいが、利用者の立
場からすれば、例えば、土曜日、
日曜日にも利用可能な施設で
あることが、その利便性に適
うことが容易に想定される。
従って、体制、経費等を踏ま
えつつ、こうした土曜日、日
曜日の開館についても積極的
に検討を行うことが望まれる。
○館が臨時に休館する理由と
しては、例えば書庫の整理を
行う場合等が考えられる。臨
時の開館、休館、開館時間変
更を行う場合には利用者の利
便性を踏まえ、事前に公表す
ることが必要である。
○館の利用時間についても、
行政機関の営業時間を基本と
して考えればよいが、利用者
の利便性を踏まえ、体制、経
費等を踏まえつつ、昼休み時
間帯の営業についても積極的
に検討を行うことが望まれる。

○館の開館日については、行政
機関の営業日を基本として考
えればよいが、利用者の立場か
らすれば、例えば、土曜日、日
曜日にも利用可能な施設であ
ることが、その利便性に適うよ
うことが容易に想定される。
従って、体制、経費等を踏まえ
つつ、こうした土曜日、日曜日
の開館についても積極的に検
討を行うことが望まれる。
○館が臨時に休館する理由と
しては、例えば書庫の整理を
行う場合等が考えられる。臨
時の開館、休館、開館時間変
更を行う場合には利用者の利
便性を踏まえ、事前に公表す
ることが必要である。
○館の利用時間についても、
行政機関の営業時間を基本と
して考えればよいが、利用者
の利便性を踏まえ、体制、経
費等を踏まえつつ、昼休み時
間帯の営業についても積極的
に検討を行うことが望まれる。

館の努力目標について
詳細に書く必要を認め
ない。
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〈展示会の開催等〉 ○歴史公文書等に関する利用
の促進を図るためには、利用
者からの請求を受けるのみで
はなく、展示会やシンポジウ
ムの開催等の取組を通じて、
国民が歴史公文書等に触れる
機会を数多く用意することで、
国民の歴史公文書等への関心
を高めることも重要である。
そこで、こうした取組を着実
に行うため、年度ごとに計画
を立て、展示会の開催や館内
の見学ツアー等を積極的、効
果的に行う必要がある。
計画の立案に当たっては、展
示テーマの設定（国民の関心
や歴史ドラマ等の内容を踏ま
えること等）や展示会場（デ
パートや博物館の使用、地方
での開催）に工夫を凝らすこ
と、対象者をある程度絞った
展示を行うこと（例えば夏休
みに学生向けの展示を行うこ
と等）、バックヤードツアーも
含めた魅力的な見学プログラ
ムを企画することが考えられ
る。修学旅行や社会科見学の
受入れ等にも積極的に取り組
む必要がある。

○歴史公文書等に関する利用
の促進を図るためには、利用
者からの請求を受けるのみで
はなく、展示会やシンポジウ
ムの開催等の取組を通じて、
国民が歴史公文書等に触れる
機会を数多く用意することで、
国民の歴史公文書等への関心
を高めることも必要である。
そこで、こうした取組を着実
に行うため、年度ごとに計画
を立て、展示会の開催や館内
の見学ツアー等を積極的、効
果的に行う必要がある。
計画の立案に当たっては、展
示テーマの設定（国民の関心
や歴史ドラマ等の内容を踏ま
えること等）や展示会場（デ
パートや博物館の使用、地方
での開催）に工夫を凝らすこ
と、対象者をある程度絞った
展示を行うこと（例えば夏休
みに学生向けの展示を行うこ
と等）、バックヤードツアーも
含めた魅力的な見学プログラ
ムを企画することが考えられ
る。修学旅行や社会科見学の
受入れ等にも積極的に取り組
む必要がある。

同上。

〈展示会の開催等〉 ○また、なるべく多くの利用
者に興味を持ってもらい、歴
史公文書等に関する理解を広
めてもらうためには、保存上
の問題や他の利用者への迷惑、
著作権等の問題が特段に生じ
ない限りは、利用者個人が展
示物を写真等に記録すること
について積極的に認める必要
がある。
○さらに、国立公文書館等と
して定められている施設同士
の連携や博物館等と連携した
取組についても検討すべきで
ある。

不必要・削除 同上。

〈特定歴史公文書等
の貸出し〉

○外部での展示会、イベント等
に対して特定歴史公文書等を
貸し出すことは、展示会の開催
等と同様に、特定歴史公文書等
の利用の促進を図るための重
要な機会である。公共的目的を
もった行事への貸出依頼があ
れば積極的な対応を行うこと
は勿論のこと、地方公共団体を
はじめとした団体への積極的
な働きかけ、特定歴史公文書等
の貸出しの機会の増加に努め
ること必要である。
なお、貸出しに当たって館が
定める要件としては以下のも
のが考えられる。

○外部での展示会、イベント
等に対して特定重要公文書等
を貸し出すことは、展示会の
開催等と同様に、特定重要公
文書等の利用の促進を図るた
めの良い機会である。公共的
目的をもった行事への貸出依
頼に対応するなど、地方公共
団体をはじめとした団体への
積極的な働きかけ、特定重要
公文書等の貸出しの機会の増
加に努めることも必要である。
なお、貸出しに当たって館が
定める要件としては以下のも
のが考えられる。

同上。
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なお、 マスキングによる方法は
作業に一定の時間を要するため、
利用請求者に対して、 あらかじ
め閲覧が可能となる日について
情報提供しておく必要がある。

なお、 マスキングによる方法は
作業に一定の時間を要するため、 
利用請求者に対して、 あらかじ
め閲覧が可能となる日について
情報提供しておく必要がある。

C-10 写しの交付の
方法等

追加（6）写しの交付にあたっ
ては、二部作成し、そのうち
の一部を館に納入しなければ
ならない。

写しについては、事後、
その利用にあたり、不
正な行為等に利用され
る場合もあることも想
定し、写しを受益者負
担で二部作成し、一部
を館に納入させること
で、その抑止とする。

〈写しの交付の方法〉 追加〇利用者は、写しを二部
作成し、一部を館に納入しな
ければならない。

同上。

第２節　利用の促進 努力目標とする。 利用の促進は、館にとっ
て主務ではなく、これ
を強調することで他の
業務に支障が出る場合
も多いため。

第２節　利用の促進
C-13 簡便な方法に
よる利用等

（1）館は、法第16条において利
用が認められている特定歴史
公文書等について、第１節に定
める方法のほか、あらかじめ手
続を定めた上で、簡便な方法

（（2）に定めるものを除く。）に
より利用に供するものとする。

（2）館は、特定歴史公文書等
のデジタル画像等の情報をイ
ンターネットの利用により公
開すること等の方法により、
積極的に一般の利用に供する
ものとする。

（1）館は、法第16条において利
用が認められている特定重要
公文書等について、第１節に定
める方法のほか、あらかじめ手
続を定めた上で、簡便な方法

（（2）に定めるものを除く。）に
より利用に供することができる。

（2）館は、特定歴史公文書等
のデジタル画像等の情報をイ
ンターネットの利用により公
開すること等の方法により、
積極的に一般の利用に供する
よう努力する。

同上。

C-14 展示会の開催
等

館は、年度ごとに計画を定め
た上で、展示会の開催、館内
の見学会その他の取組を行い、
歴史公文書等の利用の促進に
努めなければならない。

館は、年度ごとに計画を定め
た上で、展示会の開催、館内
の見学会その他の取組を行い、
歴史公文書等の利用の促進に
努めるものとする。

展示会の開催等は、館
の主務ではなく、義務
化する必要はない。

《留意事項》
〈簡便な方法による
利用等〉

○また、少なくとも目録上にお
いて「全部利用」とされている
特定歴史公文書等については、
インターネットの利用等によ
り、一般に広く公開することが
できるため、こうした取組につ
いても積極的に行う必要があ
る。なお、インターネットの利
用等により公開されている特定
歴史公文書等は、特段の手続を
経ることなく利用することが可
能であるため、ホームページ上
のしかるべき場所においてその
旨を明記するとともに、ホーム
ページ上で公開されている目録
において、どの特定歴史公文書
等がインターネットの利用等に
より公開されているのか判別で
きるようにしておく必要があ
る。なお、その際、著作権者等
から許諾等が必要なものは、許
諾等を得た上で、行う必要があ
ることに留意する必要がある。

○また、少なくとも目録上にお
いて「全部利用」とされている
特定歴史公文書等については、
インターネットの利用等によ
り、一般に広く公開することが
できるため、こうした取組につ
いても積極的に行うことが望ま
しい。なお、インターネットの
利用等により公開されている特
定歴史公文書等は、特段の手続
を経ることなく利用することが
可能であるため、ホームページ
上のしかるべき場所においてそ
の旨を明記するとともに、ホー
ムページ上で公開されている目
録において、どの特定歴史公文
書等がインターネットの利用等
により公開されているのか判別
できるようにしておく必要があ
る。なお、その際、著作権者等
から許諾等が必要なものは、許
諾等を得た上で、行う必要があ
ることに留意する必要がある。

同上。
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《留意事項》
〈利用制限事由該当
性の審査〉

○利用請求があった特定歴史
公文書等については、法第16条
第１項に規定する利用制限事
由がある場合を除き、利用に供
しなければならない。利用制限
事由の該当性については、適正
な審査を行うため、館において
審査基準を策定し、公表する必
要がある。なお、審査基準の策
定にあたっては、独立行政法人
等においても、意見公募手続等
を活用することが望ましい。

○利用請求があった特定歴史
公文書等については、法第16条
第１項に規定する利用制限事
由がある場合を除き、利用に供
しなければならない。利用制限
事由の該当性については、適正
な審査を行うため、館において
審査基準を策定し、公表する必
要がある。なお、審査基準の策
定にあたっては、独立行政法人
等においても、意見公募手続等
を活用することが望ましい。

○利用制限事由に関する審査
に当たっては、文書が作成され
てからの時の経過とともに、移
管元の組織から意見が付され
ている場合には、その意見を参
酌しなければならない。このう
ち、時の経過の判断に当たって
は、国際的な慣行である30年
ルール（1968年 ICA（国際公文
書館会議）マドリッド大会にお
いて出された、利用制限は原則
として30年を超えないものとす
る考え方）をも踏まえる必要が
ある。なお、時の経過を踏まえ
て行うこととされていること
を踏まえれば、事前審査や利用
請求がなされた場合に利用制
限事由があると判断された特
定歴史公文書等については、審
査を行った日付及び利用制限
を行った理由を記録の上、その
後に利用請求がなされた場合
や一定期間が経過した後に再
審査を行う必要がある。

○利用制限事由に関する審査
に当たっては、文書が作成され
てからの時の経過とともに、移
管元の組織から意見が付され
ている場合には、その意見に準
拠しなければならない。このう
ち、時の経過の判断に当たって
は、国際的な慣行である30年
ルール（1968年 ICA（国際公
文書館会議）マドリッド大会に
おいて出された、利用制限は原
則として30年を超えないものと
する考え方）をも踏まえる必要
がある。なお、時の経過を踏ま
えて行うこととされているこ
とを踏まえれば、事前審査や利
用請求がなされた場合に利用
制限事由があると判断された
特定歴史公文書等については、
審査を行った日付及び利用制
限を行った理由を記録の上、そ
の後に利用請求がなされた場
合や30年等一定期間が経過した
後に再審査を行う必要がある。

30年原則と、移管元の
利用制限事由を尊重す
る。移管元、利用制限
事由にもとづく期間の
設定については、50年、
75年、99年などを設定
し、これを公表する。
これらの特定重要公文
書 の 公 開 に あ た っ て
は、情報公開請求に基
づいて行う。

《留意事項》
〈部分利用〉

○区分の方法は、文書又は図
画であれば、当該特定歴史公
文書等の写しを墨塗りする方
法（マスキング）によること
が原則であるが、この方法で
は作業に一定の時間を必要と
するため、利用請求者の同意
があれば、利用制限情報が記
載されている範囲を被覆（袋
がけ）して区分する方法によ
り利用に供することもできる
ようにしておく必要がある。
マスキングに関しては、利用
制限情報が記載された部分を
原本から除去して（後方部分
を詰めて）、当該文書のコピー
を作成することは適当ではな
いが、例えば、ページ単位で
全部墨塗り状態のものが何
ページにもわたる場合には、
当該墨塗りページを何ページ
も利用に供する必要はなく、
○ページから○ページまでの
部分はすべて利用を制限する
旨説明を付せば足りる。

○区分の方法は、文書又は図
画であれば、当該特定重要公
文書等の写しを墨塗りする方
法（マスキング）によること
が通常であるが、この方法で
は作業に一定の時間を必要と
するため、利用請求者の同意
があれば、利用制限情報が記
載されている範囲を被覆（袋
がけ）して区分する方法によ
り利用に供することもできる
ようにしておく必要がある。
マスキングに関しては、利用
制限情報が記載された部分を
原本から除去して（後方部分
を詰めて）、当該文書のコピー
を作成することは適当ではな
いが、例えば、ページ単位で
全部墨塗り状態のものが何
ページにもわたる場合には、
当該墨塗りページを何ページ
も利用に供する必要はなく、
○ページから○ページまでの
部分はすべて利用を制限する
旨説明を付せば足りる。

部分利用にあたり、マ
スキングあるいは袋掛
けとするかは、その範
囲・分量にもとづき、
利用者を斟酌して国立
公文書館等が判断して
行う。また、その方法
についてガイドライン
に詳しく掲載する必要
はない。
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《留意事項》
〈永久保存の原則〉

〈永久保存の原則〉 〈永久保存の方法〉 「原則」にあって国立公
文書館を一例として挙
げられているが、施設
整備面でこれに完全に
準拠する施設を整備す
ることは困難であるた
め。書庫内の環境整備
については、努力目標
とすべきである。

〈複製物〉 ○館は、特定歴史公文書等に
ついて、永久保存の義務を果
たすために、劣化要因を除き、
各々の媒体に適した環境で保
存する必要がある。こうした
状況においても、国民が特定
歴史公文書等に触れる機会を
減らさないようにするために
は、適宜、適切な複製物を作
成しておくことが不可欠であ
る。特に、劣化が進行し、利
用に際して破損を招く可能性
のある特定歴史公文書等につ
いては、早い段階で複製物を
作成し、適切な保存と利用の
両立を図ることが重要である。
また、電子媒体による複製物
を作成することは、インター
ネットの利用等により、国民
が特定歴史公文書等に触れる
機会を提供することにもつな
がる。
こうした点を踏まえ、館にお
いては、単に数値目標を定め
るのみではなく、内容、保存
状態、作成からの時の経過、
想定される利用頻度を踏まえ、
①どのような特定歴史公文書
等について、②どの媒体で、
作成するかにつき、予算規模
も踏まえつつ、あらかじめ計
画を定めた上で、複製物を作
成しなければならない。

○館は、特定重要公文書等に
ついて、永久保存の義務を果
たすために、劣化要因を除き、
各々の媒体に適した環境で保
存する必要がある。こうした
状況においても、国民が特定
歴史公文書等に触れる機会を
減らさないようにするために
は、適宜、適切な複製物を作
成しておくことが必要がある。
特に、劣化が進行し、利用に
際して破損を招く可能性のあ
る特定歴史公文書等について
は、早い段階で複製物を作成
し、適切な保存と利用の両立
を図ることが重要である。ま
た、電子媒体による複製物を
作成することは、インターネッ
トの利用等により、国民が特
定歴史公文書等に触れる機会
を提供することにもつながる。
こうした点を踏まえ、館にお
いては、単に数値目標を定め
るのみではなく、内容、保存
状態、作成からの時の経過、
想定される利用頻度を踏まえ、
①どのような特定重要公文書
等について、②どの媒体で、
作成するかにつき、予算規模
も踏まえつつ、あらかじめ計
画を定めた上で、複製物を作
成する必要がある。

複製物の作成は、義務
的項目とは考えにくい
ため、修正した。

第 C 章　利用
C-2 利用請求の取
扱い　

（1）②当該特定歴史公文書等が
その全部又は一部を一定の期間
公にしないことを条件に法人等
又は個人から寄贈され、又は寄
託されたものであって、当該期
間が経過していない場合

削除

（2）館は、利用請求に係る特
定歴史公文書等が（1）①に該
当するか否かについて判断す
るに当たっては、当該特定歴
史公文書等が行政文書（法人
文書）として作成又は取得さ
れてからの時の経過を考慮す
るとともに、当該特定歴史公
文書等に法第８条第３項又は
第11条第５項の規定による意
見が付されている場合には、
当該意見を参酌する。

（2）館は、利用請求に係る特
定歴史公文書等が（1）①に該
当するか否かについて判断す
るに当たっては、当該特定歴
史公文書等が行政文書（法人
文書）として作成又は取得さ
れてからの時の経過を考慮す
るとともに、当該特定歴史公
文書等に法第８条第３項又は
第11条第５項の規定による意
見が付されている場合には、
当該意見に準拠する。

機関アーカイブズとし
て、移管元の意見を尊
重する。
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〈寄贈・寄託された
文書の受入れ〉

○国立公文書館等においては、
法人等又は個人から歴史公文
書等の寄贈又は寄託を受ける
ことができる。法人等又は個
人から特定の文書の寄贈又は
寄託の申し出があった場合、
国立公文書館等は、『行政文書
の管理に関するガイドライン』
の別表第２の「１基本的考え
方」等を踏まえ、当該文書が
歴史公文書等に該当するかを
審査し、該当する場合にのみ
受入れを行う。なお、当該受
入れの判断を行うに際しては、
当該文書の内容等に照らし、
これを特定歴史公文書等とし
て取り扱うことにより当該文
書の著作権者等の権利を不当
に害することにならないかと
いう観点についても慎重に検
討するものとする。

削除 同上。

○寄贈・寄託された文書の利
用の制限を行う範囲、期間に
ついては、寄贈者・寄託者の
意向を尊重して設定する（法
第16条第１項第４号）。ただし、
利用を制限する場合の期間に
ついては、法において「一定
の期間」との規定がなされて
いることから、無期限ではな
く、有期の期間を設定する必
要がある。
○利用の制限に関する設定を
済ませた後は、行政機関及び
独立行政法人等から受け入れ
た場合と同様、 くん蒸、 ウイル
スチェック（検疫）、 媒体変換、
綴じ直しや皺伸ばしといった
簡単な修復等の保存に必要な
措置を施した上で、識別番号
の付与を行い、目録を作成し
た上で、１年以内に排架を行う。

削除 同上。

第２節　保存
B-5 複製物 館は、特定歴史公文書等につ

いて、その保存及び利便性の
向上のために、それぞれの特
定歴史公文書等の内容、保存
状態、時の経過、利用の状況
等を踏まえた複製物作成計画
を定めた上で、適切な記録媒
体による複製物を作成する。

館は、特定歴史公文書等につ
いて、その保存及び利便性の
向上のために、それぞれの特
定歴史公文書等の内容、保存
状態、時の経過、利用の状況
等を踏まえた複製物作成計画
を定めた上で、適切な記録媒
体による複製物を作成するこ
とが望ましい。

複製物の作成は、義務
的項目とは考えにくい
ため、修正した。

B-7 目録の作成及
び公表

（1）館は、特定歴史公文書等
に関して、次の各号に掲げる
事項について１つの集合物ご
とに記載した目録を作成する。
①分類及び名称
②移管又は寄贈若しくは寄託
をした者の名称又は氏名
③移管又は寄贈若しくは寄託
を受けた時期

（1）館は、特定重要公文書等
に関して、次の各号に掲げる
事項について１つの集合物ご
とに記載した目録を作成する。
①分類及び名称
②移管元の名称又は氏名
③移管又は寄贈若しくは寄託
を受けた時期

機関アーカイブズとし
て、所蔵する重要公文
書は、全て移管による
ため、修正した。
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〈利用制限事由の該
当性の事前審査〉

○特定歴史公文書等は、法第
16条第１項に掲げる利用制限
事由に該当する場合を除き、
利用に供することとなる。こ
の点、利用請求の度に逐一そ
の該当性の有無を審査する場
合、請求から利用までに相当
の時間を要する可能性があり、
また、利用の制限に関する判
断が保留となっては、インター
ネットの利用等による公開に
関しても支障を及ぼすことと
なる。
そこで、こうした不都合を少
なくするため、少なくとも利
用頻度が高いことが予想され
る特定歴史公文書等について
は、事前に該当性の有無を審
査し、速やかに利用に供せる
ようにしておくのが事前審査
の仕組みである。
この事前審査は、利用者がど
のタイミングでどのような特
定歴史公文書等を利用するこ
とができるかを決める要素と
なるため、①どのような特定
歴史公文書等について、②ど
の程度審査を済ませておくか、
について、予め方針を立て計
画的に行わなければならない。
利用頻度が高いことが予想さ
れるカテゴリに属する特定歴
史公文書等はあらかじめすべ
ての審査を済ませておく（「全
部利用」、「一部利用」、「利用
不可」に振り分け）必要があり、
それ以外のものについても可
能な限り審査を済ませておけ
るようにしておく必要がある。
また、この事前審査により利
用に供することが可能となっ
た特定歴史公文書等について
は、利用請求時に利用制限事
由の該当性に関する審査を経
ることなく利用に供すること
ができるだけでなく、インター
ネットの利用等により積極的
に提供することができるため、
方針の策定に当たっては、複
製物の作成計画（B-5）との連
携も図る必要がある。
なお、法第16条第２項におい
て、利用制限事由の該当性を
判断する際には、時の経過を
踏まえて行うこととされてい
るため、事前審査において「一
部利用」、「利用不可」となっ
た特定歴史公文書等について
も、利用請求がなされた場合、
又は一定期間が経過した後に
再審査を行う必要がある。

○特定重要公文書等は、法第
16条第１項に掲げる利用制限
事由に該当する場合を除き、
利用に供することとなる。こ
の点、利用請求の度に逐一そ
の該当性の有無を審査する場
合、請求から利用までに相当
の時間を要する可能性があり、
また、利用の制限に関する判
断が保留となっては、インター
ネットの利用等による公開に
関しても支障を及ぼすことと
なる。
そこで、こうした不都合を少
なくするため、少なくとも利
用頻度が高いことが予想され
る特定重要公文書等について
は、事前に該当性の有無を審
査し、速やかに利用に供せる
ようにしておくことが望まし
い。
この事前審査は、利用者がど
のタイミングでどのような特
定歴史公文書等を利用するこ
とができるかを決める要素と
なるため、①どのような特定
歴史公文書等について、②ど
の程度審査を済ませておくか、
について、予め方針を立て計
画的に行わなければならない。
利用頻度が高いことが予想さ
れるカテゴリに属する特定重
要公文書等はあらかじめすべ
ての審査を済ませておく（「全
部利用」、「一部利用」、「利用
不可」に振り分け）など、計
画的にすすめることが望まし
い。
また、この事前審査により利
用に供することが可能となっ
た特定歴史公文書等について
は、利用請求時に利用制限事
由の該当性に関する審査を経
ることなく利用に供すること
ができるだけでなく、インター
ネットの利用等により積極的
に提供することができるため、
方針の策定に当たっては、複
製物の作成計画（B-5）との
連携も図る必要がある。
なお、法第16条第２項におい
て、利用制限事由の該当性を
判断する際には、30年原則を
踏まえ、移管元の行政機関と
協議し、事前審査において「一
部利用」、「利用不可」となっ
た特定重要公文書等について
も、利用請求がなされた場合、
又は一定期間が経過した後に
再審査を行う必要がある。

同上。なお、事前審査
の計画性、利用等につ
いては国立公文書館等
の 裁 量 権 の 範 囲 で あ
り、ガイドラインに掲
載 す べ き 内 容 で は な
い。また、本改正試案
において、中間書庫を
廃止するため、国立公
文書館等には、いわゆ
る「半現用」の行政文
書ファイル等が移管さ
れることとなる。この
ことを前提に、事前審
査内容についても修正
した。
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現行 修正案 理由
全体 歴史公文書 重要公文書 「歴史的」であること

と、保存すべき文書の
価値については、同一
でないため。

全体 特定歴史公文書 特定重要公文書 同上。
第Ａ章　総則 保存   
A-2 定義

この規則において「特定歴史
公文書等」とは、法第２条第
７項に規定する特定歴史公文
書等のうち、館に移管され、
又は寄贈され、若しくは寄託
されたもの及び法の施行の際、
現に館が保存する歴史公文書
等（現用のものを除く。）をいう。

この規則において「特定重要
公文書等」とは、法第２条第
７項に規定する特定重要公文
書等のうち、館に移管され、
又は寄贈され、若しくは寄託
されたもの及び法の施行の際、
現に館が保存する重要公文書
等（現用のものを除く。）をいう。

法二条第７項を改正。
機関アーカイブズとし
て、特定重要公文書は、
移管文書等とする。

B-2 寄贈・寄託さ
れた文書の受入れ

（1）館は、法人その他の団体（国
及び独立行政法人等を除く。
以下「法人等」という。）又は
個人から特定の文書を寄贈又
は寄託する旨の申出があった
場合、当該文書が歴史公文書
等に該当すると判断する場合
には、当該文書を受け入れる
ものとする。

削除 個人文書および団体文
書等、所有が移動した
公文書については、機
関アーカイブズにおけ
る重要公文書とせず、
法 第 二 条 第 ５ 項 四 の

「歴史的若しくは文化
的な資料又は学術研究
用の資料」とし、国立
公 文 書 館 等 に お い て
は、移管にかかる重要
公文書（特定重要公文
書）とはしない。現行
のガイドラインでは、
公文書と私文書が混在
している寄贈・寄託さ
れた文書を整理し、配
架することは事実上、
不可能であるため。

（2）館は、（1）に基づき受け
入れた特定歴史公文書等につ
いて、寄贈又は寄託をした者
の希望に応じ、利用の制限を
行う範囲及びこれが適用され
る期間を定めた上で、次に掲
げる措置を施し、原則として
受入れから１年以内に排架を
行うものとする。
①くん蒸その他の保存に必要
な措置
② B-4（4）に定める識別番号
の付与
③ B-7（1）に定める目録の作
成

削除 同上。

《留意事項》
〈行政機関や独立行
政法人等からの受
入れ〉

○受入れを行った後、くん蒸、
ウイルスチェック（検疫）、媒
体変換、綴じ直しや皺伸ばし
といった簡単な修復等の保存
に必要な措置を施した上で、
識別番号の付与、利用制限事
由の該当性の事前審査を行い、
目録を作成した上、１年以内
に排架を行う。

○受入れを行った後、くん蒸、
ウイルスチェック（検疫）、媒
体変換、綴じ直しや皺伸ばし
といった簡単な修復等の保存
に必要な措置を施した上で、
識別番号の付与し、目録を作
成した上、１年以内に排架を
行う。この間、利用制限事由
の該当性の事前審査を行うこ
とが望ましい。

利用制限事由の該当性
チェックは、大変な作
業量であり、一年以内
で完了しえない。この
ため、義務的記述では
ない形にした。

特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関するガイドライン
（平成23年４月１日内閣総理大臣決定 )
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記している。なお、法第８条
第４項に基づき、歴史公文書
等に関し専門的知見を有する
独立行政法人国立公文書館に
報告・資料提出の求めや実地
調査をさせることができる。

なお、法第８条第４項に基づ
き、歴史公文書等に関し専門
的知見を有する独立行政法人
国立公文書館に報告・資料提
出の求めや実地調査をさせる
ことができる。

第９　研修
２　研修への参加
文書管理者は、総括文書管理
者及び独立行政法人国立公文
書館その他の機関が実施する
研修に職員を積極的に参加さ
せなければならない。

２　研修への参加
文書管理者は、総括文書管理
者及び独立行政法人国立公文
書館等が実施する研修に職員
を積極的に参加させなければ
ならない。

「その他の機関」では具
体性がなく、研修の主
体は、「国立公文書館
等」とする。

〈研修の効果的実施〉○行政機関内部や独立行政法
人国立公文書館における研修
だけでなく、民間の専門的知見
を有する者による外部研修を
活用することにより、多様な知
識・技能等を習得させ研修効果
を高めることも考えられる。

○行政機関内部や独立行政法
人国立公文書館における研修
だけでなく、国立公文書館等
の専門的知見を有する者によ
る研修も活用することが望ま
しい。

研修については、主体
として国立公文書館等
において行うことが必
要であり、民間の専門
的知見については、補
助的な役割とすべきで
ある。

第10　補則
《留意事項》 ○各行政機関の必要性等に応

じ、国民への閲覧、秘密文書
の取扱い、非常時（災害発生時）
における行政文書の取扱い等
について、定めるものとする。

○各行政機関の必要性等に応
じ、国民への閲覧、秘密文書
の取扱い、非常時（災害発生時）
における行政文書の取扱い等
について、定めるものとする。

各行政機関で、機密度
の指定と、その取扱に
ついては、最終的には、
国家的な法制が必要で
あると考えている。

別表１　行政文書
の保存期間基準
１法令の制定又は
改廃及びその経緯   
以下、同様の修正

（２条約その他の国
際約束の締結及び
その経緯を除く）

・基本方針 ・基本方針及びその策定経緯 策定経緯も含めて記録
化するため。

・基本計画 ・基本計画及びその策定経緯 策定経緯も含めて記録
化するため。

③立案の検討に関
する調査研究文書
加筆

・情報収集
・分析

状況調査、ヒアリング
等についての分析資料
も重要であるため。

３政令の制定又は
改廃及びその経緯
９　他の行政機関
に対して示す基準
の設定及びその経
緯

9　他の行政機関に対して示す
基準の設定及びその経緯

9　他の行政機関等に対して示
す基準の設定及びその経緯

独立行政法人、国立大
学法人等を含むため。

別表第２　保存期
間満了時の措置の
設定基準
１基本的考え方 「歴史資料として重要な公文書

その他の文書」
「重要な公文書その他の文書」

【Ⅰ】国の機関及び独立行政法
人等の組織及び機能並びに政
策の検討過程、決定、実施及
び実績に関する重要な情報が
記録された文書

【Ⅰ】国の機関及び独立行政法
人等の組織及び機能並びに政
策の情報収集、検討過程、決定、
実施及び実績に関する重要な
情報が記録された文書
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〈保存期間の延長〉 ○文書管理者は、施行令第９
条第２項に基づき、職務の遂
行上必要があると認めるとき
は、その必要な限度において、
一定の期間を定めて当該保存
期間を延長することができる
が、この場合において、延長
する期間及び延長の理由を、
第８-３-（1）の報告（法第９条）
に明確に記載して、総括文書
管理者を通じ、内閣府に報告
しなければならない。内閣府
は、例えば、職務遂行上の必
要性が乏しいにもかかわらず、
当該保存期間を延長した場合
の延長後の保存期間が通算で
60年を超える場合など、その
延長期間・理由に合理性がな
いと考えられる場合は、改善
を求めることができる。

○文書管理者は、施行令第９条
第２項に基づき、職務の遂行上
必要があると認めるときは、そ
の必要な限度において、一定の
期間を定めて当該保存期間を延
長することができるが、この場
合において、延長する期間及び
延長の理由を、第８-３-（1）の
報告（法第９条）に明確に記載
して、総括文書管理者を通じ、
内閣府に報告しなければならな
い。内閣府は、例えば、職務遂
行上の必要性が乏しい場合及び
保存期限延長理由に合理性がな
い場合、延長後の保存期間が通
算で50年を超える場合など、改
善を勧告しなければならない。
また、保存期間については、75
年を一つの限度とし、最長でも
99年とし、独立法人国立公文書
館に移管しなければならない。

保存期間の延長につい
て具体性がなく、その
上限についてもあいま
いであるため、明確化
した。

○内閣府においては、法第９
条第２項に基づく報告概要の
公表の中で、延長する期間及
び延長の理由を公表すること
を予定している。

○内閣府においては、法第９
条第２項に基づく報告概要の
公表の中で、延長する期間及
び延長の理由を公表すること
を予定している。

第８　点検・監査
及び管理状況の報
告等

《留意事項》
〈点検・監査の意義〉

○監査に民間の専門的知見を
活用することも考えられる。監
査責任者は、このような外部監
査を実施する場合においても、
外部監査実施者に文書管理者
の点検結果等の情報提供を行
うなど、計画的かつ効果的に監
査を実施することが重要であ
る。また、外部監査実施後は、
外部監査実施者の報告内容を
十分分析し、総括文書管理者に
報告することが必要である。

○内閣府記録管理局による外
部監査を行う。

内閣府記録管理局に監
査機能を付与すること
によって公文書の一元
的管理を強化するため。

○なお、各行政機関における行
政文書ファイル等の紛失及び
誤廃棄の状況については、第８
-３-（1）の管理状況の報告事項
とすることを予定している。

○なお、各行政機関における行
政文書ファイル等の紛失及び
誤廃棄の状況については、第８
-３-（1）の管理状況の報告事項
とすることを予定している。

第８　点検・監査
及び管理状況の報
告等

〈管理状況の報告・
実地調査・改善勧告〉

○また、内閣府は、第三者的
観点から、このような定期報
告に加え、法第９条第３項に
基づき、文書管理上の問題発
生時や、制度運営上、特定の
行政文書の取扱いについて検
討の必要が生じたときなどに、
報告や関係資料の提出を求め、
又は、実地調査をすることが
できる。このような場合、総
括文書管理者が必要な協力を
行うことを第８-３-（2）で明

○また、内閣府は、第三者的
観点から、このような定期報
告に加え、法第９条第３項に
基づき、文書管理上の問題発
生時や、制度運営上、特定の
行政文書の取扱いについて疑
義が生じたときなど、報告や
関係資料の提出を求め、監査
を行う。このような場合、総
括文書管理者が必要な協力を
行わなければならないことを
第８-３-（2）で明記している。

監査機能を内閣府に付
与する。罰則規定を盛
り込むことも検討課題
である。
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第４　整理
《留意事項》
〈分類の意義・方法〉

○分類に当たっては、行政文書
の枚数や分類の項目数の目途を
示すことも考えられる。
例えば、紙フォルダを用いる場
合は、①小分類は行政文書の枚
数にして100枚±50枚程度、②
中分類は小分類の項目数にして
10項目±５項目程度、③大分類
は中分類の項目数にして５項目
±３項目程度とするなどである。

○分類に当たっては、行政文書
の枚数や分類の項目数の目途を
示すことも考えられる。
例えば、紙フォルダを用いる場
合は、①小分類は行政文書の枚
数にして100枚±50枚程度、②
中分類は小分類の項目数にして
10項目±５項目程度、③大分類
は中分類の項目数にして５項目
±３項目程度とするなどである。

組 織 共 用 の 行 政 文 書
ファイルの多くは、簿
冊形態を採っており、
紙フォルダを用いるこ
とは稀である。敢て、
紙フォルダ化を推進せ
んとするかの本事項に
ついては、誤解を招き
やすいので削除。

〈その他適切な保存
を確保するための
措置〉

○ファイリング用具（例：紙フォ
ルダ、バインダー、保存箱等）
の見出しや背表紙等の表示内
容（例：管理者、保存期間満了
日、保存期間満了時の措置等）
について、誤廃棄や散逸防止等
の観点から、行政文書ファイル
管理簿の記載内容と齟齬が生
じないよう、十分に確認するこ
とが必要である。

○ファイリング用具（例：紙フォ
ルダ、バインダー、保存箱等）
の見出しや背表紙等の表示内
容（例：管理者、保存期間満了
日、保存期間満了時の措置等）
について、誤廃棄や散逸防止等
の観点から、行政文書ファイル
管理簿の記載内容と齟齬が生
じないよう、十分に確認するこ
とが必要である。

同上

第７　移管、廃棄
又は保存期間の延長
１　保存期間が満
了したときの措置

（3）総括文書管理者は、（2）の
同意に当たっては、必要に応じ、
独立行政法人国立公文書館の
専門的技術的助言を求めるこ
とができる。

（3）総括文書管理者は、（2）の
同意に当たっては、必要に応じ、
国立公文書館等の専門的技術
的助言を求めることができる。

地方における分館設置
を考慮し、国立公文書
館等（公文書管理法第
二条第三項）とした。

２　移管又は廃棄 （2）文書管理者は、（1）の規
定により、保存期間が満了し
た行政文書ファイル等を廃棄
しようとするときは、あらか
じめ、総括文書管理者を通じ
内閣府に協議し、その同意を
得なければならない。この場
合において、内閣府の同意が
得られないときは、当該文書
管理者は、総括文書管理者を
通じ内閣府と協議の上、当該
行政文書ファイル等について、
新たに保存期間及び保存期間
の満了する日を設定しなけれ
ばならない。

（2）文書管理者は、（1）の規定
により、保存期間が満了した行
政文書ファイル等を廃棄しよ
うとするときは、あらかじめ、
総括文書管理者を通じ内閣府
に協議し、国立公文書館長の同
意を得なければならない。この
場合において、国立公文書館長
の同意が得られないときは、当
該文書管理者は、総括文書管理
者を通じ内閣府と協議の上、当
該行政文書ファイル等につい
て、新たに保存期間及び保存期
間の満了する日を設定しなけ
ればならない。

行政文書の移管・廃棄
権限については、国立
公文書館に付与する。
なお、「内閣府」は、総
務 省 と な る 場 合 も あ
り、また、より詳細に
内閣府公文書管理局等
と記載すべきかもしれ
ない。なお、この点に
ついては、本文を参照
されたい。

《留意事項》
〈保存期間が満了し
たときの措置〉

○本措置の定めについては、必
要に応じ、独立行政法人国立公
文書館の専門的技術的助言を
求めることができるとしている。

○本措置の定めについては、必
要に応じ、国立公文書館等の専
門的技術的助言を求めること
ができるとしている。

上記「１　保存期間が
満了したときの措置」
に同じ。

〈移管又は廃棄〉 ○内閣府においては、第８-３
-（1）の報告（法第９条）により、
歴史公文書等に該当するか否
かについての各行政機関にお
ける評価・選別をチェックし
ているが、歴史公文書等の独
立行政法人国立公文書館（施
行令第10条ただし書において
他の施設に移管することとさ
れている行政機関については
当該施設）への確実な移管を
確保するため、第７-２-（2）
において、廃棄に当たっての
内閣府の事前同意の仕組みを
設けている。

○内閣府においては、第８-３-
（1）の報告（法第９条）により、
重要公文書等に該当するか否か
についての各行政機関における
評価・選別をチェックしている
が、重要公文書等の独立行政法
人国立公文書館（施行令第10条
ただし書において他の施設に移
管することとされている行政機
関については当該施設）への確
実な移管を確保するため、第７
-２-（2）において、廃棄に当たっ
ての内閣府記録管理局への協議
と国立公文書館長の事前同意の
仕組みを設けている。

国立公文書館長に廃棄
権を与えるため。
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決定することが必要である。
このように行政機関の意思決
定に当たっては文書を作成し
て行うことが原則であるが、
当該意思決定と同時に文書を
作成することが困難であると
きは、事後に文書を作成する
ことが必要である。

して決定することが必要であ
る。このように行政機関の意思
決定に当たっては文書を作成
して行うことが原則であるが、
当該意思決定と同時に文書を
作成することが困難であると
きは、事後に文書を作成するこ
とが必要である。

加筆 〇「調査に関する文書の作成」
については、〇〇省において行
われる諸調査について、その結
果として統計・文書を調製する
必要がある。同時に、調査を行
うに至った経緯、その調査の分
析についても文書を作成する
ことが必要である。

〇「事務及び事業の実績に関す
る文書作成」については、行
政機関の諸活動の成果である
事務及び事業の実績を適当と
認める段階で文書化すること
が必要である。例えば、同一
日に同一人から断続的に行わ
れた相談への対応について、
最後の相談が終了した後に文
書を作成することなどが考え
られる。

〇「事務、事業の執行及び実績
に関する文書作成」については、
地方支分部局も含めて行政機関
による執行過程及びその成果と
しての事務・事業の実績につい
て適当と認められる段階で文書
化する必要がある。例えば、地
方支分部局における監査記録、
公共事業等予算執行関係、地方
公共団体との交渉等について文
書を作成しなければならない。

政策執行過程、各種監
査記録、予算執行、地
方公共団体との交渉等
に関する文書も作成し
なければならない。、

〈歴史的緊急事態に対応する会議
等における記録の作成の確保〉

〈歴史的緊急事態に対応する会議
等における記録の作成の確保〉

以下、「歴史的」という
概念は使用しない。゜

○国家・社会として記録を共有
すべき歴史的に重要な政策事
項であって、社会的な影響が大
きく政府全体として対応し、そ
の教訓が将来に生かされるよ
うなもののうち、国民の生命、
身体、財産に大規模かつ重大な
被害が生じ、又は生じるおそれ
がある緊急事態（以下「歴史的
緊急事態」という。）に政府全
体として対応する会議その他
の会合（第３及び第８の留意事
項において「会議等」という。）

○国家・社会として記録を共有
すべき歴史的に重要な政策事
項であって、社会的な影響が大
きく政府全体として対応し、そ
の教訓が将来に生かされるよ
うなもののうち、国民の生命、
身体、財産に大規模かつ重大な
被害が生じ、又は生じるおそれ
がある緊急事態（以下「歴史的
緊急事態」という。）に政府全
体として対応する会議その他
の会合（第３及び第８の留意事
項において「会議等」という。）

緊急事態にあっても、
基本的に通常通り、文
書を作成することは勿
論であるが、特に、政
府による緊急事態宣言
等がなされた場合が緊
急事態とする。なお、
本件については、閣議
決定を必要とする。

については、将来の教訓として
極めて重要であり、以下のとお
り、会議等の性格に応じて記録
を作成するものとする。
なお、個別の事態が歴史的緊急
事態に該当するか否かについ
ては、公文書管理を担当する大
臣が閣議等の場で了解を得て
判断する。

については、将来の教訓として
極めて重要であり、以下のとお
り、会議等の性格に応じて記録
を作成するものとする。
なお、個別の事態が歴史的緊急
事態に該当するか否かについ
ては、政府による緊急事態宣言、
激甚災害に対処するための特
別の財政援助等に関する法律

（激甚災害法）に基づく激甚災
害及び特定非常災害特別措置
法に基づく特定非常災害等が
指定された際、自動的に文書の
作成を行うものとする。
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二　第十条第三項、第二十五
条又は第二十七条第三項の規
定による同意をしようとする
とき。
三　第三十一条の規定による
勧告をしようとするとき。

二　第十条第三項、第二十五
条又は第二十七条第三項の規
定による同意をしようとする
とき。
三　第三十一条の規定による
勧告をしようとするとき。

第三十一条 内閣総理大臣は、この法律を
実施するため特に必要がある
と認める場合には、行政機関
の長に対し、公文書等の管理
について改善すべき旨の勧告
をし、当該勧告の結果とられ
た措置について報告を求める
ことができる。

内閣総理大臣は、この法律を
実施するため特に必要がある
と認める場合には、行政機関
の長に対し、公文書等の管理
について改善すべき旨の命令
をし、当該命令の結果とられ
た措置について報告しなけれ
ばならない。

内閣府に公文書管理に
関する監察権を付与す
る。

第三十二条第２項 国立公文書館は、行政機関及
び独立行政法人等の職員に対
し、歴史公文書等の適切な保
存及び移管を確保するために
必要な知識及び技能を習得さ
せ、及び向上させるために必
要な研修を行うものとする。

国立公文書館等は、行政機関
及び独立行政法人等の職員に
対し、重要公文書等の適切な
保存及び移管を確保するため
に必要な知識及び技能を習得
させ、及び向上させるために
必要な研修を行うものとする。

研修については、国立
公文書館等においても
実態上、行っているた
め。

現行 修正案 理由
全体 歴史公文書 重要公文書 「歴史的」であること

と、保存すべき文書の
価値については、同一
でないため。

全体 特定歴史公文書 特定重要公文書
第２　管理体制

《留意事項》
〈その他〉

○文書管理に関する専門家（レ
コードマネージャー、アーキ
ビスト等）を積極的に活用し、
専門的、技術的視点から職員
を支援することも考えられる。

○文書管理に関する専門家（レ
コードマネージャー、アーキ
ビスト等）を積極的に活用し、
専門的、技術的視点から職員
を支援することも考えられる。

現状において、「レコー
ドマネジャー、アーキ
ビイスト」という国家
資格は存在しない。こ
の点、特定の団体等と
の関係性から、名称は
改めて考慮すべきであ
り、ガイドラインより
除外した。

第３　作成
《留意事項》
〈文書主義の原則〉

「行政機関の意思決定及び事務
事業の実績」

行政機関における調査・経緯
も含めた意思決定に至る過程
並びに当該行政機関の事務、
事業の執行及び実績

日本の官僚組織は、企
画・立案にのみ特化し
た組織ではない。一大
調査機関であるととも
に、監督官庁としての
機能も有している。そ
のため、この点を考慮
し、文面を書き改めた。

○「意思決定に関する文書作
成」については、①法第４条
に基づき必要な意思決定に至
る経緯・過程に関する文書が
作成されるとともに、②最終
的には行政機関の意思決定の
権限を有する者が文書に押印、
署名又はこれらに類する行為
を行うことにより、その内容
を当該行政機関の意思として

○「意思決定に関する文書作成」
については、①法第４条に基づ
き必要な意思決定に至る経緯・
過程に関する文書（案及び写を
含む）が作成されるとともに、
②最終的には行政機関の意思
決定の権限を有する者が文書
に押印、署名又はこれらに類す
る行為を行うことにより、その
内容を当該行政機関の意思と

意思決定に至る経緯・
過程における「案」や

「写」についても重要で
あるため。

行政文書の管理に関するガイドライン修正案 (平成23年４月１日内閣総理大臣決定 )
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第十九条第１項 国立公文書館等の長が特定歴
史公文書等を利用させる場合
には、文書又は図画については
閲覧又は写しの交付の方法に
より、電磁的記録についてはそ
の種別、情報化の進展状況等を
勘案して政令で定める方法に
より行う。ただし、閲覧の方法
により特定歴史公文書等を利
用させる場合にあっては、当該
特定歴史公文書等の保存に支
障を生ずるおそれがあると認
めるときその他正当な理由が
あるときに限り、その写しを閲
覧させる方法により、これを利
用させることができる。

国立公文書館等の長が特定重
要公文書等を利用させる場合
には、文書又は図画については
閲覧又は写しの交付の方法に
より、電磁的記録についてはそ
の種別、情報化の進展状況等を
勘案して政令で定める方法に
より行う。ただし、閲覧の方法
により特定重要公文書等を利
用させる場合にあっては、当該
特定歴史公文書等の保存に支
障を生ずるおそれがあると認
めるときその他正当な理由が
あるときに限り、その写しを閲
覧させる方法により、これを利
用させることができる。

写 の 交 付 等 に つ い て
は、各国立公文書館等
の自由裁量権の範囲で
あるため。

第二十条第１項 写しの交付により特定歴史公
文書等を利用する者は、政令
で定めるところにより、手数
料を納めなければならない。

写しの交付により特定重要公
文書等を利用する者は、政令
で定めるところにより、手数
料を納めなければならない。

手数料等については、
各国立公文書館等の自
由裁量権の範囲である
ため。

第二十条第２項 前項の手数料の額は、実費の
範囲内において、できる限り
利用しやすい額とするよう配
慮して、国立公文書館等の長
が定めるものとする。

前項の手数料の額は、実費の
範囲内において、できる限り
利用しやすい額とするよう配
慮して、国立公文書館等の長
が定めるものとする。

手数料等は、国立公文
書館等の裁量権の範囲
である。

第二十三条 国立公文書館等の長は、特定
歴史公文書等（第十六条の規
定により利用させることがで
きるものに限る。）について、
展示その他の方法により積極
的に一般の利用に供するよう
努めなければならない。

国立公文書館等の長は、特定
重要公文書等（第十六条の規
定により利用させることがで
きるものに限る。）について、
展示その他の方法により積極
的に一般の利用に供するよう
努めなければならない。

国立公文書館等にとっ
ては、重要公文書の保
存、公開が本義であり、
利用促進は、第二義的
なものであるため。

第二十四条 特定歴史公文書等を移管した
行政機関の長又は独立行政法
人等が国立公文書館等の長に
対してそれぞれその所掌事務
又は業務を遂行するために必
要であるとして当該特定歴史
公文書等について利用請求を
した場合には、第十六条第一
項第一号又は第二号の規定は、
適用しない。

特定重要公文書等を移管した
行政機関の長又は独立行政法
人等が国立公文書館等の長に
対してそれぞれその所掌事務
又は業務を遂行するために必
要であるとして当該特定重要
公文書等について利用請求を
した場合には、早急に対応し
なければならない。なお、そ
の利用に供するに第十六条第
一項第一号又は第二号の規定
は、適用しない。

行政利用の促進を図る
ため。

第二十九条　 内閣総理大臣は、次に掲げる
場合には、委員会に諮問しな
ければならない。
一　第二条第一項第四号若し
くは第五号、第三項第二号、
第四項第三号若しく第五項第
三号若しくは第四号、第五条
第一項若しくは第三項から第
五項まで、第七条、第十条第
二項第七号、第十一条第二項
から第四項まで、第十五条第
四項、第十七条、第十八条第
一項から第三項まで、第十九
条又は第二十条第一項の政令
の制定又は改廃の立案をしよ
うとするとき。

内閣総理大臣は、次に掲げる
場合には、委員会に諮問しな
ければならない。
一　第二条第一項第四号若し
くは第五号、第三項第一号若
しくは第二号、第四項第三号
若しく第五項第三号若しくは
第四号、第五条第一項若しく
は第三項から第五項まで、第
七条、第十条第二項第七号、
第十一条第二項から第四項ま
で、第十五条第四項、第十七条、
第十八条第一項から第三項ま
で、第十九条又は第二十条第
一項の政令の制定又は改廃の
立案をしようとするとき。

「国立公文書館の設置す
る公文書館」、分館は、
地方支分部局にともな
い設置するに際しては、
審議対象とする。第十九
条、第二十条は、国立
公文書館等におけいて
自由裁量で行うため、削
除する。第三十一条に
ついては、後述。
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第十四条第２項・
第３項

２　内閣総理大臣は、前項の
協議による定めに基づき、歴
史公文書等について、国立公
文書館において保存する必要
があると認める場合には、当
該歴史公文書等を保有する国
の機関との合意により、その
移管を受けることができる。
３　前項の場合において、必
要があると認めるときは、内
閣総理大臣は、あらかじめ、
国立公文書館の意見を聴くこ
とができる。

２　内閣総理大臣は、前項の
協議による定めに基づき、重
要公文書等について、国立公
文書館等において保存する必
要があると認める場合には、
当該重要公文書等を保有する
国の機関との合意により、そ
の移管を受けることができる。
３　前項の場合において、必
要があると認めるときは、内
閣総理大臣は、あらかじめ、
国立公文書館等の意見を聴く
ことができる。

地方支分部局において
行政文書ファイル等の
移管を国立公文書館等
が移管をうける場合想
定した（第２項）。また、
意 見 の 聴 取 に つ い て
は、地方支分部局等に
ついては国立公文書館
等の意見が重要である
とかんがえる（第３項）。

第十五条第２項 国立公文書館等の長は、特定
歴史公文書等について、その
内容、保存状態、時の経過、
利用の状況等に応じ、適切な
保存及び利用を確保するため
に必要な場所において、適切
な記録媒体により、識別を容
易にするための措置を講じた
上で保存しなければならない。

国立公文書館等の長は、特定
重要公文書等について、その
内容、保存状態、時の経過、
利用の状況等に応じ、適切な
保存及び利用を確保するため
に必要な場所において、適切
な記録媒体により、識別を容
易にするための措置を講じた
上で保存しなければならない。

煩 雑 な 内 容 で あ る た
め。ガイドラインとの
重複をさける。

第十五条第４項 国立公文書館等の長は、政令
で定めるところにより、特定
歴史公文書等の分類、名称、
移管又は寄贈若しくは寄託を
した者の名称又は氏名、移管
又は寄贈若しくは寄託を受け
た時期及び保存場所その他の
特定歴史公文書等の適切な保
存を行い、及び適切な利用に
資するために必要な事項を記
載した目録を作成し、公表し
なければならない。

国立公文書館等の長は、政令
で定めるところにより、特定
重要公文書等の分類、名称、
移管又は寄贈若しくは寄託を
した者の名称又は氏名、移管
又は寄贈若しくは寄託を受け
た時期及び保存場所その他の
特定歴史公文書等の適切な保
存を行い、及び適切な利用に
資するために必要な事項を記
載した目録を作成し、公表し
なければならない。

国立公文書館等は、機
関アーカイブズとして
移管される重要公文書
のみを扱うこととする。
寄贈・寄託については、
法第二条第４項三でい
うところの「歴史的も
しくは文化的な資料又
は学術研究用の資料と
して特別の管理」をす
ることとして、別置す
る。その意味で、国立
公文書館内閣文庫も、
この法第二条第４項三
の対象とする。

第十六条第１項第４号 四　当該特定歴史公文書等が
その全部又は一部を一定の期
間公にしないことを条件に法
人等又は個人から寄贈され、又
は寄託されたものであって、当
該期間が経過していない場合

削除 同上

第十六条第２項 国立公文書館等の長は、前項
に規定する利用の請求（以下

「利用請求」という。）に係る
特定歴史公文書等が同項第一
号又は第二号に該当するか否
かについて判断するに当たっ
ては、当該特定歴史公文書等
が行政文書又は法人文書とし
て作成又は取得されてからの
時の経過を考慮するとともに、
当該特定歴史公文書等に第八
条第三項又は第十一条第五項
の規定による意見が付されて
いる場合には、当該意見を参
酌しなければならない。

国立公文書館等の長は、前項
に規定する利用の請求（以下

「利用請求」という。）に係る
特定重要公文書等が同項第一
号又は第二号に該当するか否
かについて判断するに当たっ
ては、当該特定重要公文書等
が行政文書又は法人文書とし
て作成又は取得されてからの
時の経過・30年を原則としつ
つ、当該特定重要公文書等に
第八条第三項又は第十一条第
五項の規定による意見が付さ
れている場合には、当該意見
を参酌しなければならない。

30年原則を事実上明記
する。
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第四条第１項 行政機関の職員は、第一条の
目的の達成に資するため、当
該行政機関における経緯も含
めた意思決定に至る過程並び
に当該行政機関の事務及び事
業の実績を合理的に跡付け、
又は検証することができるよ
う、処理に係る事案が軽微な
ものである場合を除き、次に
掲げる事項その他の事項につ
いて、文書を作成しなければ
ならない。

行政機関の職員は、第一条の
目的の達成に資するため、当
該行政機関における調査・経
緯も含めた意思決定に至る過
程並びに当該行政機関の事務、
事業の執行及び実績を合理的
に跡付け、又は検証すること
ができるよう、処理に係る事
案が軽微なものである場合を
除き、次に掲げる事項その他
の事項について、文書を作成
しなければならない。

日本の官僚組織は、企
画・立案にのみ特化し
た組織ではない。一大
調査機関であるととも
に、監督官庁としての
機能も有している。そ
のため、この点を考慮
し、文面を書き改めた。

第四条第１項第４号 加筆 四　各種調査及び監督・検査
の結果、法令等の執行に関す
る内容・結果及びその経緯

同上

第五条第５項 行政機関の長は、行政文書ファ
イル及び単独で管理している
行政文書（以下「行政文書ファ
イル等」という。）について、
保存期間（延長された場合に
あっては、延長後の保存期間。
以下同じ。）の満了前のできる
限り早い時期に、保存期間が
満了したときの措置として、
歴史公文書等に該当するもの
にあっては政令で定めるとこ
ろにより国立公文書館等への
移管の措置を、それ以外のも
のにあっては廃棄の措置をと
るべきことを定めなければな
らない。

行政機関の長は、行政文書ファ
イル及び単独で管理している行
政文書（以下「行政文書ファイ
ル等」という。）について、保
存期間（延長された場合にあっ
ては、延長後の保存期間。以下
同じ。）の満了前のできる限り
早い時期に、保存期間が満了し
たときの措置として、重要公文
書等に該当するものにあっては
政令で定めるところにより国立
公文書館等への移管の措置を、
それ以外のものにあっては国立
公文書館長等との協議を経て、
廃棄の措置をとるべきことを定
めなければならない。

廃棄権については、国
立公文書館長等の権限
とする。

第八条第１項 行政機関の長は、保存期間が
満了した行政文書ファイル等
について、第五条第五項の規
定による定めに基づき、国立
公文書館等に移管し、又は廃
棄しなければならない。

行政機関の長は、保存期間が
満了した行政文書ファイル等
について、第五条第五項の規
定による定めに基づき、国立
公文書館等に移管し、又は国
立公文書館長等との協議を経
て、廃棄しなければならない。

同上

第八条第４項 内閣総理大臣は、行政文書ファ
イル等について特に保存の必
要があると認める場合には、
当該行政文書ファイル等を保
有する行政機関の長に対し、
当該行政文書ファイル等につ
いて、廃棄の措置をとらない
ように求めることができる。

内閣総理大臣は、行政文書ファ
イル等について特に保存の必要
があると認める場合には、内閣
府と協議の上、国立公文書館長
によって当該行政文書ファイル
等を保有する行政機関の長に対
し、当該行政文書ファイル等に
ついて、廃棄の措置をとらない
ように求めることができる。

同上

第九条第４項 内閣総理大臣は、前項の場合
において歴史公文書等の適切
な移管を確保するために必要
があると認めるときは、国立
公文書館に、当該報告若しく
は資料の提出を求めさせ、又
は実地調査をさせることがで
きる。

内閣総理大臣は、前項の場合
において重要公文書等の適切
な移管を確保するために必要
があると認めるときは、国立
公文書館等に、当該報告若し
くは資料の提出を求めさせ、
又は実地調査をさせることが
できる。

専門性を有しているの
は、国立公文書館のみ
ではないため。地方支
分 部 局 の 存 在 も 考 慮
し、国立公文書館等と
した。
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公文書等の管理に関する法律（平成21年７月１日法律第66号）修正案
現行 修正案 理由

全体 歴史公文書 重要公文書 「歴史的」であること
と、保存すべき文書の
価値については、同一
でないため。

全体 特定歴史公文書 特定重要公文書 同上。
第一条（目的） この法律は、国及び独立行政

法人等の諸活動や歴史的事実
の記録である公文書等が、健
全な民主主義の根幹を支える
国民共有の知的資源として、
主権者である国民が主体的に
利用し得るものであることに
かんがみ、国民主権の理念に
のっとり、公文書等の管理に
関する基本的事項を定めるこ
と等により、行政文書等の適
正な管理、歴史公文書等の適
切な保存及び利用等を図り、
もって行政が適正かつ効率的
に運営されるようにするとと
もに、国及び独立行政法人等
の有するその諸活動を現在及
び将来の国民に説明する責務
が全うされるようにすること
を目的とする。

この法律は、国及び独立行政法
人等全ての行政機関並びに立
法機関・司法機関等の諸活動や
重要な事実の記録である公文
書等が、健全な民主主義の根幹
を支える国民共有の知的資源
として、主権者である国民が主
体的に利用し得るものである
ことにかんがみ、国民主権の理
念にのっとり、公文書等の管理
に関する基本的事項を定める
こと等により、公文書等の適正
な管理、重要公文書等の適切な
保存及び利用等を図り、もって
行政が適正かつ効率的に運営
されるようにするとともに、行
政機関等の有するその諸活動
を現在及び将来の国民に説明
する責務が全うされるように
することを目的とする。

①法の対象を拡大する
ため。②「歴史的」で
あることと、保存すべ
き文書の価値について
は、同一でないため。

第二条（定義） 加筆 六　国家行政組織法第九条に
より国の行政機関として設置
された地方支分部局で、法律
で定められたもの
七　会計検査院

事業の執行に関する資
料及び地方との関係を
明らかにする資料につ
いても収蔵する必要が
あるため。

第二条第３項第２号 二　行政機関の施設及び独立
行政法人等の施設であって、
前号に掲げる施設に類する機
能を有するものとして政令で
定めるもの

二　行政機関の施設であって、
前号に掲げる施設に類する機
能を有するものとして政令で
定めるもの

外交、防衛、宮中、日
銀等に関しては、別建
てにすべきである。

第二条第３項第３号 加筆 三　独立行政法人等の施設で
あって、前号に掲げる施設に
類する機能を有するものとし
て政令で定めるもの

国立大学法人等による
文書館等の施設を別建
てとする。

第二条第６項 この法律において「歴史公文
書等」とは、歴史資料として
重要な公文書その他の文書を
いう。

この法律において「重要公文
書等」とは、国及び独立行政
法人等の有するその諸活動を
現在及び将来の国民に説明す
る責務を全うするに必要な公
文書その他の文書をいう。

第一条（目的）と連動
させ、現在の執務にも
必要な資料であるため。

第二条第７項四　 法人その他の団体（国及び独
立行政法人等を除く。以下「法
人等」という。）又は個人から
国立公文書館等に寄贈され、
又は寄託されたもの

法人その他の団体（国及び独
立行政法人等を除く。以下「法
人等」という。）等から移管さ
れたもの

国立公文書館等の機能
を機関アーカイブズと
しての役割に専念させ
るため。

第二条第８項 ８　この法律において「公文
書等」とは、次に掲げるもの
をいう。
一　行政文書
二　法人文書
三　特定歴史公文書等

８　この法律において「公文
書等」とは、次に掲げるもの
をいう。
一　行政文書
二　法人文書
三　立法文書
四　司法文書
五　特定重要公文書等

第一条（目的）の改正
にともない、法の範囲
を拡大するため。




